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Ⅰ 糸島市情報公開制度のあらまし 

 

 １ 情報公開の意義及び目的 

 

   情報公開制度とは、市民のみなさんが市政や市民生活に関する情報を知りたいとき

に、市が保有している文書や図画などの情報（公文書等）を市に対して公開請求でき

る制度です。 

   本市では、市民の知る権利を制度的に保障し、市が市政について市民に説明する責

務を全うすることにより、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民参加の行政を

一層推進することを目的として、合併前の前原市、二丈町、志摩町、解散前の糸島地

区消防厚生施設組合の情報公開条例を基に糸島市情報公開条例（以下「条例」という。）

を平成22年１月１日に制定し、同日より施行しました。 

   なお、本市の情報公開は、次の基本原則に従って制度化しています。 

 

  (1) 行政情報の原則公開 

    市が保有する情報は、原則としてすべて公開し、例外として非公開とする情報は、

必要最小限にとどめる。 

 

  (2) 個人のプライバシーの保護 

    公開を原則とする情報公開制度のもとにおいても、個人のプライバシーに関する

情報は、最大限に保護する。 

 

  (3) 市民が利用しやすい制度 

    情報公開の手続きについては、検索資料の整備などを行い、市民にとって分かり

やすく、より利用しやすいものとなるように努める。 

 

  (4) 公正かつ公平な救済制度 

    非公開処分その他の措置に対する救済については、公正かつ公平な救済制度を確

立する。 

 

   今後も市政に関する説明責任を全うするため、市民からの公開請求の有無にかかわ

らず、市の保有する情報を積極的に提供する等、情報公開の総合的な推進に努めてい

きます。 

 

 ２ 情報公開条例の主な内容 

 

  (1) 実施機関 

情報公開を実施する行政機関は、次のとおりです。 

市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、

固定資産評価審査委員会、公営企業管理者の権限を行う市長及び消防長 
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  (2) 対象となる情報 

公開請求の対象となる情報は、次の要件を備えているものです。 

ア 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、電子計算機

処理文書、フィルム、磁気、光学等の記憶媒体その他これらに類するものである

こと。 

イ 実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているも

のであること。 

ウ 合併前の前原市情報公開条例、二丈町情報公開条例、志摩町情報公開条例、解

散前の糸島地区消防厚生施設組合情報公開条例の適用を受けることとされていた

情報であること。 

  具体的には、次のとおりです。 

・ 旧前原市の情報（平成11年4月1日～） 

・ 旧二丈町の情報（平成10年10月1日～） 

・ 旧志摩町の情報（平成14年4月1日～） 

・ 旧糸島地区消防厚生施設組合の情報（平成18年4月1日～） 

（各条例適用日前の情報については請求の対象とはしていませんが、公開の申

出があったときは、実施機関はこれに応じるよう努めるものとしています。） 

 

  (3) 請求権者 

条例では、何人も、実施機関に対して保有する情報の公開を請求することができ

ることとしています。 

 

  (4) 請求から公開・非公開までの手続 

情報の公開を請求しようとするものは、実施機関に対し情報公開請求書を提出し

なければなりません。 

実施機関は、情報公開請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内に公開又

は非公開の決定を行い、請求者に速やかに書面により通知しなければなりません。 

ただし、やむを得ない理由があるときは、情報公開請求書を受理した日の翌日か

ら起算して30日を限度として決定期間の延長をすることができます。 

また、情報が著しく大量であるため、又は大規模な災害等の発生により、事務の

執行に著しい支障が生じるため決定期限内に決定ができない場合は、実施機関は、

情報公開審査会の意見を聴いて決定期間を延長することができます。 

 

  (5) 公開しないことができる情報 

情報の公開の決定にあたっては、原則公開に立ちつつ、個人のプライバシー保護

や公益の確保などのため、次の９項目に該当する情報を公開しないことができるも

のとしています。 

 

① 法令秘情報 

法令又は条例等の定めるところにより公開することができない情報 

 

② 個人に関する情報 

個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得る情報 
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③ 法人に関する情報 

法人等又は事業を営む個人の事業活動上の利益が明らかに損なわれると認めら

れる情報 

 

④ 意思決定過程情報 

市又は国等の内部又は相互間の審議・検討に関する情報で公開することにより、

率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる等のおそれがあ

る情報 

 

⑤ 行政運営情報 

市又は国等の機関が行う検査、取締り、試験その他の事務事業で、公開するこ

とにより、公正かつ適正な執行に著しい支障が生じると認められる情報 

 

⑥ 任意提供情報 

公開しないことを条件に任意に第三者から提供された情報で、公開しないこと

が当該情報の性質等に照らして合理的であると認められる情報 

 

⑦ 生命等保護情報 

公開することにより人の生命、身体又は財産の保護等に著しい支障が生じるお

それのある情報 

 

⑧ 社会的差別情報 

公開することにより社会的差別につながるおそれのある情報 

 

⑨ 議会の議員個人情報 

議会の議員個人に関する情報 

（法令又は条例等の規定により、又は慣行として公開されている情報を除く。） 

 

  (6) 救済制度 

情報の公開の決定について、不服がある場合、審査請求を行うことができます。 

審査請求があった場合、慎重かつ公正な救済制度を確立するため、糸島市情報公

開審査会を設置し、この審査会の答申を尊重して決定を行うこととしています。 

また、審査会は、制度の運営に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じ

て調査、審議を行います。 

 

  (7) 手数料 

情報の公開に係る手数料は、無料です。ただし、写しの交付又は写しの送付によ

る交付に要する費用については、有料となります。 

 

  (8) 運用状況の公表 

市長は、毎年１回、条例の運用状況について、規則で定めるところにより一般に

公表します。 
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  (9) 情報の任意的な公開 

適用日前情報の公開の申出があった場合は、実施機関はこれに応じるよう努める

ものとしています。 

 

  (10) 情報公開コーナーの設置 

市役所本館の１階に、各種の行政資料や広報刊行物等の閲覧が自由にできる情報

公開コーナーを設け、情報提供を行っています。 
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Ⅱ 利用状況 

 

  平成28年度の情報公開制度の利用状況を月ごとにみると、表１のとおりです。 

  平成28年4月から平成29年3月までの1年間で76件の利用がありました。 

 

表１ 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計

請 求 4 7 5 8 5 10 7 11 4 4 4 3 72

申 出 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4

合 計 4 7 7 9 5 10 8 11 4 4 4 3 76

平成27年度

請 求 39

申 出 4

合 計 43

請 求

申 出

合 計

3

48

3

35

平成23年度

53

平成24年度

48

6

54

平成28年度

72

4

76

平成21年度

50

14

64

平成26年度

32

平成22年度

97

8

105

0

53

平成25年度

45

 

 

※平成21年度は糸島市、合併前の前原市、二丈町、志摩町及び解散前の糸島地区消防

厚生施設組合の合計 

 

 

 

Ⅲ 請求、申出の主な内容及び決定状況 

 

  糸島市の情報公開制度による請求と申出の決定状況を、実施機関別にみると表２のよ

うになります。表２を各課別にし、請求された主な内容を示したものが表３です。 

  請求と申出を合わせた決定の内訳は、公開17件、一部公開48件、非公開10件、存否応

答拒否1件となっています。 

  請求の内容の主なものは、玄海原発の今後の対応についての文書、空家対策特別措置

法に係る空家分布調査報告書、JR九州、新駅建設期成会（促進会）及び糸島市との３者

協議の議事録、きららの湯民間譲渡に関する決定書、運動公園整備検討委員会の議事録、

建築物の新築リスト及び当該建物の住居表示台帳、損害保険証券の写しなどでした。 
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表２ 

請求、申出

合計 公開 一部公開 一部不存在 非公開 不存在 存否応答拒否 取下げ

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

1

1

6
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市　長

0

14 6 7 1

0
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0

0

0
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0

0

0

7

1

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

10 8

4

0

0
11

（1）

3

2

0

0

0

0

0

02

1

0

0

0

00

0

0

決　定　内　訳

0 0 0 000 0議　　会

実施機関

審査委員会

総務部

企画部

市民部

選挙管理委員会

公平委員会

教育委員会

健康増進部

1 1

8
（1）

0

1

1

0

1

9
（3）

0 0

3

1

0

0

2

0

2

30

小　計

0

1

3

人権福祉部

8

産業振興部

建設都市部

3

4

48
（4）

0

0

0監査委員

農業委員会

11

合　　計

0

権限を行う市長

固定資産評価

公営企業管理者の

消防長

0

76
(4)

17

14
44

（4）

4

13
（3）

13

9

10

3

0

67
（4）

0 0 0

2

0

0

0

0

4

0

0

12

会計管理者 0

0 1

2

※（ ）は、情報公開の申出件数の内数 

※一部不存在、不存在の欄は、一部公開又は非公開の決定件数中、不存在の内数 
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表３ 
請求、申出

合計 公開
一部

公開

一部

不存在
非公開 不存在

存否

応答拒否
取下げ

部等名 課等名

決　定　内　訳

主な内容

議会事務局 議事課 0 0 0 0 0 0 0 0

総務部

総務課 1 0 1 1 0 0 0 0
・長及び議員の任期、連絡先表示の名簿

・過去３回の長及び議員選挙立候補届出書（各候補者の得票集

計表を含む）

財政課 0 0 0 0 0 0 0 0

管財契約課 2 0 2 1 0 0 0 0
・糸島市総合災害見舞金制度について

・各局において契約した平成２８年度分の損害保険証券の写し

（保険料金等の記載がある面のみ）

危機管理課 6 3 1 0 2 1 0 0
・平成２８年度糸島市防災行政無線通信施設（同報系）デジタ

ル更新工事に係る設計書（金入り）

・廃止措置における玄海原発の今後の対応についての文書

会計管理者 会計課 0 0 0 0 0 0 0 0

監査委員 監査事務局 0 0 0 0 0 0 0 0

企画部

企画秘書課 11 1 9 0 1 1 0 0
・JR九州、新駅建設期成会（促進会）及び糸島市との３者協議

の議事録(平成24年3月2日以降全て)

・糸島市運動公園整備検討委員会議事録

地域振興課 0 0 0 0 0 0 0 0

シティ

セールス課 2 1 1 0 0 0 0 0

・平成28年度広報いとしまに掲載する有料広告枠の買取りにお

ける全応礼企業と全応礼金額のわかるもの

・広報いとしま編集構成･レイアウト・印刷業務公募型プロ

ポーザルの審査結果、○○株式会社の採点表

市民部

市民課 3 0 2 0 0 0 1 0
・住居表示台帳

・○○○○に関する住民異動届（Ｈ27年4月1日からＨ28年6月8

日まで）

税務課 2 0 1 1 1 1 0 0

・市県民税が課税されない（均等割、所得割）市民数調査報告

書（市県民税申告義務者調査報告書を含む）

・平成26・27・28年の自動車税、国保税、住民税（申告書を含

む）の納付書送付枚数。その内、受取人転居先不明（類する理

由を含む）で返却された、各別枚数並びに各納付書の公示送達

枚数（公示送達を求めず、受取られた枚数を含む）

収税課 0 0 0 0 0 0 0 0

生活環境課
6

(1)
0

5
(1)

0 1 0 0 0

・平成24年1月下旬頃、糸島市が株式会社○○に対し雑草除去

を指導した際の文書記録の全て

・クリーンセンター（Ｈ12.4.1完成）で、建設費、入札で随意

契約（契約書）の時の書類と、決算書、補修費、点検費、毎年

の費用、随意契約と入札の分かる書類、毎年分（直近５年）

健康増進部

健康

づくり課 12 6 6 1 0 0 0 0

・糸島市健康ふれあい施設二丈温泉きららの湯移譲先選定委員

会議事録（選定の経過がわかるもの）

・平成28年度糸島市健康ふれあい施設二丈温泉きららの湯無償

譲渡に関する業者選定の事務についての資料、文書すべて

介護・

高齢者支援課 1 0 1 0 0 0 0 0
・社会福祉法人○○にて運営している介護事業所における平成

25年1月1日から平成29年1月26日までに提出された介護サービ

スに係る事故報告書

国保年金課 1 0 0 0 1 1 0 0

・平成28年度国民健康保険柔道整復師療養費支給申請書点検業

務委託及び平成28年度国民健康保険における診療報酬明細書点

検業務委託に係る

①入札説明書、②入札・見積合わせ参加業者及び各業者の応礼

金額、③仕様書、④契約書及び契約金額

人権福祉部

福祉保護課 2 0 2 0 0 0 0 0
・平成28年度生活保護における診療報酬明細書点検業務委託に

係る仕様書、契約書及び契約金額

・社会福祉法人○○設立の許認可の書類（申請書及び許可書）

福祉支援課 1 0 0 0 1 1 0 0

・糸島市が交付した障害福祉サービス受給者証を利用しての就

労継続支援A型事業所（市内及び市外）に対する補助要綱

・条例または内規等による文書記録（組織的に活用する文書）

として残さなければならないとされるガイドライン

子ども課 1 0 1 0 0 0 0 0
・保育所（長糸及び神在）の民間委託の経過がわかる資料一式

（応募要綱、法人の概要、会議録、申請書類、決定書等）

人権・男女共

同参画推進課 0 0 0 0 0 0 0 0

建設都市部

都市計画課
10
(3)

2
7

(3)
0 1 1 0 0

・前原東土地区画整理組合設立総会資料及び直近の総会資料

・開発行為変更届出書（平成28年8月9日付 ㈱○○提出分）

建設課 2 0 2 0 0 0 0 0
・市が管理する道路の陥没による車両事故の損害賠償及び和解

の書類一式

・道路保険の保険料

施設管理課 1 1 0 0 0 0 0 0 ・空家対策特別措置法に係る空家分布調査報告書
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請求、申出

合計 公開
一部

公開

一部

不存在
非公開 不存在

存否

応答拒否
取下げ

農業委員会
農業委員会

事務局 0 0 0 0 0 0 0 0

76 48
(4) (4)

部等名 課等名

決　定　内　訳

主な内容

産業振興部

農業振興課 0 0 0 0 0 0 0 0

農林土木課 0 0 0 0 0 0 0 0

水産商工課 3 0 3 0 0 0 0 0
・糸島市内の港湾（漁港含む）施設の状況（海面含む）の管理

状況が分かる書類及び使用に対する契約書等

・港湾施設の目的が分かる書類

上下水道部

業務課 1 0 1 0 0 0 0 0

・「糸島市上下水道窓口等関連業務委託」のプロポーザル方式

の入札について作成された文書の各直近１回分

①参加業者一覧等の全参加者がわかるもの、②質問書・回答

書、③入札結果（落札業者、参加業者、入札金額、評価項目別

の採点がわかる総括表等の全ての参加者のもの）、④参加者の

業務提案書

水道課 0 0 0 0 0 0 0 0

下水道課 0 0 0 0 0 0 0 0

教育部

教育総務課 1 1 0 0 0 0 0 0
・「教育委員会公印使用簿（受付簿）」における平成27年度の

対象書類の写し（教育長、教育委員会、教育委員長それぞれを

対象とする）

学校教育課 3 1 1 0 1 1 0 0

・平成27～28年度に報道された教科書出版会社による、教育関

係者への謝礼提供事案に係り、文部科学省、公正取引委員会へ

提出した調査報告書（類する書類も含む）

・糸島市三地区（前原、二丈、志摩）における、小学校及び中

学校の学校給食においての地産地消率

生涯学習課 3 1 1 0 1 1 0 0

・怡土公民館　公民館運営審議会

①Ｈ28年度 第1回分会議録と当日資料、②Ｈ27年度 第2回分会

議録

・公民館総合補償制度に関する下記書類

①平成27.28年度加入証書写し（表紙のみ：主票番号記載面の

み）、②平成27.28年度加入公民館明細書写し（表紙のみ：加

入番号記載面のみ）、③平成26.27年度の事故件数および支払

保険金額（平成28年度は途中経過となるため対象外）

文化課 0 0 0 0 0 0 0 0

消防本部

消防総務課 0 0 0 0 0 0 0 0

予防課 1 0 1 0 0 0 0 0
・り災日が平成○年○月○日（○○線）の

①火災原因判定書、②火災原因調査報告書及びこれに添付する

書類

警防課 0 0 0 0 0 0 0 0

警備課 0 0 0 0 0

合　　計 17 4 10 8 1 0

0 0 0

 
 

※（ ）は、情報公開の申出件数の内数 

※一部不存在、不存在の欄は、一部公開又は非公開の決定件数中、不存在の内数 

※総務課は、固定資産評価審査委員会、選挙管理委員会を含む。 

※監査事務局は、公平委員会を含む。
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Ⅳ 非公開理由の状況、不存在等 

 

  一部公開と非公開の決定について、その非公開部分の決定理由を条例第9条各号の適用

別に見ると表4のようになります。 

 

表４  

非公開 一部公開 計 非公開 一部公開 計

第１号
（法令秘情報） 0 0 0 0 0 0 0

第２号
（個人に関する情報） 0 23 23 0 2 2 25

第３号
（法人に関する情報） 0 25 25 0 4 4 29

第４号
（意思決定過程情報） 0 10 10 0 0 0 10

第５号
（行政運営情報） 2 4 6 0 0 0 6

第６号
（任意提供情報） 0 1 1 0 0 0 1

第７号
（生命等保護情報） 0 2 2 0 0 0 2

第８号
（社会的差別情報） 0 0 0 0 0 0 0

第９号
（議会の議員個人情報） 0 2 2 0 0 0 2

文書一部不存在 0 4 4 0 0 0 4

文書不存在 8 0 8 0 0 0 8

合　　計 10 71 81 0 6 6 87

条例第９条各号
請　求 申　出

合　計

 
   

  ※非公開理由が重複している場合があるため、合計欄は表２及び表３の非公開、一部

公開の件数とは一致しません。 

 

 

 

Ⅴ 審査請求 

 

公開請求者は、実施機関の決定について不服があるときは、行政不服審査法の規定に基

づき実施機関に対して審査請求をすることができます。この審査請求は、決定があった

ことを知った日の翌日から起算して３月以内にしなければなりません。 

また、実施機関が決定期限までに決定しなかったときも審査請求ができます。 

平成 28年度の審査請求は 1件あり、その内容は下記のとおりでした。 
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答申番号 第１号 

公文書の件名 
JR 九州、新駅建設期成会（促進会）及び糸島市との３者協議の

議事録 

実施機関 糸島市長 

決定内容 一部公開 

決定年月日 平成 28年 9月 28日 

決定理由 ３号 法人に関する情報、４号 意思決定過程情報 

審査請求年月日 平成 28年 11月 28日 

弁明書提出年月日 平成 28年 12月 7日 

審査要請書提出年月日 平成 28年 12月 12日 

審査会開催年月日 

平成 28年 12月 28日、平成 29年 1月 19日、平成 29年 1月 27

日、平成 29年 2月 3日、平成 29年 2月 17日、平成 29年 3月 9

日 

審査会答申年月日 平成 29年 3月 9日 

審査請求決定書年月日 平成 29年 3月 15日 

審査会答申概要 

(1) 本件情報は、ＪＲ九州と実施機関の間で平成 24 年 3 月 2

日から平成 28 年 9月 1日までに計１２回開催された新駅設

置に関する事務協議における発言内容を実施機関が記録し

た報告書である。 

  本件情報には、２号個人に関する情報として個人名等、３

号法人に関する情報として法人の営業・販売活動の計画等や

法人の技術上のノウハウに関する情報、５号交渉に関する情

報として新駅についての交渉に関する情報が含まれている。

そのため、実施機関は、上記に該当する部分を非公開とする

本件処分を行ったものと認められる。 

(2) 審査会は、審査請求人の主張を一部認容し、非公開部分の

一部公開を求める。公開を求める理由の概要は、以下のとお

りである。 

 ア 事務事業の適正な執行に支障がないと認められるもの。 

 イ 協議内容を確認する情報であり、法人の事業活動上の利

益が明らかに損なわれるもの又は、事務事業の公正かつ適

正な執行に著しい支障が生じるとは認められないもの。 

 ウ 当該情報を公開しても、事務事業の公正かつ適正な執行

に著しい支障が生じるとは認められないもの 

 エ 実施機関が非公開決定を取り消したもの。 

オ 現状を確認する情報であり、事務事業の公正かつ適正な

執行に著しい支障が生じるとは認められないもの。 

カ 協議事項の項目に関する情報であり、事務事業の公正か

つ適正な執行に著しい支障が生じるとは認められないも

の。 

実施機関 

決定内容 
容認（答申どおり） 
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Ⅵ 情報公開審査会 

 

 １ 情報公開審査会委員名簿 

 

氏 名 職 名 等 備 考 

池 田  宏 子  大学講師 （再任） 

井 上  正 義  弁護士 副会長（再任） 

林    種 基  市民代表 （新任） 

村 上  英 明  大学教授 会 長（再任） 

吉 丸  とも子  市民代表 （新任） 

任期：平成28年1月1日～平成29年12月31日（50音順 敬称略） 

 

 

２ 情報公開審査会の開催状況 

 

開催年月日 主な内容 

平成28年7月14日 平成27年度運用状況報告 

平成28年12月28日 審査請求について 

平成29年1月19日 審査請求について 

平成29年1月27日 審査請求について 

平成29年2月3日 審査請求について 

平成29年2月17日 審査請求について 

平成29年3月9日 審査請求について 
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情報公開制度運用状況 

資 料 



平
成
２
８
年
度
　
糸
島
市
情
報
公
開
請
求
一
覧

Ｎ
ｏ
．
1

番
号

受
理
年
月
日

請
求
の
内
容

公
文
書
の
件
名

決
定
内
容

所
管
課

　
　
　
　
備
考

1
平

成
2
8
年

3
月

2
9
日

平
成

２
４

年
１

月
下

旬
頃

、
糸

島
市

が
株

式
会
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○

○
に

対
し

雑
草

除
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指

導
し

た
際
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文

書
記
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全
て

雑
草
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に
係

る
指
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文
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公
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課
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2
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の
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島
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糸
島

市
運

動
公

園
等

整
備

構
想

検
討

委
員

会
議

事
録

・
第

２
回

糸
島

市
運

動
公

園
等

整
備

構
想

検
討

委
員

会
議

事
録

・
第

３
回

糸
島

市
運

動
公

園
等

整
備

構
想

検
討

委
員

会
議

事
録

一
部

公
開

企
画

部
企

画
秘

書
課

企
画

調
整

係

5
/
9

一
部

公
開

済

4
号

 意
思

決
定

過
程

情
報

5
平

成
2
8
年

5
月

2
日

・
筑

肥
線

新
駅

設
置

促
進

期
成

会
設

立
総

会
資

料
・
筑

肥
線

新
駅

設
置

促
進

期
成

会
第

４
回

定
期

総
会

議
案

書
資

料

・
筑

肥
線

新
駅

設
置

促
進

期
成

会
設

立
総

会
資

料
・
筑

肥
線

新
駅

設
置

促
進

期
成

会
第

４
回

定
期

総
会

議
案

書
資

料
公

開
企

画
部

企
画

秘
書

課
企

画
調

整
係

5
/
1
3

公
開

済

6
平

成
2
8
年

5
月

2
4
日

平
成

２
８

年
度

広
報

い
と

し
ま

に
掲

載
す

る
有

料
広

告
枠

の
買

取
り

に
お

け
る

全
応

礼
企

業
と

全
応

礼
金

額
の

わ
か

る
も

の
。

入
札

結
果

表

公
開

企
画

部
シ

テ
ィ

セ
ー

ル
ス

課
広

報
係

6
/
1

公
開

済

14



平
成
２
８
年
度
　
糸
島
市
情
報
公
開
請
求
一
覧

Ｎ
ｏ
．
2

番
号

受
理
年
月
日

請
求
の
内
容

公
文
書
の
件
名

決
定
内
容

所
管
課

　
　
　
　
備
考

7
平

成
2
8
年

5
月

2
7
日

平
成

２
７

～
２

８
年

度
に

報
道

さ
れ

た
教

科
書

出
版

会
社

に
よ

る
、

教
育

関
係

者
へ

の
謝

礼
提

供
事

案
に

係
り

文
部

科
学

省
、

公
正

取
引

委
員

会
へ

提
出

し
た

調
査

報
告

書
（
類

す
る

書
類

も
含

む
）

文
書

不
存

在

非
公

開
教

育
部

学
校

教
育

課
学

校
教

育
係

6
/
1

非
公

開
決

定
通

知
済

文
書

不
存

在

8
平

成
2
8
年

5
月

2
0
日

平
成

２
８

年
度

糸
島

市
防

災
行

政
無

線
通

信
施

設
（
同

報
系

）
デ

ジ
タ

ル
更

新
工

事
に

係
る

設
計

書
（
金

入
り

）
デ

ジ
タ

ル
更

新
工

事
に

係
る

設
計

書

非
公

開
総

務
部

危
機

管
理

課
防

災
・
防

犯
係

6
/
2

非
公

開
決

定
通

知
済

5
号

 行
政

運
営

情
報

9
平

成
2
8
年

5
月

2
7
日

市
県

民
税

の
課

税
さ

れ
な

い
（
均

等
割

、
所

得
割

）
市

民
数

調
査

報
告

書
（
市

県
民

税
申

告
義

務
者

調
査

報
告

書
を

含
む

）

文
書

不
存

在

非
公

開
市

民
部

税
務

課
市

民
税

係

6
/
2

非
公

開
決

定
通

知
済

文
書

不
存

在

1
0

平
成

2
8
年

5
月

2
7
日

空
家

対
策

特
別

措
置

法
に

係
る

空
家

対
策

基
本

計
画

文
書

不
存

在

非
公

開
総

務
部

危
機

管
理

課
防

犯
・
防

災
係

6
/
8

非
公

開
決

定
通

知
済

文
書

不
存

在

1
1

平
成

2
8
年

5
月

2
7
日

空
家

対
策

特
別

措
置

法
に

係
る

空
家

分
布

調
査

報
告

書
糸

島
市

空
家

実
態

調
査

委
託

業
務

報
告

書
（
小

学
校

区
別

空
き

家
数

）

公
開

建
設

都
市

部
施

設
管

理
課

住
宅

係

6
/
8

公
開

済

1
2

平
成

2
8
年

6
月

6
日

住
居

表
示

台
帳

（
平

成
２

７
年

４
月

か
ら

平
成

２
８

年
３

月
ま

で
に

届
出

の
あ

っ
た

建
築

物
の

新
築

届
出

リ
ス

ト
及

び
当

該
住

居
表

示
地

番
図

台
帳

）

・
建

築
物

の
新

築
等

の
届

出
書

・
地

番
図

一
部

公
開

市
民

部
市

民
課

市
民

係

6
/
1
7

一
部

公
開

済

2
号

 個
人

に
関

す
る

情
報

1
3

平
成

2
8
年

6
月

3
日

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

Ｈ
１

２
．

４
．

１
完

成
で

、
建

設
費

、
入

札
で

随
意

契
約

（
契

約
書

）
の

時
の

書
類

と
、

決
算

書
、

補
修

費
、

点
検

費
、

毎
年

の
費

用
、

随
意

契
約

と
入

札
の

分
か

る
書

類
、

毎
年

分
（
直

近
５

年
）

平
成

２
３

年
度

か
ら

平
成

２
７

年
度

ま
で

の
・
契

約
書

・
工

事
請

負
契

約
書

・
契

約
変

更
請

書
一

部
公

開
市

民
部

生
活

環
境

課
環

境
施

設
係

6
/
9

一
部

公
開

済

3
号

 法
人

に
関

す
る

情
報

15



平
成
２
８
年
度
　
糸
島
市
情
報
公
開
請
求
一
覧

Ｎ
ｏ
．
3

番
号

受
理
年
月
日

請
求
の
内
容

公
文
書
の
件
名

決
定
内
容

所
管
課

　
　
　
　
備
考

1
4

平
成

2
8
年

6
月

9
日

○
○

○
○

に
関

す
る

住
民

異
動

届
（
Ｈ

２
７

年
４

月
１

日
か

ら
Ｈ

２
８

年
６

月
８

日
ま

で
）

存
否

応
答

拒
否

存
否

応
答

拒
否

市
民

部
市

民
課

市
民

係

6
/
2
1

存
否

応
答

拒
否

済

1
5

平
成

2
8
年

6
月

1
7
日

原
子

力
発

電
所

の
再

稼
動

に
か

か
る

住
民

へ
の

説
明

に
つ

い
て

、
国

及
び

九
州

電
力

へ
の

要
望

に
つ

い
て

の
文

書

福
岡

都
市

圏
広

域
行

政
推

進
協

議
会

の
平

成
２

８
年

度
提

言
書

公
開

総
務

部
危

機
管

理
課

防
災

・
防

犯
係

7
/
1
1

公
開

済

1
6

平
成

2
8
年

6
月

2
3
日

平
成

２
８

年
度

糸
島

市
防

災
行

政
無

線
通

信
施

設
（
同

報
系

）
デ

ジ
タ

ル
更

新
工

事
に

か
か

る
設

計
書

（
金

入
り

）
工

事
費

内
訳

書
、

明
細

書

公
開

総
務

部
危

機
管

理
課

防
災

・
防

犯
係

7
/
1
5

公
開

済

1
7

平
成

2
8
年

7
月

1
1
日

宗
教

法
人

○
○

の
墓

地
等

開
始

許
可

申
請

書
、

廃
止

許
可

書
・
墓

地
等

廃
止

許
可

申
請

書
・
廃

止
許

可
書

一
部

公
開

市
民

部
生

活
環

境
課

ご
み

減
量

推
進

係

7
/
1
9

一
部

公
開

済

3
号

 法
人

に
関

す
る

情
報

1
8

平
成

2
8
年

7
月

8
日

前
原

東
土

地
区

画
整

理
組

合
設

立
総

会
資

料
及

び
直

近
の

総
会

資
料

・
第

１
回

総
会

議
案

資
料

・
第

1
1
回

総
会

議
案

資
料

公
開

建
設

都
市

部
都

市
計

画
課

都
市

整
備

係

7
/
2
2

公
開

済

1
9

平
成

2
8
年

7
月

1
5
日

平
成

２
８

年
度

国
民

健
康

保
険

柔
道

整
復

師
療

養
費

支
給

申
請

書
点

検
業

務
委

託
及

び
平

成
２

８
年

度
国

民
健

康
保

険
に

お
け

る
診

療
報

酬
明

細
書

点
検

業
務

委
託

に
係

る
①

入
札

説
明

書
②

入
札

・
見

積
合

わ
せ

参
加

業
者

及
び

各
業

者
の

応
礼

金
額

③
仕

様
書

④
契

約
書

及
び

契
約

金
額

文
書

不
存

在

非
公

開
健

康
増

進
部

国
保

年
金

課
国

保
係

7
/
1
9

非
公

開
決

定
通

知
済

文
書

不
存

在
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平
成
２
８
年
度
　
糸
島
市
情
報
公
開
請
求
一
覧

Ｎ
ｏ
．
4

番
号

受
理
年
月
日

請
求
の
内
容

公
文
書
の
件
名

決
定
内
容

所
管
課

　
　
　
　
備
考

2
0

平
成

2
8
年

7
月

1
5
日

平
成

２
８

年
度

生
活

保
護

に
お

け
る

診
療

報
酬

明
細

書
点

検
業

務
委

託
に

係
る

・
仕

様
書

・
契

約
書

及
び

契
約

金
額

・
入

札
仕

様
書

・
業

務
委

託
契

約
書

・
指

名
競

争
入

札
結

果
表

一
部

公
開

人
権

福
祉

部
福

祉
保

護
課

福
祉

総
務

係

7
/
2
1

一
部

公
開

済

3
号

 法
人

に
関

す
る

情
報

2
1

平
成

2
8
年

7
月

1
4
日

広
報

い
と

し
ま

編
集

構
成

･レ
イ

ア
ウ

ト
・
印

刷
業

務
公

募
型

プ
ロ

ポ
ー

ザ
ル

の
審

査
結

果
、

○
○

株
式

会
社

の
採

点
表

広
報

い
と

し
ま

編
集

構
成

･レ
イ

ア
ウ

ト
・
印

刷
業

務
公

募
型

プ
ロ

ポ
ー

ザ
ル

 項
目

別
得

点
表

一
部

公
開

企
画

部
シ

テ
ィ

セ
ー

ル
ス

課
広

報
係

7
/
2
9

一
部

公
開

済

3
号

 法
人

に
関

す
る

情
報

2
2

平
成

2
8
年

7
月

1
9
日

糸
島

市
健

康
ふ

れ
あ

い
施

設
二

丈
温

泉
き

ら
ら

の
湯

移
譲

先
選

定
委

員
会

議
事

録
（
選

定
の

経
過

が
わ

か
る

も
の

）

糸
島

市
健

康
ふ

れ
あ

い
施

設
二

丈
温

泉
き

ら
ら

の
湯

移
譲

先
選

定
委

員
会

に
お

け
る

・
第

１
回

議
事

録
・
第

２
回

議
事

録
公

開
健

康
増

進
部

健
康

づ
く

り
課

母
子

保
健

係

8
/
2

公
開

済

2
3

平
成

2
8
年

7
月

1
5
日

平
成

２
８

年
度

糸
島

市
健

康
ふ

れ
あ

い
施

設
二

丈
温

泉
き

ら
ら

の
湯

の
無

償
譲

渡
に

関
す

る
業

者
選

定
の

事
務

に
つ

い
て

の
資

料
、

文
書

す
べ

て

糸
島

市
糸

島
市

健
康

ふ
れ

あ
い

施
設

二
丈

温
泉

き
ら

ら
の

湯
移

譲
先

選
定

委
員

会
に

お
け

る
・
第

１
回

委
員

会
資

料
・
第

２
回

委
員

会
資

料
一

部
公

開
健

康
増

進
部

健
康

づ
く

り
課

母
子

保
健

係

8
/
1

一
部

公
開

済

2
号

 個
人

に
関

す
る

情
報

3
号

 法
人

に
関

す
る

情
報

4
号

 意
思

決
定

過
程

情
報

5
号

 行
政

運
営

情
報

2
4

平
成

2
8
年

8
月

１
日

糸
島

市
健

康
ふ

れ
あ

い
施

設
二

丈
温

泉
き

ら
ら

の
湯

移
譲

先
応

募
審

査
採

点
表

及
び

採
点

集
計

表
・
糸

島
市

健
康

ふ
れ

あ
い

施
設

二
丈

温
泉

き
ら

ら
の

湯
移

譲
先

応
募

審
査

採
点

表
・
糸

島
市

健
康

ふ
れ

あ
い

施
設

二
丈

温
泉

き
ら

ら
の

湯
移

譲
先

応
募

審
査

採
点

集
計

表
公

開
健

康
増

進
部

健
康

づ
く

り
課

母
子

保
健

係

8
/
3

公
開

済

2
5

平
成

2
8
年

7
月

2
5
日

「
建

築
物

の
新

築
リ

ス
ト
」
及

び
当

該
建

物
の

「
住

居
表

示
台

帳
」
（
平

成
2
8
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
8
年

4
6
月

3
0
日

ま
で

に
付

定
さ

れ
た

も
の

）

・
建

築
物

の
新

築
等

の
届

出
書

一
覧

表
・
地

番
図

一
部

公
開

市
民

部
市

民
課

市
民

係

8
/
1
5

一
部

公
開

済

2
号

 個
人

に
関

す
る

情
報
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平
成
２
８
年
度
　
糸
島
市
情
報
公
開
請
求
一
覧

Ｎ
ｏ
．
5

番
号

受
理
年
月
日

請
求
の
内
容

公
文
書
の
件
名

決
定
内
容

所
管
課

　
　
　
　
備
考

2
6

平
成

2
8
年

8
月

3
日

・
○

○
の

収
支

計
画

書
・
同

社
の

現
在

の
経

営
状

況
を

示
す

書
類

（
損

益
計

算
書

、
賃

借
対

照
表

な
ど

）
・
3
千

万
円

の
資

金
を

も
っ

て
い

る
こ

と
を

示
す

書
類

・
7
人

の
委

員
の

項
目

ご
と

の
採

点
表

・
○

○
の

プ
レ

ゼ
ン

資
料

・
収

支
計

画
書

・
決

算
報

告
書

・
残

高
証

明
書

・
糸

島
市

健
康

ふ
れ

あ
い

施
設

二
丈

温
泉

き
ら

ら
の

湯
移

譲
先

応
募

審
査

採
点

表
・
糸

島
市

健
康

ふ
れ

あ
い

施
設

二
丈

温
泉

き
ら

ら
の

湯
事

業
計

画
書

一
部

公
開

健
康

増
進

部
健

康
づ

く
り

課
母

子
保

健
係

8
/
1
7

一
部

公
開

済

2
号

 個
人

に
関

す
る

情
報

3
号

 法
人

に
関

す
る

情
報

4
号

 意
思

決
定

過
程

情
報

5
号

 行
政

運
営

情
報

2
7

平
成

2
8
年

8
月

1
5
日

糸
島

市
内

納
骨

堂
台

帳
糸

島
市

内
納

骨
堂

台
帳

一
部

公
開

市
民

部
生

活
環

境
課

ご
み

減
量

推
進

係

8
/
2
6

一
部

公
開

済

2
号

 個
人

に
関

す
る

情
報

2
8

平
成

2
8
年

8
月

1
5
日

①
糸

島
市

内
の

港
湾

（
漁

港
含

む
）
施

設
の

状
況

（
海

面
含

む
）
の

管
理

状
況

が
分

か
る

書
類

及
び

使
用

に
対

す
る

契
約

書
等

②
港

湾
施

設
の

目
的

が
分

か
る

書
類

・
漁

港
平

面
図

・
漁

港
区

域
土

地
占

用
許

可
申

請
書

一
部

公
開

産
業

振
興

部
水

産
商

工
課

水
産

振
興

係

8
/
3
1

一
部

公
開

済

3
号

 法
人

に
関

す
る

情
報

2
9

平
成

2
8
年

8
月

1
5
日

志
摩

岐
志

漁
港

に
お

け
る

船
舶

の
係

船
料

に
関

す
る

一
切

の
書

類
（
遊

漁
船

も
一

切
含

む
）

漁
港

施
設

利
用

許
可

（
一

覧
表

）

一
部

公
開

産
業

振
興

部
水

産
商

工
課

水
産

振
興

係

8
/
3
1

一
部

公
開

済

2
号

 個
人

に
関

す
る

情
報

3
0

平
成

2
8
年

9
月

2
日

糸
島

市
健

康
ふ

れ
あ

い
施

設
二

丈
温

泉
き

ら
ら

の
湯

移
譲

先
選

定
委

員
会

に
提

出
さ

れ
た

資
料

の
う

ち
決

算
報

告
書

の
賃

借
対

照
表

及
び

損
益

計
算

書
と

プ
レ

ゼ
ン

テ
ー

シ
ョ
ン

資
料

の
う

ち
「
事

業
計

画
書

の
会

社
概

要
と

沿
革

及
び

業
績

」

・
賃

借
対

照
表

・
損

益
計

算
書

・
○

○
株

式
会

社
プ

レ
ゼ

ン
資

料
一

部
公

開
健

康
増

進
部

健
康

づ
く

り
課

母
子

保
健

係

9
/
7

一
部

公
開

済

2
号

 個
人

に
関

す
る

情
報

3
1

平
成

2
8
年

9
月

5
日

糸
島

市
健

康
ふ

れ
あ

い
施

設
二

丈
温

泉
き

ら
ら

の
湯

移
譲

先
選

定
委

員
会

の
委

員
名

の
わ

か
る

書
類

・
糸

島
市

健
康

ふ
れ

あ
い

施
設

二
丈

温
泉

き
ら

ら
の

湯
移

譲
先

選
定

委
員

会
委

員
名

簿

公
開

健
康

増
進

部
健

康
づ

く
り

課
母

子
保

健
係

9
/
7

公
開

済
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平
成
２
８
年
度
　
糸
島
市
情
報
公
開
請
求
一
覧

Ｎ
ｏ
．
6

番
号

受
理
年
月
日

請
求
の
内
容

公
文
書
の
件
名

決
定
内
容

所
管
課

　
　
　
　
備
考

3
2

平
成

2
8
年

9
月

6
日

開
発

行
為

変
更

届
出

書
（
平

成
２

８
年

８
月

９
日

付
 ㈱

○
○

提
出

分
）

開
発

行
為

変
更

届
出

書

一
部

公
開

建
設

都
市

部
都

市
計

画
課

建
築

開
発

係

9
/
1
5

一
部

公
開

済

2
号

 個
人

に
関

す
る

情
報

3
号

 法
人

に
関

す
る

情
報

3
3

平
成

2
8
年

9
月

1
日

・
市

が
管

理
す

る
道

路
の

陥
没

に
よ

る
車

両
事

故
の

損
害

賠
償

及
び

和
解

の
書

類
一

式
・
道

路
保

険
の

保
険

料

・
「
道

路
賠

償
責

任
保

険
」
事

故
報

告
書

・
和

解
書

・
道

路
賠

償
責

任
保

険
被

保
険

者
証

一
部

公
開

建
設

都
市

部
建

設
課

管
理

係

9
/
2
1

一
部

公
開

済

2
号

 個
人

に
関

す
る

情
報

3
号

 法
人

に
関

す
る

情
報

3
4

平
成

2
8
年

9
月

8
日

１
. 
糸

島
市

健
康

ふ
れ

あ
い

施
設

二
丈

温
泉

き
ら

ら
の

湯
移

譲
選

定
委

員
会

設
置

要
綱

２
. 
○

○
の

第
２

期
決

算
報

告
書

（
貸

借
対

照
表

、
損

益
計

算
書

）

・
糸

島
市

健
康

ふ
れ

あ
い

施
設

二
丈

温
泉

き
ら

ら
の

湯
移

譲
先

選
定

委
員

会
設

置
要

綱
・
貸

借
対

照
表

（
○

○
第

２
期

決
算

報
告

）
・
損

益
計

算
書

（
○

○
第

２
期

決
算

報
告

）
公

開
健

康
増

進
部

健
康

づ
く

り
課

母
子

保
健

係

9
/
2
1

公
開

済

3
5

平
成

2
8
年

9
月

1
6
日

怡
土

公
民

館
　

公
民

館
運

営
審

議
会

・
Ｈ

２
８

年
度

 第
１

回
分

会
議

録
と

当
日

資
料

・
Ｈ

２
７

年
度

 第
２

回
分

会
議

録

・
平

成
２

８
年

度
第

１
回

怡
土

公
民

館
運

営
審

議
会

 会
議

等
報

告
書

・
平

成
２

７
年

度
第

２
回

怡
土

公
民

館
運

営
審

議
会

 会
議

等
報

告
書

公
開

教
育

部
生

涯
学

習
課

公
民

館
係

9
/
2
3

公
開

済

3
6

平
成

2
8
年

9
月

1
2
日

新
駅

本
体

工
事

の
施

主
を

示
す

文
書

。
新

駅
建

設
の

請
願

書
の

文
書

。
※

JR
九

州
に

提
出

し
て

い
る

も
の

・
覚

書
（
ＪＲ

筑
肥

線
波

多
江

～
筑

前
前

原
間

の
新

駅
設

置
事

業
等

に
つ

い
て

）
・
請

願
書

（
筑

肥
線

筑
前

前
原

駅
・
波

多
江

駅
間

の
新

駅
設

置
に

つ
い

て
）

一
部

公
開

企
画

部
企

画
秘

書
課

企
画

調
整

係

9
/
2
8

一
部

公
開

済

3
号

 法
人

に
関

す
る

情
報

3
7

平
成

2
8
年

9
月

1
4
日

JR
九

州
、

新
駅

建
設

期
成

会
（
促

進
会

）
及

び
糸

島
市

と
の

３
者

協
議

の
議

事
録

（
平

成
２

４
年

３
月

２
日

以
降

全
て

）
会

議
等

報
告

書
　

・
平

成
２

４
年

３
月

２
日

・
平

成
２

４
年

１
０

月
１

０
日

　
・
平

成
２

５
年

２
月

２
０

日
・
平

成
２

５
年

４
月

２
５

日
　

・
平

成
２

５
年

５
月

２
７

日
・
平

成
２

５
年

９
月

２
４

日
　

・
平

成
２

７
年

６
月

１
日

・
平

成
２

７
年

８
月

４
日

　
・
平

成
２

７
年

８
月

２
１

日
・
平

成
２

７
年

１
０

月
１

６
日

　
・
平

成
２

８
年

６
月

２
９

日
・
平

成
２

８
年

９
月

１
日

一
部

公
開

企
画

部
企

画
秘

書
課

企
画

調
整

係

9
/
2
8

一
部

公
開

済

3
号

 法
人

に
関

す
る

情
報

4
号

 意
思

決
定

過
程

情
報
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平
成
２
８
年
度
　
糸
島
市
情
報
公
開
請
求
一
覧

Ｎ
ｏ
．
7

番
号

受
理
年
月
日

請
求
の
内
容

公
文
書
の
件
名

決
定
内
容

所
管
課

　
　
　
　
備
考

3
8

平
成

2
8
年

9
月

2
0
日

糸
島

市
総

合
災

害
見

舞
金

制
度

に
つ

い
て

・
概

要
が

わ
か

る
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
、

チ
ラ

シ
等

・
実

施
要

領
・
災

害
補

償
規

定
等

・
平

成
2
8
年

度
契

約
時

の
仕

様
書

・
平

成
2
8
年

度
契

約
時

の
入

札
及

び
見

積
合

わ
せ

等
の

結
果

・
平

成
2
8
年

度
契

約
の

保
険

証
券

及
び

特
約

・
明

細
書

等
（
保

険
約

款
不

要
）

・
平

成
2
5
,2

6
,2

7
年

度
契

約
の

事
故

件
数

及
び

支
払

保
険

金
額

（
被

害
者

に
支

払
っ

た
保

険
金

額
）

・
市

民
活

動
に

お
け

る
事

故
の

見
舞

金
に

つ
い

て
・
糸

島
市

総
合

災
害

見
舞

金
等

支
給

規
程

・
糸

島
市

行
事

参
加

者
保

険
に

関
す

る
仕

様
書

・
平

成
2
8
年

度
市

民
活

動
保

険
の

お
見

積
も

り
・
保

険
証

券
・
初

回
保

険
料

支
払

猶
予

特
約

・
行

事
参

加
者

傷
害

保
険

保
険

料
精

算
約

定
書

・
糸

島
市

総
合

災
害

見
舞

金
支

給
一

覧
（
平

成
2
5
,2

6
,2

7
年

度
分

）

一
部

公
開

総
務

部
管

財
契

約
課

管
財

係

1
0
/
1
7

一
部

公
開

済

2
号

 個
人

に
関

す
る

情
報

3
号

 法
人

に
関

す
る

情
報

3
9

平
成

2
8
年

9
月

3
0
日

・
筑

肥
線

新
駅

駅
舎

本
体

の
基

本
設

計
図

及
び

文
書

・
筑

肥
線

新
駅

駅
舎

本
体

の
国

へ
の

補
助

金
申

請
書

・
○

○
か

ら
の

市
へ

の
寄

付
金

の
目

録

・
筑

肥
線

新
駅

本
屋

新
築

基
本

設
計

報
告

書
・
平

成
2
8
年

度
社

会
資

本
整

備
総

合
交

付
金

申
請

書
・
寄

付
目

録
書

（
○

○
）

一
部

公
開

企
画

部
企

画
秘

書
課

企
画

調
整

係

1
0
/
1
7

一
部

公
開

済

3
号

 法
人

に
関

す
る

情
報

7
号

 生
命

等
保

護
情

報

4
0

平
成

2
8
年

1
0
月

1
9
日

「
教

育
委

員
会

公
印

使
用

簿
（
受

付
簿

）
」
に

お
け

る
平

成
2
7
年

度
の

対
象

書
類

の
写

し
（
教

育
長

、
教

育
委

員
会

、
教

育
委

員
長

そ
れ

ぞ
れ

を
対

象
と

す
る

）

公
印

使
用

簿

公
開

教
育

部
教

育
総

務
課

総
務

係

1
0
/
2
5

公
開

済

4
1

平
成

2
8
年

1
0
月

1
4
日

土
地

区
画

整
理

事
業

に
関

す
る

下
記

書
類

・
土

地
区

画
整

理
事

業
箇

所
の

一
覧

・
上

記
事

業
に

係
る

損
害

保
険

証
券

の
写

し
（
賠

償
責

任
保

険
、

傷
害

保
険

な
ど

）
・
過

去
３

年
間

（
H

2
5
～

2
7
）
の

事
故

件
数

お
よ

び
支

払
保

険
金

額

文
書

不
存

在

非
公

開
建

設
都

市
部

都
市

計
画

課
都

市
整

備
係

1
0
/
2
0

非
公

開
決

定
通

知
済

文
書

不
存

在

4
2

平
成

2
8
年

1
0
月

1
9
日

公
民

館
総

合
補

償
制

度
に

関
す

る
下

記
書

類
・
平

成
2
7
,2

8
年

度
加

入
証

書
写

し
（
表

紙
の

み
：
主

票
番

号
記

載
面

の
み

）
・
平

成
2
7
.2

8
年

度
加

入
公

民
館

明
細

書
写

し
（
表

紙
の

み
：
加

入
番

号
記

載
面

の
み

）
・
平

成
2
6
.2

7
年

度
の

事
故

件
数

お
よ

び
支

払
保

険
金

額
（
平

成
2
8
年

度
は

途
中

経
過

と
な

る
た

め
対

象
外

）

文
書

不
存

在

非
公

開
教

育
部

生
涯

学
習

課
公

民
館

係

1
0
/
2
1

非
公

開
決

定
通

知
済

文
書

不
存

在

20



平
成
２
８
年
度
　
糸
島
市
情
報
公
開
請
求
一
覧

Ｎ
ｏ
．
8

番
号

受
理
年
月
日

請
求
の
内
容

公
文
書
の
件
名

決
定
内
容

所
管
課

　
　
　
　
備
考

4
3

平
成

2
8
年

1
0
月

1
9
日

①
休

日
夜

間
急

患
診

療
業

務
委

託
契

約
書

写
し

②
上

記
公

務
医

療
活

動
中

の
医

師
、

看
護

師
、

補
助

者
等

に
付

す
る

傷
害

保
険

写
し

（
直

近
の

も
の

）

①
糸

島
市

休
日

・
夜

間
急

患
セ

ン
タ

ー
の

管
理

に
関

す
る

年
度

協
定

書
②

文
書

不
存

在
一

部
公

開
健

康
増

進
部

健
康

づ
く

り
課

母
子

保
健

係

1
0
/
2
5

一
部

公
開

済

一
部

文
書

不
存

在

3
号

 法
人

に
関

す
る

情
報

4
4

平
成

2
8
年

1
0
月

2
1
日

○
○

の
宗

教
法

人
○

○
及

び
○

○
の

墓
地

等
経

営
許

可
申

請
書

の
申

請
日

が
分

か
る

も
の

・
○

○
に

係
る

墓
地

等
経

営
許

可
申

請
書

・
○

○
に

係
る

墓
地

等
営

業
許

可
申

請
書

一
部

公
開

市
民

部
生

活
環

境
課

ご
み

減
量

推
進

係

1
0
/
2
7

一
部

公
開

済

2
号

 個
人

に
関

す
る

情
報

3
号

 法
人

に
関

す
る

情
報

4
5

平
成

2
8
年

1
0
月

2
5
日

加
布

里
停

車
線

に
つ

い
て

の
地

元
要

望
書

都
市

計
画

道
路

及
び

市
道

「
加

布
里

停
車

場
線

」
の

整
備

に
関

す
る

要
望

書

一
部

公
開

建
設

都
市

部
建

設
課

道
路

整
備

係

1
0
/
3
1

一
部

公
開

済

2
号

 個
人

に
関

す
る

情
報

4
6

平
成

2
8
年

1
0
月

2
8
日

り
災

日
が

平
成

○
年

○
月

○
日

（
○

○
）
の

・
火

災
原

因
判

定
書

・
火

災
原

因
調

査
報

告
書

及
び

こ
れ

に
添

付
す

る
書

類

・
火

災
原

因
概

要
書

・
実

況
見

分
調

書
・
火

災
状

況
報

告
書

・
火

災
原

因
判

定
書

一
部

公
開

消
防

本
部

予
防

課
指

導
係

1
1
/
1
4

一
部

公
開

済

2
号

 個
人

に
関

す
る

情
報

6
号

 任
意

提
供

情
報

4
7

平
成

2
8
年

1
1
月

1
4
日

前
原

中
央

商
店

街
協

同
組

合
よ

り
提

出
さ

れ
た

街
路

灯
整

備
事

業
費

及
び

空
店

舗
対

策
事

業
の

関
係

資
料

・
糸

島
市

商
工

・
観

光
振

興
事

業
実

績
報

告
書

一
部

公
開

産
業

振
興

部
水

産
商

工
課

商
工

労
働

係

1
1
/
2
5

一
部

公
開

済

3
号

 法
人

に
関

す
る

情
報

4
8

平
成

2
8
年

1
1
月

1
4
日

前
原

東
土

地
区

画
整

理
組

合
設

立
資

料
及

び
全

て
の

総
会

資
料

総
会

議
案

資
料

（
第

１
回

～
第

１
２

回
）

公
開

建
設

都
市

部
都

市
計

画
課

都
市

整
備

係

1
1
/
2
5

公
開

済

4
9

平
成

2
8
年

1
1
月

1
4
日

保
育

所
（
長

糸
及

び
神

在
）
の

民
間

委
託

の
経

過
が

わ
か

る
資

料
一

式
（
応

募
要

綱
、

法
人

の
概

要
、

会
議

録
、

申
請

書
類

、
決

定
書

等
）

・
応

募
要

項
・
申

請
書

類
（
法

人
概

要
）

・
議

事
録

・
移

管
先

決
定

伺
い

一
部

公
開

人
権

福
祉

部
子

ど
も

課
保

育
係

1
1
/
2
8

一
部

公
開

済

2
号

 個
人

に
関

す
る

情
報

5
号

 行
政

運
営

情
報

21



平
成
２
８
年
度
　
糸
島
市
情
報
公
開
請
求
一
覧

Ｎ
ｏ
．
9

番
号

受
理
年
月
日

請
求
の
内
容

公
文
書
の
件
名

決
定
内
容

所
管
課

　
　
　
　
備
考

5
0

平
成

2
8
年

1
1
月

1
4
日

・
JR

九
州

と
新

駅
建

設
促

進
会

及
び

糸
島

市
が

締
結

し
た

協
定

書
、

覚
書

の
写

し
・
筑

肥
線

新
駅

駅
舎

本
体

の
基

本
設

計
図

及
び

文
書

・
筑

肥
線

新
駅

駅
舎

本
体

の
国

へ
の

補
助

金
申

請
書

・
○

○
か

ら
市

へ
の

寄
付

金
の

目
録

・
そ

の
他

・
JR

九
州

と
新

駅
建

設
促

進
会

と
の

覚
書

、
確

認
書

、
協

定
書

・
筑

肥
線

新
駅

本
屋

新
築

基
本

設
計

報
告

書
・
平

成
２

８
年

度
社

会
資

本
整

備
総

合
交

付
金

交
付

申
請

書 ・
寄

付
目

録
書

（
○

○
）

・
筑

肥
線

新
駅

設
置

期
成

会
会

議
等

報
告

書
・
筑

肥
線

筑
前

前
原

駅
・
波

多
江

駅
間

の
新

駅
設

置
請

願
書 ・
筑

肥
線

新
駅

設
置

促
進

期
成

会
設

立
総

会
・
筑

肥
線

新
駅

設
置

促
進

期
成

会
第

４
回

定
期

総
会

議
案

書

一
部

公
開

企
画

部
企

画
秘

書
課

企
画

調
整

係

1
1
/
3
0

一
部

公
開

済

3
号

 法
人

に
関

す
る

情
報

4
号

 意
思

決
定

過
程

情
報

7
号

 生
命

等
保

護
情

報

5
1

平
成

2
8
年

1
1
月

1
6
日

糸
島

市
健

康
ふ

れ
あ

い
施

設
二

丈
温

泉
き

ら
ら

の
湯

に
お

け
る

・
事

業
費

の
状

況
が

わ
か

る
も

の
・
財

産
目

録
及

び
備

品
台

帳

・
財

産
台

帳
（
土

地
、

建
物

）
・
備

品
管

理
台

帳

公
開

健
康

増
進

部
健

康
づ

く
り

課
母

子
保

健
係

1
1
/
2
8

公
開

済

5
2

平
成

2
8
年

1
1
月

2
1
日

糸
島

市
運

動
公

園
等

整
備

計
画

（
案

）
の

施
設

利
用

団
体

等
説

明
会

議
事

録
（
前

原
･二

丈
・
志

摩
）

施
設

利
用

団
体

等
説

明
会

会
議

録
（
前

原
・
二

丈
・
志

摩
）

一
部

公
開

企
画

部
企

画
秘

書
課

企
画

調
整

係

1
2
/
6

一
部

公
開

済

4
号

 意
思

決
定

過
程

情
報

9
号

 議
員

個
人

に
関

す
る

情
報

5
3

平
成

2
8
年

1
1
月

1
1
日

①
糸

島
市

運
動

公
園

等
整

備
計

画
（
案

）
の

施
設

利
用

団
体

等
説

明
会

議
事

録
（
前

原
・
二

丈
・
志

摩
）

②
同

説
明

会
に

参
加

し
た

参
加

者
名

簿
の

写
し

①
施

設
利

用
団

体
等

説
明

会
議

事
録

（
前

原
・
二

丈
・
志

摩
）

②
文

書
不

存
在

非
公

開
企

画
部

企
画

秘
書

課
企

画
調

整
係

1
1
/
2
5

非
公

開
決

定
通

知
済

文
書

不
存

在

5
4

平
成

2
8
年

1
1
月

2
1
日

・
長

及
び

議
員

の
任

期
、

連
絡

先
表

示
の

名
簿

・
過

去
３

回
の

長
及

び
議

員
選

挙
立

候
補

届
出

書
（
各

候
補

者
の

得
票

集
計

表
を

含
む

）
・
空

き
家

対
策

特
別

措
置

法
に

基
づ

く
空

き
家

分
布

調
査

報
告

書
・
そ

の
他

・
平

成
2
8
年

度
1
0
月

末
現

在
公

有
地

調
査

報
告

書

・
立

候
補

者
の

告
示

文
書

・
小

学
校

区
空

き
家

数
・
公

有
地

調
査

報
告

書
・
課

税
調

査
報

告
書

・
議

員
の

公
務

上
の

出
席

日
数

一
部

公
開

総
務

部
総

務
課

庶
務

係

1
2
/
5

一
部

公
開

済

一
部

文
書

不
存

在

2
号

 個
人

に
関

す
る

情
報
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平
成
２
８
年
度
　
糸
島
市
情
報
公
開
請
求
一
覧

Ｎ
ｏ
．
1
0

番
号

受
理
年
月
日

請
求
の
内
容

公
文
書
の
件
名

決
定
内
容

所
管
課

　
　
　
　
備
考

5
5

平
成

2
8
年

1
1
月

2
1
日

糸
島

市
運

動
公

園
整

備
検

討
委

員
会

議
事

録
（
第

1
回

か
ら

第
4
回

）
糸

島
市

運
動

公
園

等
整

備
検

討
委

員
会

議
事

録
（
第

１
回

～
第

４
回

）

一
部

公
開

企
画

部
企

画
秘

書
課

企
画

調
整

係

1
1
/
2
9

一
部

公
開

済

4
号

 意
思

決
定

過
程

情
報

5
6

平
成

2
8
年

1
1
月

2
5
日

糸
島

市
三

地
区

（
前

原
、

二
丈

、
志

摩
）
に

お
け

る
、

小
学

校
及

び
中

学
校

の
学

校
給

食
に

お
い

て
の

地
産

地
消

率
平

成
２

７
年

度
糸

島
市

産
使

用
量

調
査

公
開

教
育

部
学

校
教

育
課

学
校

教
育

係

1
2
/
2

公
開

済

5
7

平
成

2
8
年

1
1
月

2
8
日

1
1
月

7
.8

.9
日

に
開

催
さ

れ
た

運
動

公
園

に
つ

い
て

の
利

用
者

団
体

代
表

に
対

す
る

説
明

会
の

議
事

録
施

設
利

用
団

体
等

説
明

会
議

事
録

（
前

原
・
二

丈
・
志

摩
）

一
部

公
開

企
画

部
企

画
秘

書
課

企
画

調
整

係

1
2
/
6

一
部

公
開

済

4
号

 意
思

決
定

過
程

情
報

9
号

 議
員

個
人

に
関

す
る

情
報

5
8

平
成

2
8
年

1
2
月

2
日

・
予

定
建

築
物

等
以

外
の

建
築

等
許

可
申

請
書

（
H

2
8
.7

.1
1
分

一
式

　
○

○
分

）
・
地

区
計

画
の

区
域

内
に

お
け

る
行

為
の

届
出

書
（
H

2
8
.7

.1
1
分

一
式

　
○

○
分

）

・
予

定
建

築
物

等
以

外
の

建
築

等
許

可
申

請
書

・
地

区
計

画
の

区
域

内
に

お
け

る
行

為
の

届
出

書

一
部

公
開

建
設

都
市

部
都

市
計

画
課

建
築

開
発

係

1
2
/
9

一
部

公
開

済

2
号

 個
人

に
関

す
る

情
報

3
号

 法
人

に
関

す
る

情
報

5
9

平
成

2
8
年

1
2
月

2
日

糸
島

市
健

康
ふ

れ
あ

い
施

設
二

丈
温

泉
き

ら
ら

の
湯

に
関

す
る

文
書

一
切

。
以

下
の

決
定

書
・
糸

島
市

行
財

政
健

全
化

計
画

取
組

シ
ー

ト
の

提
出

に
つ

い
て

・
第

２
次

糸
島

市
行

政
改

革
大

綱
等

に
つ

い
て

・
糸

島
市

健
康

ふ
れ

あ
い

施
設

二
丈

温
泉

き
ら

ら
の

湯
移

譲
先

募
集

実
施

要
綱

等
に

つ
い

て

公
開

健
康

増
進

部
健

康
づ

く
り

課
母

子
保

健
係

1
2
/
1
6

公
開

済

6
0

平
成

2
8
年

1
2
月

6
日

避
難

経
路

説
明

会
会

議
録

原
発

災
害

時
避

難
経

路
説

明
会

会
議

録

公
開

総
務

部
危

機
管

理
課

防
災

・
防

犯
係

1
2
/
1
2

公
開

済
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平
成
２
８
年
度
　
糸
島
市
情
報
公
開
請
求
一
覧

Ｎ
ｏ
．
1
1

番
号

受
理
年
月
日

請
求
の
内
容

公
文
書
の
件
名

決
定
内
容

所
管
課

　
　
　
　
備
考

6
1

平
成

2
8
年

1
2
月

2
0
日

新
駅

周
辺

整
備

に
か

か
る

地
権

者
等

協
議

の
記

録
会

議
等

報
告

書

一
部

公
開

建
設

都
市

部
都

市
計

画
課

計
画

係

1
/
1
6

一
部

公
開

済

2
号

 個
人

に
関

す
る

情
報

3
号

 法
人

に
関

す
る

情
報

4
号

 意
思

決
定

過
程

情
報

5
号

 行
政

運
営

情
報

6
2

平
成

2
9
年

1
月

1
8
日

糸
島

市
健

康
ふ

れ
あ

い
施

設
二

丈
温

泉
き

ら
ら

の
湯

の
民

間
へ

の
譲

渡
に

関
す

る
決

定
書

（
2
0
1
2
年

か
ら

2
0
1
7
年

1
月

）

決
定

書

一
部

公
開

健
康

増
進

部
健

康
づ

く
り

課
母

子
保

健
係

2
/
6

一
部

公
開

済

2
号

 個
人

に
関

す
る

情
報

6
3

平
成

2
9
年

1
月

2
5
日

運
動

公
園

整
備

検
討

委
員

会
の

第
5
回

、
第

6
回

の
会

議
の

議
事

録
・
第

５
回

糸
島

市
運

動
公

園
等

整
備

検
討

委
員

会
議

事
録 ・
第

６
回

糸
島

市
運

動
公

園
等

整
備

検
討

委
員

会
議

事
録

一
部

公
開

企
画

部
企

画
秘

書
課

企
画

調
整

係

2
/
3

一
部

公
開

済

4
号

 意
思

決
定

過
程

情
報

6
4

平
成

2
9
年

1
月

3
0
日

南
風

台
6
丁

目
4
1
番

他
に

お
け

る
○

○
に

お
け

る
証

明
願

い
に

つ
い

て
の

証
明

通
知

証
明

通
知

一
部

公
開

建
設

都
市

部
都

市
計

画
課

建
築

開
発

係

2
/
6

一
部

公
開

済

3
号

 法
人

に
関

す
る

情
報

6
5

平
成

2
9
年

1
月

2
7
日

社
会

福
祉

法
人

○
○

に
て

運
営

し
て

い
る

介
護

事
業

所
に

お
け

る
平

成
2
5
年

１
月

１
日

か
ら

平
成

2
9
年

１
月

2
6
日

ま
で

に
提

出
さ

れ
た

介
護

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
事

故
報

告
書

介
護

サ
ー

ビ
ス

に
係

る
事

故
報

告
書

一
部

公
開

健
康

増
進

部
介

護
・
高

齢
者

支
援

課 介
護

給
付

係

2
/
9

一
部

公
開

済

2
号

 個
人

に
関

す
る

情
報

6
6

平
成

2
9
年

2
月

3
日

糸
島

市
健

康
ふ

れ
あ

い
施

設
二

丈
温

泉
き

ら
ら

の
湯

に
か

か
る

土
地

賃
貸

借
契

約
書

の
当

初
契

約
書

土
地

賃
貸

借
契

約
書

一
部

公
開

健
康

増
進

部
健

康
づ

く
り

課
母

子
保

健
係

2
/
9

一
部

公
開

済

2
号

 個
人

に
関

す
る

情
報

6
7

平
成

2
9
年

2
月

1
6
日

旧
深

江
公

民
館

用
地

の
土

地
賃

貸
借

契
約

書
及

び
覚

書
・
土

地
賃

貸
借

契
約

書
・
土

地
賃

貸
借

に
関

す
る

覚
書

一
部

公
開

教
育

部
生

涯
学

習
課

公
民

館
係

2
/
2
1

一
部

公
開

済

3
号

 法
人

に
関

す
る

情
報
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平
成
２
８
年
度
　
糸
島
市
情
報
公
開
請
求
一
覧

Ｎ
ｏ
．
1
2

番
号

受
理
年
月
日

請
求
の
内
容

公
文
書
の
件
名

決
定
内
容

所
管
課

　
　
　
　
備
考

6
8

平
成

2
9
年

2
月

1
6
日

各
局

に
お

い
て

契
約

し
た

平
成

２
８

年
度

分
の

損
害

保
険

証
券

の
写

し
（
保

険
料

金
等

の
記

載
が

あ
る

面
の

み
）

・
日

本
水

道
協

会
情

報
漏

え
い

賠
償

責
任

保
険

加
入

者
証 ・
賠

償
責

任
保

険
証

券
・
傷

害
保

険
証

券
　

他
・
一

部
文

書
不

存
在

一
部

公
開

総
務

部
管

財
契

約
課

管
財

係

3
/
3

一
部

公
開

済

一
部

文
書

不
存

在

3
号

 法
人

に
関

す
る

情
報

6
9

平
成

2
9
年

2
月

1
7
日

平
成

2
6
・
2
7
・
2
8
年

の
自

動
車

税
、

国
保

税
、

住
民

税
（
申

告
書

を
含

む
）
の

納
付

書
送

付
枚

数
。

そ
の

内
、

受
取

人
転

居
先

不
明

（
類

す
る

理
由

を
含

む
）
で

返
却

さ
れ

た
、

各
別

枚
数

並
び

に
各

納
付

書
の

公
示

送
達

枚
数

（
公

示
送

達
を

求
め

ず
、

受
取

ら
れ

た
枚

数
を

含
む

）

・
納

税
通

知
書

送
付

に
つ

い
て

の
決

定
書

・
納

税
通

知
書

未
着

分
の

公
示

送
達

に
つ

い
て

の
決

定
書 ・
申

告
書

の
郵

送
発

送
カ

ー
ド

　
他

・
一

部
文

書
不

存
在

一
部

公
開

市
民

部
税

務
課

市
民

税
係

3
/
2

一
部

公
開

済

一
部

文
書

不
存

在

2
号

 個
人

に
関

す
る

情
報

7
0

平
成

2
9
年

3
月

7
日

・
糸

島
市

が
交

付
し

た
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
受

給
者

証
を

利
用

し
て

の
就

労
継

続
支

援
A

型
事

業
所

（
市

内
及

び
市

外
）
に

対
す

る
補

助
要

綱
の

開
示

を
求

め
ま

す
。

・
条

例
ま

た
は

内
規

等
に

よ
る

文
書

記
録

（
組

織
的

に
活

用
す

る
文

書
）
と

し
て

残
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

と
さ

れ
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

の
開

示
を

求
め

ま
す

。

文
書

不
存

在

非
公

開
人

権
福

祉
部

福
祉

支
援

課
障

害
者

支
援

係

3
/
1
6

非
公

開
決

定
通

知
済

文
書

不
存

在

7
1

平
成

2
9
年

3
月

2
7
日

社
会

福
祉

法
人

○
○

の
会

設
立

の
許

認
可

の
書

類
（
申

請
書

及
び

許
可

書
）

設
立

の
許

認
可

の
書

類
（
申

請
書

、
許

可
書

）

一
部

公
開

人
権

福
祉

部
福

祉
保

護
課

福
祉

総
務

係

4
/
1
8

一
部

公
開

済

2
号

 個
人

に
関

す
る

情
報

7
2

平
成

2
9
年

3
月

2
3
日

市
内

各
小

･中
学

校
が

Ｈ
2
6
～

Ｈ
2
8
年

度
に

入
札

や
随

契
に

て
納

入
さ

れ
た

以
下

製
品

に
つ

い
て

商
品

名
（
品

番
等

）
、

納
入

価
格

、
納

入
業

者
名

、
見

積
参

加
業

者
名

、
同

等
品

の
可

否
・
体

育
の

授
業

で
使

用
す

る
マ

ッ
ト

・
運

動
会

等
で

使
用

す
る

テ
ン

ト

支
出

命
令

書
　

６
件

一
部

公
開

教
育

部
学

校
教

育
課

学
校

教
育

係

4
/
5

一
部

公
開

済

2
号

 個
人

に
関

す
る

情
報

3
号

 法
人

に
関

す
る

情
報
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平
成
２
８
年
度
　
糸
島
市
情
報
任
意
的
公
開
申
出
一
覧

Ｎ
ｏ
．
1

番
号

受
理
年
月
日

申
出
の
内
容

公
文
書
の
件
名

決
定
内
容

所
管
課

　
　
　
　
備
考

1
平

成
2
8
年

6
月

3
日

ク
リ

ー
ン

セ
ン

タ
ー

Ｈ
１

２
．

４
．

１
完

成
で

、
建

設
費

、
入

札
で

随
意

契
約

（
契

約
書

）
の

時
の

書
類

と
、

決
算

書
、

補
修

費
、

点
検

費
、

毎
年

の
費

用
、

随
意

契
約

と
入

札
の

分
か

る
書

類
、

毎
年

分
（
直

近
５

年
）

工
事

請
負

契
約

書

一
部

公
開

市
民

部
生

活
環

境
課

環
境

施
設

係

6
/
9

一
部

公
開

済

3
号

 法
人

に
関

す
る

情
報

2
平

成
2
8
年

6
月

2
2
日

有
田

5
4
5
-
1
他

の
開

発
行

為
の

許
可

通
知

書
、

工
事

完
了

届
出

書
、

確
定

測
量

図
、

完
成

図
、

字
図

（
5
8
建

開
第

1
3
3
号

）
5
8
年

7
月

1
3
日

分

・
許

可
通

知
書

・
工

事
完

了
届

出
書

・
確

定
測

量
図

・
完

成
図

・
字

図
一

部
公

開
建

設
都

市
部

都
市

計
画

課
建

築
開

発
係

6
/
2
8

一
部

公
開

済

2
号

 個
人

に
関

す
る

情
報

3
平

成
2
8
年

7
月

1
5
日

前
原

駅
南

二
丁

目
７

０
０

－
１

他
の

住
宅

地
造

成
事

業
の

工
事

完
了

届
書

、
字

図
、

平
面

図
、

検
査

済
証

、
完

了
公

告
の

通
知

、
告

示
（
福

岡
県

告
示

第
４

２
７

号
）

・
工

事
完

了
届

書
・
字

図
・
平

面
図

・
検

査
済

証
・
完

了
公

告
の

通
知

・
告

示
（
福

岡
県

告
示

第
４

２
７

号
）

一
部

公
開

建
設

都
市

部
都

市
計

画
課

建
築

開
発

係

7
/
2
7

一
部

公
開

済

2
号

 個
人

に
関

す
る

情
報

4
平

成
2
8
年

1
0
月

2
1
日

平
成

7
年

1
月

2
5
日

付
け

の
前

原
市

長
、

荻
浦

土
地

区
画

整
理

組
合

、
JR

九
州

（
株

）
の

協
定

書
及

び
図

面
美

咲
が

丘
駅

（
仮

称
）
新

設
工

事
尾

及
び

そ
れ

に
伴

う
調

査
･設

計
に

つ
い

て
の

協
定

書

一
部

公
開

建
設

都
市

部
都

市
計

画
課

計
画

係

1
0
/
2
8

一
部

公
開

済

3
号

 法
人

に
関

す
る

情
報
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個人情報保護制度運用状況 



 



Ⅰ 糸島市個人情報保護制度のあらまし 

 

１ 個人情報保護の意義及び目的 

 

情報処理及び情報通信の技術的革新並びにコンピュータやインターネットなどの普

及に伴い、行政機関や民間団体における市民の個人情報の迅速な大量処理や伝達が可

能となったことから、多様な市民ニーズに応じた事業展開の効率性、市民生活の利便

性が向上しています。 

しかし、その反面、収集された個人情報が管理の不備により大量に漏えいしたり、

本人の知らないうちに加工され本来の目的以外に利用されたり、不完全な情報が流通

するなど、社会生活上の権利や利益が侵害されるなどの問題が生じています。 

また、プライバシーに対する考え方も、従来の「ひとりにしておいてもらう」とい

った消極的､受動的な観念から、「自分の情報の流れをコントロールする権利（自己情

報コントロール権）」といった積極的、能動的な要素を含むものへと展開しており、情

報の収集、保管、利用という情報の処理過程に着目し、権利の侵害を未然に防止しよ

うという考え方が一般的となっています。 

個人情報保護制度は、このような新しいプライバシーに対する考え方に対応するた

め、個人情報の適正な収集、保管、利用を図るとともに、本人の個人情報の開示、訂

正、削除等を請求する権利を保障する制度です。 

本市では、合併に伴い、平成 22年 1月 1日に糸島市個人情報保護条例を施行しまし

た。 

 

なお、本市の個人情報保護は、次の基本原則に従って制度化しています。 

(1) 必要最小限及び適正収集の原則 

個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために、必要最小限の

範囲内で、適正かつ公正な手段によって行わなければなりません。 

(2) 本人直接収集の原則 

個人情報を収集するときは、収集の目的を明らかにして、本人から直接収集し

なければなりません。 

(3) 適正な維持管理の原則 

個人情報の保管等をするときは、個人情報の正確性及び安全性を確保するため、

個人情報は、正確かつ最新のものに保ち、また、漏えい、紛失、滅失、改ざん、

き損その他の事故を防止し、記録の保管が必要でなくなったときは、確実かつ速

やかに廃棄し、又は消去することによって、適正な維持管理を行わなければなり

ません。 
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(4) 適正利用の原則 

収集した個人情報を業務の目的に即して、適正に利用し、当該業務の目的の範

囲を超える利用又は当該業務の目的の範囲を超える市の機関以外のものへの提供

をしてはなりません。 

 

個人情報の保管等にあたっては、市民のみなさんの個人情報に係る基本的人権の

侵害を防止する措置を講じるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に取

組んでいきます。 

 

 

２ 個人情報保護条例の主な内容 

 

(1) 実施機関 

個人情報保護制度を実施する機関は、次のとおりです。 

市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、

固定資産評価審査委員会、公営企業管理者の権限を行う市長及び消防長 

(2) 個人情報の範囲 

個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの（法

人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員

に関する情報を除く。）であり、文書、図画、写真、電子計算機処理文書、フィル

ム、磁気、光学等の記憶媒体その他これらに類する媒体に記録されるもの又は記

録されたものを対象とします。 

(3) 収集に関する制限 

個人情報の収集に関する制限は、次のとおりです。 

ア 収集の目的を明確にし、当該目的達成に必要な範囲内で収集する。 

イ 適法かつ公正な手段で収集する。 

ウ 原則として、本人から収集する。 

エ 思想、信条等に関する情報は、原則として収集しない。 

(4) 個人情報取扱事務の届出 

実施機関は、個人情報の保管等に係る業務を新たに開始しようとするときは、

あらかじめ、一定の事項を個人情報業務登録簿に登録しなければなりません。 

また、登録に係る業務を廃止し、又は変更するときは、当該登録を抹消し、又

は修正しなければなりません。 

業務の登録、廃止又は変更は、毎年１回規則で定めるところにより一般に公表

します。 
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(5) 目的外利用又は外部提供の原則禁止 

実施機関は、糸島市個人情報保護条例第９条の規定により登録された業務に係

る個人情報について、当該業務の目的の範囲を超える利用又は当該業務の目的の

範囲を超える市の機関以外のものへの提供をしてはなりません。 

(6) 適正な維持管理に関する措置 

実施機関は、個人情報の保管等をするときは、個人情報の正確性及び安全性を

確保するため、個人情報は、正確かつ最新のものに保ち、また、漏えい、紛失、

滅失、改ざん、き損その他の事故を防止し、記録の保管が必要でなくなったとき

は、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去することによって、適正な維持管理を行

います。 

(7) 開示の請求 

誰でも、実施機関が保管等をしている自分に関する個人情報の内容を知ること

ができるよう、実施機関に対する開示請求権を保障しています。 

なお、開示しないことができる個人情報を限定的に定めています。 

(8) 訂正、削除、目的外利用等の中止又利用停止の請求 

自分に関する個人情報について、事実の記載に誤りがある場合は、訂正の請求

権を保障しています。 

また、個人情報の記録について、この条例の趣旨に反して個人情報の目的外利

用又は外部提供をしていると認めるときは、当該個人情報の目的外利用等の中止

を、この条例の趣旨に反して個人情報の保管等をしていると認めるときは、当該

個人情報の削除、利用停止等の請求をすることができます。 

(9) 手数料 

個人情報の開示等に係る手数料は、個人情報の写しの交付をする場合を除き、

無料です。ただし、写しの交付又は写しの送付による交付に要する費用について

は、実費を負担していただきます。 

(10) 個人情報保護審議会 

個人情報保護制度の適正な運営を図るため必要な事項について、調査、審議を

行います。審議会は、有識者や市民代表の 10名以内で構成された第三者機関です。 

(11) 個人情報保護審査会 

請求者から開示等の請求に対する決定について審査請求があった場合、実施機

関からの諮問に応じ、公平な立場から当該決定についての審査を行います。審査

会は、有識者や市民代表の 5名で構成された第三者機関です。 

(12) 適用除外 

国の法令等で個人情報の保護措置が講じられているものや、図書館等において

広く一般に市民の利用に供することを目的としている情報については個人情報保
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護条例を適用しないこととしています。具体的には、次のとおりです。 

ア 統計法及び統計報告調整法に係る個人情報 

イ 図書館等において、市民の利用に供することを目的として収集し、整理し、 

及び保存している図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報 

(13) 運用状況の公表 

市長は、毎年１回、条例の運用状況について、規則で定めるところにより一般

に公表します。 

(14) 出資法人等の義務 

市が出資する法人で規則で定めるものは、個人情報の適正な取扱いに関し、必

要な範囲内で実施機関に準じた措置を講じるものとします。 

(15) 罰則 

   実施機関の職員等が正当な理由がないのに、電子計算機を用いて特定の個人情

報を検索できるよう一定の基準に基づき個人情報が集められたものを提供したと

きや不正な利益を図る目的で個人情報を提供又は盗用したとき、実施機関の職員

が職権を濫用して個人の秘密事項が記録された文書等を収集したときなどは罰則

が科せられます。 

 

 

３ 現行条例の適用を受けない個人情報の開示等請求 

 

本人の個人情報の開示・訂正・削除の請求については、個人情報保護条例第 17

条に基づき運用していますが、現行の個人情報保護条例が適用されるのは、下記の

日付以降に収集した個人情報になります。 

 旧前原市が保有していた個人情報：平成 11年 4月 1日 

 旧二丈町が保有していた個人情報：なし（全ての文書について現行条例適用） 

 旧志摩町が保有していた個人情報：平成 14年 4月 1日 

現行条例の適用を受けない個人情報（上記の日付より前に収集した情報）につい

て開示等の申出があった場合は、任意的個人情報開示等申出として、これに応じる

よう努めるものとします。 
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Ⅱ
 
個
人
情
報
保
護
制
度
の
事
務
の
流
れ

 

１
 
開
示
（
閲
覧
・
視
聴
・
写
し
の
交
付
）・

訂
正
・
削
除
・
目
的
外
利
用
等
の
中
止
・
利
用
停
止
の
請
求

 

  本 人  

   

  実 施 機 関 （ 所 管 課 ）  

 

総 務 課      備   考  

 

 

・
個
人
情
報
開
示
等
請
求
書

 

・
個
人
情
報
任
意
的
開
示
申
出
書

 

(
1
)
 個

人
情
報
業
務
登
録
票
そ
の
他
記
録
票
等
に
よ
り
個
人
情
報
を
特
定
す
る
。

 

(
2
)
 請

求
書
を
受
け
付
け
る
場
合
は
、
次
の
こ
と
に
注
意
を
す
る
こ
と
。

 

 
①
 
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
、
旅
券
又
は
官
公
庁
発
行
の
身
分
証
明
書
等

 

（
写
真
に
浮
き
出
し
プ
レ
ス
に
よ
る
認
印
の
あ
る
も
の
）
で
本
人
の
確
認
を
行
う
。
 

 
②
 
代
理
人
の
場
合
は
、
代
理
権
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。

 

(
3
)
 開

示
･不

開
示
等
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
総
務
課
と
協
議
す
る
こ
と
。

 

(
4
)
 請

求
書
を
受
理
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

1
4
日
以
内
に
可
否
の
決
定
を
行

う
こ
と
。
た
だ
し
、
期
間
内
に
決
定
で
き
な
い
と
き
は
、
30

日
ま
で
に
行
う
こ
と
。 

(
5
)
 開

示
す
る
場
合
は
、

(
2)
に
よ
り
本
人
確
認
を
再
度
行
う
こ
と
。

 

(
6
)
 個

人
情
報
の
写
し
の
交
付
を
受
け
る
場
合
は
、
費
用
を
徴
収
す
る
。

 

(
7
)
 
訂
正
・
削
除
・
目
的
外
利
用
等
の
中
止
・
利
用
停
止
を
し
た
場
合
は
、
情
報
の

利
用
課
及
び
提
供
先
へ
通
知
す
る
こ
と
。

 

自
己
情
報
の
開
示
（
閲
覧
・
視
聴
・
写
し

の
交
付
）・

訂
正
・
削
除
・
目
的
外
利
用
等

の
中
止
・
利
用
停
止
の
請
求

 

可
否
決
定

 

延
長
通
知

 

閲
覧
・
視
聴
・
写
し
の
交
付
・
訂
正
・

削
除
・
目
的
外
利
用
等
の
中
止
・
利
用

停
止
可
否
決
定
通
知

 

相
談
・
案
内

 

(1
) 

情
報
の
特
定
 

(2
) 

請
求
書
の
受
付
 

(3
) 

協
議
 

請
求
書
の
受
理

 

通
知
書
の
副
本

 

(
5
)
 開

示
 

(
6
)
 実

費
 

 
の
徴
収
 

(4
) 

閲
覧
・
視
聴
・
写
し
の
交
付
・
 

  
 訂

正
・
削
除
・
目
的
外
利
用
等
の
中

止
・
利
用
停
止
の
決
定
 

訂
正
・
削
除
・
目
的
外
利

用
等
の
中
止
・
利
用
停
止

 

(
7
)通

 
知
 

(
7
)通

 
知
 

・
個
人
情
報
開
示
等
可
否

決
定
期
間
延
長
通
知
書

 

・
個
人
情
報
開
示
可
否
決
定
通
知
書

 

・
個
人
情
報
訂
正
・
削
除
・
目
的
外
利
用
等

の
中
止
・
利
用
停
止
の
可
否
決
定
通
知
書

 

・
個
人
情
報
任
意
的
開
示
回
答
書

 

提
供
先
へ

 

利
用
課
へ
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２
 
業
務
を
開
始
・
廃
止
・
変
更
す
る
場
合

 

  所 管 課  実 施 機 関  

 

総 務 課  

 

保 護 審 議 会

個 人 情 報      

 

    備   考  

 

 

個
人
情
報
の
収
集
を
開
始
・

 

変
更
を
す
る
と
き

 

業
務
・
収
集
の
開
始

 

◆
登
録
業
務
を
廃
止
す
る
場
合

 

◇
個
人
情
報
業
務
（
登
録
・
廃
止
・
変
更
）
届
出
書

 

届
出
書
等
の
提
出

 

(3
)登

録
・
修
正
内
容
の
チ
ェ
ッ
ク

 

協
 
議

 
報
告
書

作
 
成

 

(
4
)報

 
告
 

(1
)届

出
書
の
作
成
 

(2
)登

録
票
等
の
作
成
・
修
正
 

(
1
)
 届

出
書
に
は
、
次
の
も
の
を
添
付
す
る
こ
と
。

 

 
①
 
開
始
の
場
合
は
、
登
録
票

 

 
②
 
変
更
の
場
合
は
、
登
録
票
及
び
変
更
内
容
が
分
か
る
資
料

 

 
③
 
廃
止
の
場
合
は
、
当
該
登
録
票

 

(
2
)
 登

録
事
項
は
、
次
の
事
項
と
す
る
。

 

 
①
 
業
務
の
名
称

 
 
②

 業
務
の
目
的

 
 
③

 個
人
情
報
の
記
録
項
目

 

 
④
 
個
人
情
報
の
対
象
者

 
 
⑤
 
個
人
情
報
の
記
録
の
保
護
管
理
責
任
者

 

 
⑥

 
収
集
の
方
法

 
 
 
 
 ⑦

 
文
書
の
保
存
期
間

 
 
 
 
 ⑧

 
文
書
の
記
録
形
態

 
 
 

⑨
 業

務
の
開
始
期
日

 
 
⑩

 個
人
情
報
の
処
理
形
態

 
 ⑪

 主
な
公
文
書
の
名
称

 
 

⑫
 利

用
の
方
法

 
 

 
  
⑬

 そ
の
他

 

(
3
)
 新

た
な
登
録
、
変
更
の
場
合
に
お
い
て
、
総
務
課
は
登
録
・
修
正
内
容
の
チ
ェ
ッ

ク
を
行
う
。
 

(
4
)
 実

施
機
関
は
、
業
務
を
開
始
・
廃
止
・
変
更
し
た
と
き
は
、
直
近
の
審
議
会
に
報

 

 
告
す
る
こ
と
。

 

届
出
書

 

の
提
出

 

登
録

票
（

原

本
）
保
管

 

登
録
の
抹
消

 
届
出
書
の
作
成

作
成

 

◆
業
務
を
開
始
・
変
更
す
る
場
合

 

 

・
個
人
情
報
業
務
登
録
票

 
・
個
人
情
報
業
務
（
登
録
・

廃
止
・
変
更
）
届
出
書

 
〔
業
務
を
廃
止
す
る
日
〕
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３
 
目
的
外
利
用

 

本 人  

 

 実 施 機 関  

 利 用 課  

 

  実 施 機 関  

  保 有 課  

 

総 務 課  

 

保 護 審 議 会  

個 人 情 報      

 

   備   考  

 

 

同
 
意

 
(
4
)通

 
知
 

目
的
外
利
用
の
依
頼

 

目
的
外
利
用
の
可
否
検
討

 

諮
 
問

 答
申
書

 

送
 
付

 

送
 
付

 

目
的
外
利
用
の

可
否

の
決

定
 

目
的
外
利
用

 

決
定

通
知

 

・
承
認
さ
れ
利
用
す
る
場
合

 

◆
目
的
外
利
用
記
録
票

 

(1
）
 

(2
）
 

(1
）
 

(2
）
 

個
人
情
報
（
目
的
外
利
用
・

外
部
提
供
）
本
人
通
知
書

 

(1
) 
新
た
に
目
的
外
利
用
す
る
場
合
は
、
総
務
課
と
関
係
課
等
で
協
議
す
る
。

 

(2
) 
本
人
の
同
意
を
得
な
い
で
目
的
外
利
用
で
き
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。
④
を
除
き
、
審
議
会
に
報
告
の
こ
と
。
 

 
①
目
的
外
利
用
に
つ
い
て
法
令
又
は
条
例
に
定
め
が
あ
る
と
き
。
 

 
②
人
の
生
命
若
し
く
は
身
体
の
安
全
又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
緊
急
か
つ
や
む

を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
。

 

 
③
会
計
又
は
業
務
監
査
の
た
め
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

 
④

 
①
②
③
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
あ
ら
か
じ
め
実
施
機
関
が
審
議
会
の
意
見
を
聴
い

て
、
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
。

 

(3
) 
審
議
会
諮
問
の
判
断
は
、
(
2
)の

協
議
で
決
定
す
る
。
 

(4
) 

(2
)
の
②
③
④
の
場
合
、
本
人
へ
の
通
知
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
審
議
会
が

不
必
要
と
判
断
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

(5
) 
記
録
票
は
、
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
で
閲
覧
に
供
す
る
。
 

協
 
議

 
(
5
)
送
 
付
 

(3
）
 

33



４
 
外
部
提
供

 

 本 人  

 

外 部  

 

実 施 機 関  

保 有 課  

 

総 務 課  

 

保 護 審 議 会  

個 人 情 報      

 

   備   考  

 

 

同
 
意

 
(
4
)通

 
知
 

 

外
部
提
供
記
録
票

(案
)の

作
成

 

諮
 
問

 答
申
書

 

外
部
提
供
の

 

可
否
の
決
定

 

外
部
提
供
す
る
場
合
外
部

提
供
記
録
票
の
作
成

 
個
人
情
報
（
目
的
外
利
用
・

外
部
提
供
）
本
人
通
知
書

 

(1
) 
新
た
に
外
部
提
供
す
る
場
合
は
、
総
務
課
と
保
有
課
で
協
議
す
る
。
 

(2
) 
本
人
の
同
意
を
得
な
い
で
外
部
提
供
で
き
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。
④
を
除
き
、
審
議
会
に
報
告
の
こ
と
。
 

 
  
①
外
部
提
供
に
つ
い
て
法
令
又
は
条
例
に
定
め
が
あ
る
と
き
。
 

 
 
 
②
人
の
生
命
若
し
く
は
身
体
の
安
全
又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
緊
急
か
つ

や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
。

 

 
  
③
会
計
又
は
業
務
監
査
の
た
め
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。
 

 
④

 
①
②
③
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
あ
ら
か
じ
め
実
施
機
関
が
審
議
会
の
意
見
を
聴
い

て
、
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
。

 

(3
) 
審
議
会
諮
問
の
判
断
は
、
(
2
)の

協
議
で
決
定
す
る
。
 

(4
) 

(2
)
の
②
③
④
の
場
合
、
本
人
へ
の
通
知
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
審
議
会
が

不
必
要
と
判
断
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

(5
) 
記
録
票
は
、
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
で
閲
覧
に
供
す
る
。
 

外
部
提
供
の
依
頼

 
外
部
提
供

 

個
人
情
報
外
部
提
供
通
知
書

 

(
4
)報

 
告
 

外
部
提
供
の
根
拠
、
項
目
等
の
チ
ェ
ッ
ク

 

(1
）
 

(2
）
 

(3
）
 

(
5)
送
 
付
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５
 
審
査
請
求

 

審 査 請 求 人  

  

（ 処 分 庁 ）  

所 管 課  

 

（ 審 査 庁 ）  

総 務 課  

 

審 査 会  

個 人 情 報 保 護  

 

備 考
 

(1
) 
審
査
請
求
は
、
総
務
課
で
受
付
す
る
も
の
と
す
る
（
実
施
機
関
が
市
長
又
は
消
防
長
の
場
合
に
限
る
。）
。
 

(2
) 
総
務
課
は
、
所
管
課
か
ら
弁
明
書
が
提
出
さ
れ
た
ら
、
弁
明
書
の
写
し
を
添
え
て
個
人
情
報
保
護
審
査
会
に
諮
問
し
、
そ
の
答
申
を
尊
重
し
、
審
査
請
求
に
対
す
る

裁
決
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(3
) 
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
ま
で
の
期
間
は
、
原
則
と
し
て

60
日
で
あ
る
。

 

 

（
認
容
・
一
部
認
容
裁
決
の
場
合
）

 

審
査
会
の
開
催
・
審
査

 

弁
明
書
の

 

収
受

 

個
人

情
報

保
護

審
査

会
へ

の
審

査
要
請
（
諮
問
）

 

 

審
査
請
求
書

写
し
の
送
付

（
写
し
）
異

議
申
立
書
収

受
（
写
し
）

 

審
査
会
報
告
書
（
答
申
）

 

裁
決

書
謄

本

の
受

領
 

審
査

請
求

 

訴
訟

 

審
査

請
求

書
 

受
付

 

 

審
査
請
求
書
写

し
の

収
受

・
 

弁
明
書
の
提
出

 

(1
）
 

(2
）
 

(
3）

 

弁
明
書
の

 

送
付

 

審
査
請
求
に

対
す
る
裁
決

 

反
論
書
の

収
受

 

送
付

 

審
査

会
報

告
書

（
答
申
）
の
受
付

 

裁
決

書
謄

本
の

送
付

 

反
論
書
写

し
の
送
付

 

送
付

 

反
論

書
写

し

の
収

受
 

裁
決

書
謄

本

の
収

受
 

開
示
・
一
部
開
示

 

 

弁
明

書
の

受
領

・
 

反
論

書
の

提
出
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Ⅲ 利用状況 

 

平成 28年度の利用状況は、開示の請求が 25件あり、その処理状況は、開示 6件、一部

開示 15件、不開示 4件でした。（表 1） 

なお、訂正、削除等の請求はありませんでした。 

 

表 1：平成 28年度の利用状況 

 

 

表 1中、不開示又は一部開示となった事例の理由（糸島市個人情報保護条例第 17条第 5

項各号）別内訳は、次のとおりです。（表 2） 

 

表 2：不開示又は一部開示となった事例の理由 

不 開 示 理 由 平成 28年度 主な内容 

第 1号 （法令秘情報） 14 第三者の氏名、法人の印影等 

第 2号 （評価、判定情報） 0  

第 3号 （行政運営情報） 2 税務調査に関する情報 

第 4号 （生命等保護情報） 1 職員の氏名（名のみ） 

第 5号 （公益上必要のある情報） 0  

文書不存在又は一部不存在 4  

合 計 21  

 

 

平成 23年度からの開示請求件数及び開示申出件数は、次のとおりです。（表 3） 

 

表 3：年度ごとの開示請求件数及び開示申出件数 

 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

開示請求 22 20 29 28 22 22 

開示申出 0 5 5 0 2 3 

合計 22 25 34 28 24 25 

 

年度 請求等 
請求の 

区分 

請求 

件数 

処理状況 

開示 
一部 

開示 
不開示 取下げ 

適用 

除外 

平成 28年度 
請求 開示 22 4 14 4 0 0 

申出 開示 3 2 1 0 0 0 

合 計 25 6 15 4 0 0 
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Ⅳ 審査請求 

 

請求者は、実施機関の決定について不服があるときは、行政不服審査法の規定に基づ

き実施機関に対して審査請求をすることができます。この審査請求は、決定があったこ

とを知った日の翌日から起算して３月以内にしなければなりません。 

また、実施機関が決定期限までに決定をしなかったときも審査請求ができます。 

なお、平成28年度の審査請求の状況は、次のとおりです。 

 

表 1：平成 28年度の審査請求状況 

№ 実施機関 
審査請求 

年月日 
諮問年月日 答申年月日 裁決年月日 裁決 

28-1 糸島市長 H29.1.30 H29.3.9 H29.3.29 （継続中） （継続中） 
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Ⅴ　個人情報業務登録状況

（H29.3.31現在）

目的外利用を
行う業務件数

外部提供を
行う業務件数

総務課 3 20 6 6

財政課 1 4 2 0

管財契約課 2 8 0 0

危機管理課 2 13 3 0

小　計 8 45 11 6

企画秘書課 3 14 5 1

地域振興課 3 27 11 1

シティセールス課 2 4 0 0

小　計 8 45 16 2

市民課 4 9 0 5

税務課 3 6 5 4

収税課 2 4 2 2

生活環境課 4 17 6 4

小　計 13 36 13 15

国保年金課 3 7 6 6

健康づくり課 3 24 9 1

介護・高齢者支援課 3 48 23 6

小　計 9 79 38 13

福祉保護課 2 14 9 5

福祉支援課 3 42 35 4

子ども課 6 23 16 6

人権・男女共同
参画推進課

3 18 3 2

小　計 14 97 63 17

都市計画課 3 32 7 2

建設課 2 13 0 0

施設管理課 2 7 2 2

小　計 7 52 9 4

登録の担当数

総務部

企画部

市民部

業務件数

健康増進部

人権福祉部

建設都市部

部等名　 課　名
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目的外利用を
行う業務件数

外部提供を
行う業務件数

登録の担当数 業務件数部等名　 課　名

農業振興課 3 16 9 6

農林土木課 2 12 7 0

水産商工課 3 11 3 0

小　計 8 39 19 6

業務課 2 6 5 2

水道課 1 1 1 0

下水道課 3 15 10 2

小　計 6 22 16 4

議事課 1 7 2 0

小　計 1 7 2 0

監査事務局 1 7 0 2

小　計 1 7 0 2

会計課 1 4 0 2

小　計 1 4 0 2

農業委員会事務局 1 8 6 2

小　計 1 8 6 2

教育総務課 2 6 3 1

学校教育課 4 25 6 5

生涯学習課 3 14 1 0

文化課 3 16 3 0

小　計 12 61 13 6

消防総務課 2 4 0 0

予防課 2 10 1 1

警防課 4 21 8 6

警備課 1 8 1 3

小　計 9 43 10 10

98 545 216 89合　計

産業振興部

農業委員会

上下水道部

教育部

議会事務局

消防本部

会計管理者

監査委員
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Ⅵ 個人情報保護審議会及び審査会 

 

 １ 個人情報保護審議会委員名簿 

 

任期：平成28年1月１日～平成29年12月31日（50音順 敬称略） 

氏 名 職 名 等 備 考 

石橋 英之 弁護士 （再任） 

大城 悦徳 市民代表（公募）  

小原 清信 大学教授 会 長（再任） 

白石 久美子 市民代表 副会長（再任） 

仲西 優満 市民代表（公募）  

林 宗治 市民代表 （再任） 

古家 和子 市民代表 （再任） 

 

 

 ２ 個人情報保護審議会の開催状況 

 

回 開催年月日 主な内容 

第１回 28.7.1 

個人情報業務登録について 

個人情報の目的外利用について 

個人情報の外部提供について 

平成27年度の運用状況報告 

第２回 29.2.27 

個人情報業務登録について 

個人情報の目的外利用について 

個人情報の外部提供について 
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３ 個人情報保護審査会委員名簿 

 

任期：平成28年１月１日～平成29年12月31日（50音順 敬称略） 

氏 名 職 名 等 備 考 

池田 宏子 大学講師 （再任） 

井上 正義 弁護士 副会長（再任） 

林 種基 市民代表  

村上 英明 大学教授 会 長（再任） 

吉丸 とも子 市民代表  

 

 

４ 個人情報保護審査会の開催状況 

 

回 開催年月日 主な内容 

第１回 29.3.9 審査請求について 

第２回 29.3.29 審査請求について 
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個人情報保護制度運用状況 

資 料 



（資料）

１　個人情報業務（登録・廃止・変更）　

1 新規 28.8.1 福祉支援課
年金生活者等支援臨時福祉給付金（障害・
遺族基礎年金受給者向け）給付事務

2 新規 28.4.1 子ども課
子ども及びひとり親家庭等の医療費支給業
務

3 新規 28.7.1 都市計画課 都市計画基礎調査に関する事務

4 新規 28.7.1 警防課 通信指令台監視カメラ運用事務

5 新規 28.7.1 警防課 救急医療情報キットに関する業務

6 新規 28.7.1 警防課 消防団員等福祉共済事務

7 新規 28.3.1 介護・高齢者支援課 介護予防ケアマネジメント業務

8 新規 28.4.1 都市計画課 木造戸建て住宅耐震改修促進事業

9 新規 28.4.1 都市計画課 がけ地近接等危険住宅移転事業

10 新規 28.6.1 都市計画課 物件移転補償契約事務

11 新規 28.6.1 都市計画課
土地区画整理法第76条許可申請に関する事
務

12 新規 28.6.1 市民課 通知カード及び個人番号カード関連事務

13 新規 28.7.1 農林土木課 森林整備事務

14 新規 28.7.1 健康づくり課
糸島市健康ふれあい施設　二丈温泉きらら
の湯移譲先選定委員会運営業務

15 新規 28.4.1 監査事務局 行政不服審査会運営業務

16 新規 29.2.27 都市計画課 パーソントリップ調査に関する事務

17 新規 29.2.27 介護・高齢者支援課 認知症初期集中支援事業

18 新規 29.2.1 施設管理課
空き家の発生を抑制するための特例措置に
係る事務

19 新規 28.8.8 総務課 審査請求業務

20 新規 29.2.14 監査事務局 行政不服審査会審査業務

21 廃止 28.4.1 健康づくり課 トレーニング指導業務 業務が終了したため

22 廃止 28.4.1 健康づくり課 個人健康教育（元気アップ運動訪問）事業 業務が終了したため

23 廃止 28.3.1 介護・高齢者支援課 生きがい健康づくりデイサービス事業 業務が終了したため

24 廃止 28.4.1 農業振興課
担い手育成対策事業に係るアンケート調査
業務

業務が終了したため

No. 事由 期日 所管課 業務名 変更・廃止の理由
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No. 事由 期日 所管課 業務名 変更・廃止の理由

25 廃止 28.4.1 農業振興課 糸島市農力開発推進機構 業務が終了したため

26 廃止 28.4.1 農業振興課 制度資金（農業後継者経営拡大資金） 業務が終了したため

27 廃止 28.4.1 農業振興課 排卵鶏の飼養状況調査 業務が終了したため

28 廃止 28.4.1 農林土木課
松くい虫防除に係る空中散布の実施に関す
る説明会受付事務

業務が終了したため

29 廃止 28.4.1 農林土木課 糸島市林道写真コンテスト 業務が終了したため

30 変更 28.4.1 健康づくり課 母子手帳等交付事務 業務の名称の変更、記録項目の追加等

31 変更 27.10.5 市民課 住民基本台帳事務 記録項目の追加

32 変更 28.1.1 国保年金課 国民健康保険事業の資格に関する業務 記録項目の追加

33 変更 28.1.1 国保年金課
国民健康保険事業の国保税賦課に関する業
務

記録項目の追加

34 変更 28.1.1 国保年金課 国民健康保険事業の給付に関する業務 記録項目の追加

35 変更 28.1.1 国保年金課 後期高齢者医療制度保険事業 記録項目の追加

36 変更 28.1.1 国保年金課 老人保険事業 記録項目の追加

37 変更 28.4.1 健康づくり課
集団健康教育（いとしま健康大学・しあわ
せ教室・元気アップ教室）

業務の名称の変更、記録項目の追加等

38 変更 28.4.1 健康づくり課 介護予防対象者把握事業 業務の名称の変更、記録項目の追加等

39 変更 28.6.9 健康づくり課
糸島市休日・夜間急患センター管理運営業
務

記録項目の追加、目的外利用の追加等

40 変更 28.4.1 健康づくり課 健康づくり推進協議会運営事務 業務の名称の変更、記録項目の追加等

41 変更 28.4.1 健康づくり課 重症化予防事業 業務の目的、記録項目の追加等

42 変更 28.4.1 健康づくり課 がん検診等実施事業
記録項目の見直し、個人情報の対象者の追加
等

43 変更 28.4.1 健康づくり課 予防接種業務 記録項目の追加、個人情報の対象者の追加等

44 変更 28.4.1 健康づくり課 未熟児及び低体重児支援業務 記録項目の追加、個人情報の対象者の追加等

45 変更 28.1.1 介護・高齢者支援課 介護保険被保険者資格管理業務 記録項目の追加、主な公文書の名称の変更

46 変更 28.1.1 介護・高齢者支援課 介護保険要介護・要支援認定業務 記録項目の追加

47 変更 28.1.1 介護・高齢者支援課 介護保険給付業務 記録項目の追加

48 変更 28.1.1 介護・高齢者支援課 要介護認定等情報提供に関する業務 記録項目の追加、個人情報対象者の変更

49 変更 28.1.1 介護・高齢者支援課 社会福祉法人利用者負担減免措置業務 業務の名称の変更、記録項目の追加等
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No. 事由 期日 所管課 業務名 変更・廃止の理由

50 変更 28.1.1 介護・高齢者支援課 高額介護サービス費支払資金貸付業務 記録項目の追加

51 変更 28.1.1 介護・高齢者支援課 特定入所者介護サービス費支給業務 記録項目の追加等

52 変更 28.4.1 子ども課 保育所関係事務 収集方法の変更、目的外利用の追加

53 変更 28.4.1 子ども課 病児・病後児保育事業 主な公文書の名称の変更

54 変更 28.6.2 農業振興課 糸島市人・農地プランに関する事務 業務の名称の変更、業務目的の変更等

55 変更 28.6.2 農業振興課 青年就農給付金事業 記録項目の追加等

56 変更 28.6.2 農業振興課 中山間地域等直接支払事務 業務の名称の変更、記録項目の追加等

57 変更 28.4.1 都市計画課 土地売買契約事務 記録項目の追加

58 変更 28.6.17 都市計画課 都市計画決定（変更決定）に関する業務 市の機関外の利用先の追加

59 変更 28.7.1 施設管理課 市営住宅管理業務 記録項目の追加

60 変更 28.4.1 下水道課 排水設備確認事務
記録項目の追加等、市の機関外の利用先の追
加

61 変更 H28.6.1 警防課
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するお
それのある行為届に関する業務

業務の名称の変更、主な公文書の名称の変更
等

62 変更 H28.6.1 警防課 聴覚障がい者の災害対応業務 記録項目の追加、対象者の追加等

63 変更 H28.6.1 警防課 災害受信受付業務
収集の方法の追加、個人情報の処理形態の追
加等

64 変更 H28.6.1 警防課 消防団員名簿管理業務 収集の方法の追加、文書の記録形態の追加等

65 変更 28.1.1 福祉保護課 生活保護決定に関する業務
記録項目の追加、特定個人情報提供の根拠規
定の追加

66 変更 28.6.23 シティセールス課 糸島市観光振興関係業務 記録項目の追加、個人情報の対象者の追加等

67 変更 28.10.1 子ども課
糸島市母子家庭高等技能訓練促進費等給付
事業

業務の名称の変更、記録項目の追加等

68 変更 28.10.1 子ども課
糸島市母子家庭自立支援教育訓練給付金支
給事業

業務の名称の変更

69 変更 28.10.1 子ども課 母子世帯等対象把握業務 業務の名称の変更

70 変更 29.1.16 国保年金課 国民年金事務 記録項目の追加

71 変更 29.2.3 健康づくり課 予防接種業務
市の機関外利用先の追加、主な公文書の名称
の追加

72 変更 29.3.1 福祉支援課 臨時福祉給付金給付業務 業務の名称の変更、業務の目的の変更
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２　目的外利用

No
目的外利用
の期日

所管課
目的外利用をした

業務の名称
収集先課

目的外利用をした
個人情報の記録項目

目的外利用をした根拠
（条例第14条第2項）

審議会結果

1 28.8.1 福祉支援課

年金生活者等支援臨時福
祉給付金（障害・遺族基
礎年金受給者向け）給付
事務

介護・高齢
者支援課

氏名、住所、生年月日・年齢、性
別、続柄等、その他（暴力を受け
ている状況及び措置日）

第５号該当
審議会公益上

28.7.1承認

2 28.8.1 福祉支援課

年金生活者等支援臨時福
祉給付金（障害・遺族基
礎年金受給者向け）給付
事務

税務課 収入状況、納税状況、取引情報
第５号該当
審議会公益上

28.7.1承認

3 28.4.1 子ども課
子ども及びひとり親家庭
等の医療費支給業務

市民課

住所、氏名、生年月日、性別、続
柄、異動日（事由）、住定日（事
由）、住喪日（事由）、同居者氏
名

第５号該当
審議会公益上

28.7.1承認

4 28.4.1 子ども課
子ども及びひとり親家庭
等の医療費支給業務

国保年金課

住所、氏名、生年月日、性別、続
柄、得喪年月日（事由）、受診
月、受診医療機関、受診点数、一
部負担金、受診日数

第５号該当
審議会公益上

28.7.1承認

4 28.4.1 子ども課
子ども及びひとり親家庭
等の医療費支給業務

福祉保護課
住所、氏名、生年月日、性別、続
柄、得喪年月日（事由）

第５号該当
審議会公益上

28.7.1承認

6 28.7.1 都市計画課
都市計画基礎調査に関す
る事務

市民課 住所、性別、生年月日、異動事由
第５号該当
審議会公益上

28.7.1承認

7 28.7.1 農林土木課 森林整備事務 税務課 氏名、住所、財産状況
第２号該当
法令等

8 29.2.27 都市計画課
パーソントリップ調査に
関する事務

市民課 住所、氏名、性別、生年月日
第５号該当
審議会公益上

29.2.27承認
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３　外部提供

No
外部提供
の期日

所管課
外部提供をした
業務の名称

外部提供先
外部提供をした

個人情報の記録項目
外部提供をした根拠
（条例第14条第2項）

審議会結果

1 H28.4.8 学校教育課 発達障害等支援相談事業 山王病院
氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

2 H28.4.8 学校教育課 発達障害等支援相談事業
九州大学病
院

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

3 H28.4.12 学校教育課 発達障害等支援相談事業 山王病院
氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

4 H28.4.12 学校教育課 発達障害等支援相談事業 山王病院
氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

5 H28.4.19 学校教育課 発達障害等支援相談事業
パークサイド
こころの発達
クリニック

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

6 H28.4.19 学校教育課 発達障害等支援相談事業
パークサイド
こころの発達
クリニック

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

7 H28.4.21 学校教育課 発達障害等支援相談事業
はまだ内科
クリニック

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

8 H28.4.25 学校教育課 発達障害等支援相談事業
武雄市教育
委員会

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

9 H28.5.9 市民課 税証明交付事務
福岡県福岡
児童相談所

所得・課税証明書
第１号該当
本人同意

10 H28.5.11 学校教育課 発達障害等支援相談事業
福岡市立こど
も病院こころ
の診療科

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

11 H28.5.17 学校教育課 発達障害等支援相談事業
福岡大学筑
紫病院

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

12 H28.5.17 学校教育課 発達障害等支援相談事業
大野城市立
平野小学校

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

13 H28.5.17 第３警備課 救急に関する事務
福岡県弁護
士会

救急出場報告書、救急活動記録票
第１号該当
本人同意

14 H28.5.18 市民課 戸籍事務・民刑事務
長崎県教育
委員会

氏名、住所、生年月日、性別、本籍、続柄
等、婚姻等、基本的事項（その他）、賞罰、
知識能力・経済活動等（その他）

第５号該当
審議会公益

H22.10.1承認

15 H28.6.23 学校教育課 発達障害等支援相談事業
福岡市立こ
ども病院小
児神経科

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

16 H28.6.23 学校教育課 発達障害等支援相談事業
九州大学病院
子どものここ
ろの診療部

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

17 H28.6.30 市民課 戸籍事務・民刑事務
総務省情報
通信基盤局
長

氏名、住所、生年月日、性別、本籍、続柄
等、婚姻等、基本的事項（その他）、賞罰、
知識能力・経済活動等（その他）

第５号該当
審議会公益

H22.10.1承認

18 H28.6.30 市民課 戸籍事務・民刑事務 福岡県知事
氏名、住所、生年月日、性別、本籍、続柄
等、婚姻等、基本的事項（その他）、賞罰、
知識能力・経済活動等（その他）

第５号該当
審議会公益

H22.10.1承認

19 H28.7.10 学校教育課 発達障害等支援相談事業
九州大学病
院

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

20 H28.7.31 市民課 戸籍事務・民刑事務
福岡県警察
本部

氏名、住所、生年月日、性別、本籍、続柄
等、婚姻等、基本的事項（その他）、賞罰、
知識能力・経済活動等（その他）

第５号該当
審議会公益

H22.10.1承認

21 H28.7.31 市民課 戸籍事務・民刑事務 福岡市長
氏名、住所、生年月日、性別、本籍、続柄
等、婚姻等、基本的事項（その他）、賞罰、
知識能力・経済活動等（その他）

第５号該当
審議会公益

H22.10.1承認

22 H28.8.9 学校教育課 発達障害等支援相談事業
はまだ内科
クリニック

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

23 H28.8.23 福祉保護課
生活保護申請決定に関す
る業務

日本放送協
会　福岡放
送局

公的扶助
第１号該当
本人同意

27 H28.8.31 市民課 民刑事務
岐阜羽島警
察署

賞罰
第１号該当
本人同意

28 H28.8.31 市民課 戸籍事務・民刑事務 福岡拘置所
氏名、住所、生年月日、性別、本籍、続柄
等、婚姻等、基本的事項（その他）、賞罰、
知識能力・経済活動等（その他）

第５号該当
審議会公益

H22.10.1承認

46



No
外部提供
の期日

所管課
外部提供をした
業務の名称

外部提供先
外部提供をした
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（条例第14条第2項）

審議会結果

29 H28.8.31 市民課 戸籍事務・民刑事務
福岡保護観
察所

氏名、住所、生年月日、性別、本籍、続柄
等、婚姻等、基本的事項（その他）、賞罰、
知識能力・経済活動等（その他）

第５号該当
審議会公益

H22.10.1承認

30 H28.8.31 市民課 戸籍事務・民刑事務
防衛省海上
幕僚部人事
教育部

氏名、住所、生年月日、性別、本籍、続柄
等、婚姻等、基本的事項（その他）、賞罰、
知識能力・経済活動等（その他）

第５号該当
審議会公益

H22.10.1承認

24 H28.9.12 第２警備課 救急に関する事務
福岡県弁護
士会

救急出場報告書、救急活動記録票
第１号該当
本人同意

25 H28.9.15 子ども課 母子世帯等対象把握業務 福岡県 氏名、住所
第５号該当
審議会公益

H23.9.1承認

26 H28.9.16 学校教育課 発達障害等支援相談事業
なかにわメ
ンタルクリ
ニック

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

31 H28.10.26 学校教育課 発達障害等支援相談事業
ゆうメンタ
ルクリニッ
ク

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

32 H28.10.27 学校教育課
特別支援教育就学指導事
務

他教育委員
会

氏名、生年月日・年齢、心身の状
況（その他）

第１号該当
本人同意

33 H28.10.27 学校教育課
特別支援教育就学指導事
務

他教育委員
会

氏名、生年月日・年齢、心身の状
況（その他）

第１号該当
本人同意

34 H28.11.1 学校教育課 発達障害等支援相談事業
福岡市立こ
ども病院小
児神経科

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

35 H28.11.9 福祉保護課 住民基本台帳事務 福岡県 死亡年月日
第５号該当
審議会公益

H24.10.1承認

38 H28.11.30 市民課 戸籍事務・民刑事務
第３０４基
地通信中隊

氏名、住所、生年月日、性別、本籍、続柄
等、婚姻等、基本的事項（その他）、賞罰、
知識能力・経済活動等（その他）

第５号該当
審議会公益

H22.10.1承認

39 H28.11.30 市民課 戸籍事務・民刑事務
福岡県教育
委員会

氏名、住所、生年月日、性別、本籍、続柄
等、婚姻等、基本的事項（その他）、賞罰、
知識能力・経済活動等（その他）

第５号該当
審議会公益

H22.10.1承認

36 H28.12.1 学校教育課 発達障害等支援相談事業
ゆうメンタ
ルクリニッ
ク

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

37 H28.12.1 学校教育課 発達障害等支援相談事業
ゆうメンタ
ルクリニッ
ク

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

40 H28.12.19 学校教育課 発達障害等支援相談事業
ゆうメンタ
ルクリニッ
ク

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

41 H28.12.20 学校教育課 発達障害等支援相談事業
ゆうメンタ
ルクリニッ
ク

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

42 H28.12.22 学校教育課 発達障害等支援相談事業
福岡県立福
岡視覚特別
支援学校

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

43 H28.12.22 学校教育課 発達障害等支援相談事業
糸島こども
とおとなの
クリニック

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

44 H28.12.22 学校教育課 発達障害等支援相談事業
糸島こども
とおとなの
クリニック

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

45 H29.1.18 学校教育課 発達障害等支援相談事業
はまだ内科
クリニック

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

48 H29.1.31 市民課 戸籍事務・民刑事務
陸上自衛隊
第４偵察隊

氏名、住所、生年月日、性別、本籍、続柄
等、婚姻等、基本的事項（その他）、賞罰、
知識能力・経済活動等（その他）

第５号該当
審議会公益

H22.10.1承認

49 H29.1.31 市民課 戸籍事務・民刑事務
糸島市消防
本部

氏名、住所、生年月日、性別、本籍、続柄
等、婚姻等、基本的事項（その他）、賞罰、
知識能力・経済活動等（その他）

第５号該当
審議会公益

H22.10.1承認

50 H29.1.31 市民課 戸籍事務・民刑事務 福岡市長
氏名、住所、生年月日、性別、本籍、続柄
等、婚姻等、基本的事項（その他）、賞罰、
知識能力・経済活動等（その他）

第５号該当
審議会公益

H22.10.1承認

51 H29.1.31 市民課 戸籍事務・民刑事務
福岡県警察
本部

氏名、住所、生年月日、性別、本籍、続柄
等、婚姻等、基本的事項（その他）、賞罰、
知識能力・経済活動等（その他）

第５号該当
審議会公益

H22.10.1承認
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52 H29.1.31 市民課 戸籍事務・民刑事務
福岡県農林
水産部

氏名、住所、生年月日、性別、本籍、続柄
等、婚姻等、基本的事項（その他）、賞罰、
知識能力・経済活動等（その他）

第５号該当
審議会公益

H22.10.1承認

53 H29.1.31 市民課 戸籍事務・民刑事務
防衛省航空
幕僚監部

氏名、住所、生年月日、性別、本籍、続柄
等、婚姻等、基本的事項（その他）、賞罰、
知識能力・経済活動等（その他）

第５号該当
審議会公益

H22.10.1承認

54 H29.1.31 市民課 戸籍事務・民刑事務
防衛省海上
幕僚監部人
事教育部

氏名、住所、生年月日、性別、本籍、続柄
等、婚姻等、基本的事項（その他）、賞罰、
知識能力・経済活動等（その他）

第５号該当
審議会公益

H22.10.1承認

46 H29.2.7 学校教育課 発達障害等支援相談事業
ゆうきあさ
なこころの
クリニック

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

47 H29.2.17 学校教育課 発達障害等支援相談事業
ゆうメンタ
ルクリニッ
ク

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

55 H29.2.21 福祉保護課
生活保護申請決定に関す
る業務

福岡県社会
福祉協議会

氏名、住所、性別、生年月日、世
帯の状況、世帯主の生活歴、世帯
の収入状況、その他意見

第１号該当
本人同意

56 H29.2.22 福祉保護課
生活保護申請決定に関す
る業務

福岡県社会
福祉協議会

氏名、住所、性別、生年月日、世
帯の状況、世帯主の生活歴、世帯
の収入状況、その他意見

第１号該当
本人同意

57 H29.3.1 学校教育課 発達障害等支援相談事業
はまだ内科
クリニック

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

58 H29.3.23 学校教育課 発達障害等支援相談事業
九州大学病院
子どものここ
ろの診療部

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

59 H29.3.24 福祉保護課
生活保護申請決定に関す
る業務

福岡県社会
福祉協議会

氏名、住所、性別、生年月日、世
帯の状況、世帯主の生活歴、世帯
の収入状況、その他意見

第１号該当
本人同意

60 H29.3.27 学校教育課 発達障害等支援相談事業
他教育委員
会

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

61 H29.3.29 学校教育課 発達障害等支援相談事業
ゆうメンタ
ルクリニッ
ク

氏名、生年月日・年齢、性別、心
身の状況（その他）

第１号該当
本人同意

48



期　間 平成28年4月分

所属課 根拠法令等
外部提供した

個人情報の項目
外部提供先 件　数

1
市民課

（市民係）
地方税法第20条の11

除籍謄本、住民票(除票)、一部証
明書、所得課税状況等調査回答
書、戸籍の附票、改製原戸籍謄
本、全部証明書、名寄帳、除籍全
部事項証明書、全部（一部）事項
証明書

都県税事務所、他自
治体、県

47

2
市民課

（市民係）
戸籍法第10条の2第2項

全部事項証明書、一部事項証明
書、改製原戸籍謄（抄）本、除籍
謄本、除籍全部事項証明書

他自治体、県、 国、
福祉事務所

34

3
市民課

（市民係）
生活保護法第29条

全部事項証明書、除籍全部事項証
明書、改製原戸籍謄本、除籍謄本
、全部証明書、戸籍の附票・住民
票（除票）

福祉事務所 36

4
市民課

（市民係）
国税徴収法第146条の2

住民票（除票）、全部事項証明
書、改製原戸籍謄本、全部証明
書、除籍全部事項証明書

税務署 7

5
市民課

（市民係）
介護保険法第143条,第203条

改製原戸籍謄本、全部事項証明
書、除籍謄本

他自治体 1

6
市民課

（市民係）
国民年金法第108条

全部事項証明書、除籍謄本、住民
票（謄本）、改製原戸籍謄本、除
籍全部事項証明書

日本年金機構 9

7
市民課

（市民係）
厚生年金保険法第100条の2 住民票 年金事務所 1

8
市民課

（市民係）
国民健康保険法第113条の2

全部事項証明書、全部証明書、改
製原戸籍謄本、改製原戸籍附票

他自治体 1

9
市民課

（市民係）
住民基本台帳法第12条の2、
第37条

住民票(除票)、全部証明書、一部
証明書

他自治体、県、国、国立病
院機構、法務局、国立大学
法人

42

10
市民課

（市民係）
土地改良法第118条第6項 住民票

土地改良事業団体連
合会、土地改良区

2

11
市民課

（市民係）
暴力団員による不当な行為の
防止等に関する法律第36条

全部事項証明書、全部証明
書

県公安委員会 1

12
市民課

（市民係）
国税通則法第74条の12

住民票、全部事項証明書、除籍謄
本、所得税課税状況等調査回答
書、全部証明書、改製原戸籍謄
本、除籍全部事項証明書、戸籍の
附票

税務署、国税局 17

13
市民課

（市民係）
国税犯則取締法第1条第3項

全部事項証明書、全部証明書、戸
籍の附票、改製原戸籍謄本

国税局 1

14
市民課

（市民係）
空家等対策の推進に関する特
別措置法第10条第3項

住民票 他自治体 1

15
市民課

（戸籍係）
刑事訴訟法第197条第2項

全部事項証明書、全部証明書、除
籍謄本、改製原戸籍謄本、改製原
戸籍附票、住民票

警察署、検察庁、海
上保安部

87

16
市民課

（戸籍係）
刑事訴訟法第507条

全部事項証明書、全部証明
書

検察庁 2

17
市民課

（戸籍係）
道路交通法第51条の5第2項

全部事項証明書、全部証明書、除
籍謄本、改製原戸籍謄本、改製原
戸附票、住民票

公安委員会 9

18
市民課

（戸籍係）
更生保護法第30条

全部事項証明書、全部証明
書

保護観察所 1

19 税務課 地方税法第20条の11
収入状況
固定資産の所有状況

他自治体
県税事務所

7

20 税務課 国民健康保険法第113条の2 収入状況 他自治体 107

21 税務課 介護保険法第203条 収入状況
他自治体
介護保険広域連合

26

22 税務課
高齢者の医療の確保に関する
法律第138条第１項

氏名、住所、
固定資産の所有状況

後期高齢者医療広域
連合

11

23 税務課 生活保護法第29条
収入状況、固定資産の所有
状況

福祉事務所 12

４　外部提供（法令に基づくもの）
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24 税務課 国税徴収法146条の2
収入状況、固定資産の所有
状況

税務署 5

25 税務課 国税通則法第74条の12 固定資産の所有状況 税務署 3

26 収税課 地方税法第20条の11 納税状況 他自治体 7

27 収税課 国税徴収法第141条 納税状況 税務署 6

28 国保年金課
国民年金法第12条第4項及び
第5項

基礎年金番号、住所（異動前、異
動後）、氏名（変更前、変更
後）、生年月日、死亡年月日

日本年金機構、年金
事務所

387

29 国保年金課 住民基本台帳法第37条 住所、住所異動年月日
日本年金機構、年金
事務所

8

30 国保年金課
国民年金法第106条第1項、第
108条第2項及び第109条の4第1
項第30号

収入状況
日本年金機構、年金
事務所

5,244

31 施設管理課 刑事訴訟法第197条第2項 容姿・特徴 警察署 1

32 子ども課 児童扶養手当法第30条
氏名、生年月日、住所、児童名、
所得状況、手当受給状況、住所異
動情報

他自治体 4

33 福祉保護課 地方税法第20条の11 公的扶助 他自治体 1

34 警備課 刑事訴訟法第197条第2項

氏名、住所、生年月日・年齢、電
話番号、基本的その他、健康状
態、傷病歴、心身の状態その他、
職業、容姿、特徴

警察署 1

35 業務課 国税徴収法第146条の2 水道契約事実の有無 税関 1

6,130合　　　　計
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期　間 平成28年5月分

所属課 根拠法令等
外部提供した

個人情報の項目
外部提供先 件　数

1
市民課

（市民係）
地方税法第20条の11

除籍謄(抄)本、住民票(除票)、未納
明細書、所得課税状況等調査回答
書、戸籍の附票、改製原戸籍謄本、
全部（一部）事項証明書、除籍全部
事項証明書、全部（一部）証明書

県税事務所、他自治
体、県

73

2
市民課

（市民係）
戸籍法第10条の2第2項

全部（一部）事項証明書、改製原戸
籍謄本、除籍謄本、除籍全部事項証
明書

他自治体、県、国、
法務局

35

3
市民課

（市民係）
生活保護法第29条

全部事項証明書、除籍全部事項証明
書、改製原戸籍謄本、除籍謄本、全
部証明書、戸籍の附票、住民票（除
票）

福祉事務所、県 36

4
市民課

（市民係）
国税徴収法第146条の2

全部事項証明書、戸籍の附票、除籍
謄本、改製原戸籍謄本、全部証明
書、除籍全部事項証明書

税務署 4

5
市民課

（市民係）
介護保険法第143条、第203
条

全部事項証明書、住民票、除籍謄本 他自治体 5

6
市民課

（市民係）
国民年金法第108条

全部事項証明書、除籍謄本、全部証
明書、住民票（除票）、改製原戸籍
謄本、除籍全部事項証明書

日本年金機構、年金
事務所

10

7
市民課

（市民係）
厚生年金保険法第100条の2 住民票（除票） 日本年金機構 1

8
市民課

（市民係）
住民基本台帳法第12条の2、
第37条

住民票(除票)、全部証明書、一
部証明書、戸籍の附票

他自治体、県、国、
法務局

39

9
市民課

（市民係）
土地改良法第118条第6項 住民票

土地改良事業団体連
合会、土地改良区

2

10
市民課

（市民係）
暴力団員による不当な行為の防
止等に関する法律第36条

住民票 県公安委員会 1

11
市民課

（市民係）
更生保護法第30条

全部事項証明書、全部証明
書

保護観察所 1

12
市民課

（市民係）
入会林野等に係る権利関係の近
代化の助長に関する法律第25条

全部事項証明書、全部証明書、改製
原戸籍謄本、戸籍の附票 他自治体 1

13
市民課

（市民係）
児童虐待の防止等に関する
法律第13条の3

全部事項証明書、全部証明
書、除籍全部事項証明書

県（児童相談所） 1

14
市民課

（市民係）
国税通則法第74条の12

住民票、全部（一部）事項証明書、
全部証明書、戸籍の附票、除籍抄本 税務署 5

15
市民課

（市民係）
空家等対策の推進に関する
特別措置法第10条第3項

除籍謄本 他自治体 1

16
市民課

（戸籍係）
刑事訴訟法第197条第2項

全部事項証明書、全部証明書、除籍
謄本、改製原戸籍謄本、改製原戸籍
附票

警察署、検察庁、海
上保安部

99

17
市民課

（戸籍係）
刑事訴訟法第507条

全部事項証明書、全部証明書、
改製原戸籍謄本

検察庁 3

18
市民課

（戸籍係）
道路交通法第51条の5第2項

全部事項証明書、全部証明書、改製
原戸籍謄本、改製原戸籍附票、住民
票

公安委員会 5

19
市民課

（戸籍係）
更生保護法第30条

全部事項証明書、全部証明
書

保護観察所 1

20
市民課

（戸籍係）
更生保護法第28条

全部事項証明書、全部証明
書

地方更生保護委員会 1

21
市民課

（戸籍係）
刑事収容施設及び被収容者等の
処遇に関する法律第91条

全部事項証明書 刑務所 1

22
市民課

（戸籍係）
暴力団員による不当な行為の防
止等に関する法律第36条第4項

全部事項証明書、全部証明
書

公安委員会 2

23
市民課

（戸籍係）
廃棄物の処理及び清掃に関
する法律第23条の5

刑罰の有無、破産者 都道府県 2

24 税務課 地方税法第20条の11
収入状況
固定資産の所有状況

他自治体、県税事務
所

10
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25 税務課 国民健康保険法第113条の2 収入状況 他自治体 25

26 税務課 介護保険法第203条 収入状況
他自治体、介護保険
広域連合

22

27 税務課
高齢者の医療の確保に関す
る法律第138条第１項

氏名、住所、固定資産の所
有状況

後期高齢者医療広域
連合

11

28 税務課 生活保護法第29条
収入状況、固定資産の所有
状況

福祉事務所 5

29 税務課 国税通則法第74条の12 固定資産の所有状況 税務署 1

30 収税課 地方税法第20条の11 納税状況 地方公共団体 21

31 収税課 国税徴収法第146条の2 納税状況 税務署 9

32 生活環境課
狂犬病予防法施行令第2条の
2第2項

氏名、住所、電話番号、そ
の他

他自治体 15

33 国保年金課
国民年金法第12条第4項及び
第5項

基礎年金番号、住所（異動前、異動
後）、氏名（変更前、変更後）、生
年月日、死亡年月日

日本年金機構、年金
事務所

233

34 国保年金課 住民基本台帳法第37条 住所、住所異動年月日
日本年金機構、年金
事務所

51

35 国保年金課
国民年金法第106条第1項、第
108条第2項及び第109条の4第1
項第30号

収入状況
日本年金機構、年金
事務所

6,373

36 子ども課 児童扶養手当法第30条
氏名、生年月日、住所、児童名、所
得状況、手当受給状況、住所異動情
報

他自治体 2

37 福祉支援課 刑事訴訟法第197条第2項
氏名、住所、生年月日、性別、続柄
等、電話番号、その他 警察署 1

38 業務課
暴力団員による不当な行為の防
止等に関する法律第36条第4項

水道契約年月日、使用者名義、住
所、料金支払方法、水道使用量 県公安委員会 2

7,110合　　　　計
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期　間 平成28年6月分

所属課 根拠法令等
外部提供した

個人情報の項目
外部提供先 件　数

1
市民課

（市民係）
地方税法第20条の11

除籍謄本、住民票（除票）、未納
明細書、所得課税状況等調査回答
書、戸籍の附票、改製原戸籍謄
本、全部(一部)証明書、名寄帳、
除籍全部事項証明書、全部事項証
明書

県税事務所、他自治
体、県

126

2
市民課

（市民係）
戸籍法第10条の2第2項

全部（一部）事項証明書、改製原
戸籍謄本、除籍謄（抄）本、除籍
全部事項証明書

他自治体、県、国、裁
判所、福祉事務所、法
務局

45

3
市民課

（市民係）
生活保護法第29条

全部事項証明書、除籍全部事項証
明書、改製原戸籍謄本、除籍謄
本、全部証明書、戸籍の附票、住
民票

福祉事務所 44

4
市民課

（市民係）
国税徴収法第146条の2

住民票、全部事項証明書、除籍謄
本、改製原戸籍謄本、全部証明
書、除籍全部事項証明書

税務署、国税局 5

5
市民課

（市民係）
介護保険法第143条、第203
条

改製原戸籍謄本、住民票 他自治体 3

6
市民課

（市民係）
国民年金法第108条

全部事項証明書、除籍謄本、住民
票（除票）、改製原戸籍謄本、戸
籍全部事項証明書、全部（一部）
証明書

日本年金機構、他自
治体、年金事務所

13

7
市民課

（市民係）
厚生年金保険法第100条の2 住民票（除票） 日本年金機構 1

8
市民課

（市民係）
住民基本台帳法第12条の
2、第20条第3項、第37条

住民票（除票）、全部（一部）
証明書、戸籍の附票

他自治体、県、国、独立行
政法人国立病院機構 47

9
市民課

（市民係）
土地改良法第118条第6項

全部（一部）事項証明書、全部
（一部）証明書、改製原戸籍謄
（抄）本、住民票、除籍謄本

土地改良事業団体連
合会、土地改良区

9

10
市民課

（市民係）
土地区画整理法第74条 住民票（除票） 他自治体 1

11
市民課

（市民係）
入会林野等に係る権利関係の近
代化の助長に関する法律第25条

改製原戸籍謄本、全部事項
証明書、全部証明書

他自治体 1

12
市民課

（市民係）
労働者災害補償保険法第49
条の3

改製原戸籍謄本 労働基準監督署 1

13
市民課

（市民係）
労働保険の保険料の徴収等
に関する法律第43条の2

住民票（除票） 労働基準監督署 1

14
市民課

（市民係）
国税通則法第74条の12

住民票、全部事項証明書、戸籍の
附票、全部証明書、改製原戸籍謄
本、除籍全部事項証明書

税務署、国税局 5

15
市民課

（市民係）
東日本大震災復興特別区域
法第71条

除籍謄本 他自治体 1

16
市民課

（市民係）
空家等対策の推進に関する
特別措置法第10条第3項

除籍謄本 他自治体 1

17
市民課

（戸籍係）
刑事訴訟法第197条第2項

全部事項証明書、全部証明書、除
籍謄本、改製原戸籍謄本、改製原
戸籍附票

警察署、検察庁、厚生
局麻薬取締部、海上保
安部

85

18
市民課

（戸籍係）
刑事訴訟法第507条

全部事項証明書、全部証明
書

検察庁 3

19
市民課

（戸籍係）
道路交通法第51条の5第2項

全部事項証明書、全部証明書、改
製原戸籍謄本、改製原戸附票、住
民票

公安委員会 9

20
市民課

（戸籍係）
更生保護法第30条

全部事項証明書、全部証明
書

保護観察所 1

21
市民課

（戸籍係）
暴力団員による不正な行為の防
止等に関する法律第36条第4項

全部事項証明書、全部証明書、改
製原戸籍謄本、改製原戸籍附票 公安委員会 1

22
市民課

（戸籍係）
廃棄物の処理及び清掃に関
する法律第23条の5

刑罰の有無、破産者 都道府県 1

23 税務課 地方税法第20条の11
収入状況、固定資産の所有
状況

他自治体、県税事務
所

278
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24 税務課 国民健康保険法第113条の2 収入状況 他自治体 492

25 税務課 介護保険法第203条 収入状況
他自治体、介護保険
広域連合

193

26 税務課
高齢者の医療の確保に関す
る法律第138条第1項

氏名、住所、固定資産の所
有状況

後期高齢者医療広域
連合

85

27 税務課 生活保護法第29条
収入状況、固定資産の所有
状況

福祉事務所 12

28 税務課 国税徴収法第146条の2
収入状況、固定資産の所有
状況

税務署 3

29 税務課 国税通則法第74条の12 固定資産の所有状況 税務署 3

30 収税課 地方税法第20条の11 納税状況 他自治体 117

31 収税課 国税徴収法第141条 納税状況 税務署 2

32 生活環境課
狂犬病予防法施行令第2条の2
第2項

氏名、住所、電話番号、そ
の他

他自治体 10

33 国保年金課
国民年金法第12条第4項及
び第5項

基礎年金番号、住所（異動前、異
動後）、氏名（変更前、変更
後）、生年月日、死亡年月日

日本年金機構、年金
事務所

196

34 国保年金課 住民基本台帳法第37条 住所、住所異動年月日
日本年金機構、年金
事務所

23

35 国保年金課
国民年金法第106条第1項、第108条
第2項、第109条の4第1項第30号 収入状況

日本年金機構、年金
事務所

2,363

36 福祉保護課 刑事訴訟法第197条第2項
公的扶助、氏名、生年月日、本
籍、住所、連絡先、同居人の有
無

警察署 1

37 福祉保護課 会計検査院法第28条
氏名、生年月日、傷病歴、
その他

会計検査院、県 1

4,183合　　　　計
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期　間 平成28年7月分

所属課 根拠法令等
外部提供した

個人情報の項目
外部提供先 件　数

1
市民課

（市民係）
地方税法第20条の11

除籍謄本、住民票（除票）、未納
明細書、所得課税状況等調査回答
書、戸籍の附票、改製原戸籍謄
本、全部（一部）証明書、除籍全
部事項証明書、全部事項証明書、
名寄帳

県税事務所、他自治
体、県、国

106

2
市民課

（市民係）
戸籍法第10条の2第2項

全部（一部）事項証明書、改製原
戸籍謄本、除籍謄本、除籍全部事
項証明書、廃棄証明

他自治体 、県、
国、法務局

38

3
市民課

（市民係）
生活保護法第29条

全部事項証明書、除籍全部事項証
明書、改製原戸籍謄本、除籍謄
本、全部証明書、戸籍の附票

福祉事務所、他自治
体

44

4
市民課

（市民係）
国税徴収法第146条の2 住民票（除票） 税務署 7

5
市民課

（市民係）
介護保険法第143条、第203
条

全部（一部）事項証明書、
除籍謄本

他自治体 3

6
市民課

（市民係）
国民年金法第108条

全部事項証明書、除籍謄本、全部
証明書、住民票（除票）、改製原
戸籍謄本、除籍全部事項証明書

日本年金機構、年金
事務所

10

7
市民課

（市民係）
厚生年金保険法第100条の2 住民票 年金事務所 1

8
市民課

（市民係）
国民健康保険法第113条の2

全部事項証明書、全部証明
書

他自治体 1

9
市民課

（市民係）
住民基本台帳法第12条の
2、第20条第3項、第37条

住民票（除票）、全部証明書、
一部証明書、戸籍の附票

他自治体、県、法務
局、大学病院

35

10
市民課

（市民係）
土地改良法第118条第6項

全部事項証明書、全部証明書、改
製原戸籍謄(抄)本、除籍謄(抄)本 他自治体 2

11
市民課

（戸籍係）
道路交通法第51条の5第2項 住民票 公安委員会 1

12
市民課

（市民係）
更生保護法第30条

全部事項証明書、全部証明
書

保護観察所 1

13
市民課

（市民係）
労働者災害補償保険法第49
条の3

住民票 労働基準監督署 1

14
市民課

（市民係）
国税通則法第74条の12 住民票 税務署 6

15
市民課

（市民係）
空家等対策の推進に関する
特別措置法第10条第3項

改製原戸籍謄本、全部事項証明
書、全部証明書、戸籍の附票 他自治体 1

16
市民課

（戸籍係）
刑事訴訟法第197条第2項

全部事項証明書、全部証明書、除
籍謄本、改製原戸籍謄本、改製原
戸籍附票

警察署、検察庁、厚生局麻
薬取締部、海上保安部 102

17
市民課

（戸籍係）
刑事訴訟法第507条

全部事項証明書、全部証明書、
改製原戸籍謄本、改製原戸籍附
票、住民票

検察庁 7

18
市民課

（戸籍係）
道路交通法第51条の5第2項

全部事項証明書、全部証明書、
改製原戸籍謄本、改製原戸籍附
票、住民票

公安委員会 7

19
市民課

（戸籍係）
更生保護法第30条

全部事項証明書、全部証明
書

保護観察所 4

20
市民課

（戸籍係）
暴力団員による不正な行為の防
止等に関する法律第36条第4項

全部事項証明書、全部証明書、
改製原戸籍謄本、改製原戸籍附
票

公安委員会 1

21
市民課

（戸籍係）
少年法第6条の4第3項

全部事項証明書、全部証明書、
改製原戸籍謄本、改製原戸籍附
票

警察署 2

22 税務課 地方税法第20条の11
収入状況、固定資産の所有
状況

他自治体、県税事務
所

348

23 税務課 国民健康保険法第113条の2 収入状況 他自治体 87

24 税務課 介護保険法第203条 収入状況
他自治体、介護保険
広域連合

29

55



25 税務課
高齢者の医療の確保に関す
る法律第138条第1項

氏名、住所、固定資産の所
有状況

後期高齢者医療広域
連合

9

26 税務課 生活保護法第29条
収入状況、固定資産の所有
状況

福祉事務所 6

27 税務課 国税徴収法第146条の2
収入状況、固定資産の所有
状況

税務署 4

28 税務課 国税通則法第74条の12 固定資産の所有状況 税務署 4

29 税務課 道路交通法第51条の5第2項
収入状況、固定資産の所有
状況

公安委員会 6

30 収税課 地方税法第20条の11 納税状況 他自治体 52

31 収税課 国税徴収法第146条の2 納税状況 税務署 1

32 生活環境課
狂犬病予防法施行令第2条の2
第2項

氏名、住所、電話番号、そ
の他

他自治体 4

33 国保年金課
国民年金法第12条第4項及
び第5項

基礎年金番号、住所（異動前、異
動後）、氏名（変更前、変更
後）、生年月日、死亡年月日

日本年金機構、年金
事務所

225

34 国保年金課 住民基本台帳法第37条 住所、住所異動年月日
日本年金機構、年金
事務所

46

35 国保年金課
国民年金法第106条第1項、第
108条第2項、第109条の4第1項
第30号

収入状況
日本年金機構、年金
事務所

5,903

36 福祉保護課 刑事訴訟法第197条第2項 公的扶助 県警本部、警察署 4

37 施設管理課 刑事訴訟法第197条第2項 容姿・特徴 警察署 1

38 業務課 国税徴収法第141条 水道契約状況の有無 税務署 1

39 業務課 刑事訴訟法第197条第2項 水道契約状況の有無 警察署 2

7,112合　　　　計
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期　間 平成28年8月分

所属課 根拠法令等
外部提供した

個人情報の項目
外部提供先 件　数

1
市民課

（市民係）
地方税法第20条の11

除籍謄本、住民票（除票）、未納
明細書、所得課税状況等調査回答
書、戸籍の附票、改製原戸籍謄
(抄)本、全部（一部）証明書、除
籍全部事項証明書、全部（一部）
事項証明書、名寄帳

都県税事務所、他自
治体、県

121

2
市民課

（市民係）
戸籍法第10条の2第2項

全部（一部）事項証明書、改製原
戸籍謄本、除籍謄（抄）本、除籍
全部事項証明書

他自治体、県、国、
法務局

43

3
市民課

（市民係）
生活保護法第29条

全部事項証明書、除籍全部事項証
明書、改製原戸籍謄本、除籍謄
本、全部証明書、戸籍の附票、住
民票（除票）

福祉事務所、他自治
体

61

4
市民課

（市民係）
国税徴収法第146条の2

住民票、全部事項証明書、改製原
戸籍謄本、全部証明書、未納明細
書、除籍全部事項証明書

税務署、国税局 8

5
市民課

（市民係）
国民年金法第108条

全部事項証明書、全部証明書、住
民票（除票）、改製原戸籍謄本、
除籍全部事項証明書

日本年金機構、年金
事務所

10

6
市民課

（市民係）
国民健康保険法第113条の2 改製原戸籍謄本、除籍謄本 他自治体 1

7
市民課

（市民係）
住民基本台帳法第12条の
2、第20条第3項、第37条

住民票（除票）、全部（一部）証
明書、戸籍の附票

他自治体、府県、国、
(独)国立病院機構、国
立がん研究センター

54

8
市民課

（市民係）
土地改良法第118条第6項

全部（一部）事項証明書、全部
（一部）証明書、改製原戸籍謄
本、住民票、戸籍の附票、除籍謄
本

土地改良事業団体連
合会、他自治体、国

5

9
市民課

（市民係）
農業委員会等に関する法律
第36条

全部事項証明書、改製原戸籍謄
本、全部証明書 農業委員会 1

10
市民課

（市民係）
更生保護法第30条 全部事項証明書、全部証明書 保護観察所 1

11
市民課

（市民係）
児童虐待の防止等に関する
法律第13条の3

全部事項証明書、全部証明書 県（児童相談所） 1

12
市民課

（市民係）
労働保険の保険料の徴収等
に関する法律第43条の2

住民票 労働基準監督署 3

13
市民課

（市民係）
森林法第191条の2 不在住証明書 県 1

14
市民課

（市民係）
国税通則法第74条の12

住民票、全部事項証明書、戸籍の
附票、全部証明書、改製原戸籍謄
本

税務署、国税局 5

15
市民課

（市民係）
国税犯則取締法第1条第3項

住民票、全部事項証明書、全部証
明書、戸籍の附票、改製原戸籍謄
本

国税局 2

16
市民課

（市民係）
空家等対策の推進に関する
特別措置法第10条第3項

改製原戸籍謄本、全部事項証明
書、全部証明書

他自治体 2

17
市民課

（戸籍係）
刑事訴訟法第197条第2項

全部事項証明書、全部証明書、除
籍謄本、改製原戸籍謄本、改製原
戸籍附票、住民票

警察署、検察庁、海
上保安部、県

112

18
市民課

（戸籍係）
刑事訴訟法第507条 全部事項証明書、全部証明書 検察庁 2

19
市民課

（戸籍係）
道路交通法第51条の5第2項

全部事項証明書、全部証明書、改
製原戸籍謄本、改製原戸籍附票、
住民票

公安委員会 6

20
市民課

（戸籍係）
更生保護法第30条 全部事項証明書、全部証明書 保護観察所 2

21 税務課 地方税法第20条の11
収入状況、固定資産の所有
状況

他自治体、県税事務
所

303

22 税務課 国民健康保険法第113条の2 収入状況 他自治体 62

23 税務課 介護保険法第203条 収入状況
他自治体、介護保険
広域連合

24

57



24 税務課
高齢者の医療の確保に関す
る法律第138条第1項

氏名、住所、収入状況、固
定資産の所有状況

後期高齢者医療広域
連合

12

25 税務課 生活保護法第29条
収入状況、固定資産の所有
状況

福祉事務所 36

26 税務課 国税徴収法第146条の2
収入状況、固定資産の所有
状況

税務署 9

27 税務課 道路交通法第51条の5第2項
収入状況、固定資産の所有
状況

公安委員会 8

28 収税課 地方税法第20条の11 納税状況 他自治体 68

29 収税課 国税徴収法第146条の2 納税状況 税務署 6

30 生活環境課
狂犬病予防法施行令第2条の2
第2項

氏名、住所、電話番号、そ
の他

他自治体 3

31 国保年金課
国民年金法第12条第4項及
び第5項

基礎年金番号、住所（異動前、異
動後）、氏名（変更前、変更
後）、生年月日、死亡年月日

日本年金機構、年金
事務所

270

32 国保年金課 住民基本台帳法第37条 住所、住所異動年月日
日本年金機構、年金
事務所

30

33 福祉保護課 刑事訴訟法第197条第2項 公的扶助
九州厚生局、県警本
部

2

34 福祉保護課 地方税法第20条の11 公的扶助 他自治体 1

35 警備課 刑事訴訟法第197条第2項

氏名、住所、生年月日・年齢、電
話番号、基本的事項その他、健康
状態、傷病歴、心身の状態その
他、職業、容姿・特徴

警察署 1

1,276合　　　　計
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期　間 平成28年9月分

所属課 根拠法令等
外部提供した
個人情報の項目

外部提供先 件　数

1
市民課

（市民係）
地方税法第20条の11

除籍謄本、住民票（除票）、未納
明細書、所得課税状況等調査回答
書、戸籍の附票、改製原戸籍謄
本、全部証明書、除籍全部事項証
明書、全部事項証明書、名寄帳

県税事務所、他自治
体、県

97

2
市民課

（市民係）
戸籍法第10条の2第2項

全部（一部）事項証明書、改製原
戸籍謄本、除籍謄本、除籍全部事
項証明書、廃棄証明

他自治体 、府県、
国、法務局

71

3
市民課

（市民係）
生活保護法第29条

全部事項証明書、除籍全部事項証
明書、改製原戸籍謄本、除籍謄
本、全部証明書、戸籍の附票、住
民票

福祉事務所、他自治
体

69

4
市民課

（市民係）
国税徴収法第146条の2

住民票（除票）、全部事項証明
書、改製原戸籍謄本、全部証明
書、戸籍の附票

税務署 4

5
市民課

（市民係）
介護保険法第143条、第203
条

改製原戸籍謄本、全部事項証明
書、全部証明書

他自治体 2

6
市民課

（市民係）
国民年金法第108条

全部事項証明書、除籍謄本、住民
票（除票）、改製原戸籍謄本、除
籍全部事項証明書

日本年金機構、年金
事務所

7

7
市民課

（市民係）
国民健康保険法第113条の2

全部事項証明書、全部証明
書

他自治体 1

8
市民課

（市民係）
住民基本台帳法第12条の
2、第20条第3項、第37条

住民票（除票）、全部（一部）
証明書、戸籍の附票

他自治体、県、国、
法務局

60

9
市民課

（市民係）
土地改良法第118条第6項

全部（一部）事項証明書、全部
（一部）証明書、改製原戸籍謄
本、住民票、除籍謄（抄）本、除
籍全部事項証明書

土地改良事業団体連合会、
他自治体、土地改良区 6

10
市民課

（市民係）
道路交通法第51条の5 住民票 公安委員会 1

11
市民課

（市民係）
家事事件手続法第62条、第
289条第5項

全部証明書 裁判所 1

12
市民課

（市民係）
入会林野等に係る権利関係の近
代化の助長に関する法律第25条

全部事項証明書、全部証明
書

他自治体 1

13
市民課

（市民係）
労働者災害補償保険法第49
条の3

改製原戸籍謄本、除籍全部
事項証明書

労働基準監督署 1

14
市民課

（市民係）
労働保険の保険料の徴収等
に関する法律第43条の2

住民票（除票） 労働基準監督署 2

15
市民課

（市民係）
国税通則法第74条の12 住民票、除籍謄本 税務署、国税局 4

16
市民課

（市民係）
国税犯則取締法第1条第3項

全部事項証明書、全部証明
書

国税局 1

17
市民課

（市民係）
空家等対策の推進に関する
特別措置法第10条第3項

改製原戸籍謄本、住民票、除籍謄
本、全部事項証明書、全部証明
書、戸籍の附票

他自治体 3

18
市民課

（戸籍係）
刑事訴訟法第197条第2項

全部事項証明書、全部証明書、除
籍謄本、改製原戸籍謄本、改製原
戸籍附票、住民票

警察署、検察庁、海
上保安部

83

19
市民課

（戸籍係）
刑事訴訟法第507条

全部事項証明書、全部証明書、
除籍謄本、改製原戸籍謄本

検察庁 4

20
市民課

（戸籍係）
道路交通法第51条の5第2項

全部事項証明書、全部証明書、改
製原戸籍謄本、改製原戸籍附票、
住民票

公安委員会 7

21
市民課

（戸籍係）
更生保護法第30条

全部事項証明書、全部証明
書

保護観察所 2

22 税務課 地方税法第20条の11
収入状況、固定資産の所有
状況

他自治体、県税事務
所

332

23 税務課 国民健康保険法第113条の2 収入状況 他自治体 60

24 税務課 介護保険法第203条 収入状況
他自治体、介護保険
広域連合

12

59



5
市民課

（市民係）
介護保険法第143条、第203
条

改製原戸籍謄本、全部事項証明
書、全部証明書

他自治体 2

25 税務課
高齢者の医療の確保に関する
法律第138条第１項

氏名、住所、収入状況、固
定資産の所有状況

後期高齢者医療広域
連合

5

26 税務課 生活保護法第29条
収入状況、固定資産の所有
状況

福祉事務所 13

27 税務課 国税徴収法第146条の2
収入状況、固定資産の所有
状況

税務署 22

28 税務課 国税通則法第74条の12 固定資産の所有状況 税務署 8

29 税務課 道路交通法第51条の5第2項
収入状況、固定資産の所有
状況

公安委員会 8

30 税務課 公営住宅法第34条 収入状況 他自治体 75

31 税務課
民事執行法第57条第4項、
第18条第2項

固定資産税額、家屋見取図 地方裁判所 3

32 収税課 地方税法第20条の11 納税状況 他自治体 40

33 収税課 国税徴収法第146条の2 納税状況 税務署 12

34 国保年金課
国民年金法第12条第4項及
び第5項

基礎年金番号、住所（異動前、異
動後）、氏名（変更前、変更
後）、生年月日、死亡年月日

日本年金機構、年金
事務所

217

35 国保年金課 住民基本台帳法第37条 住所、住所異動年月日
日本年金機構、年金
事務所

16

36 国保年金課
国民年金法第106条第１項、第108条
第2項及び第109条の４第１項第30号 収入状況

日本年金機構、年金
事務所

6,317

37 福祉保護課 刑事訴訟法第197条第2項 公的扶助 警察署 3

38 施設管理課 刑事訴訟法第197条第2項 容姿・特徴 警察署 1

39 業務課 刑事訴訟法第197条第2項 水道契約状況の有無 警察署 1

7,572合　　　　計
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期　間 平成28年10月分

所属課 根拠法令等
外部提供した
個人情報の項目

外部提供先 件　数

1
市民課

（市民係）
地方税法第20条の11

除籍謄本、住民票（除票）、未納
明細書、所得課税状況等調査回答
書、名寄帳、改製原戸籍謄本、全
部証明書、除籍全部事項証明書、
全部事項証明書、（全部）一部事
項証明書

都県税事務所、他自
治体、県

96

2
市民課

（市民係）
戸籍法第10条の2第2項

全部（一部）事項証明書、改製原
戸籍謄本、除籍謄本、除籍全部事
項証明書、廃棄済証明

他自治体、県、国、
福祉事務所、税務署

49

3
市民課

（市民係）
生活保護法第29条

全部事項証明書、除籍全部事項証
明書、改製原戸籍謄本、除籍謄
本、全部証明書、戸籍の附票、住
民票（除票）

福祉事務所、他自治
体

67

4
市民課

（市民係）
国税徴収法第146条の2

住民票（除票）、全部事項証明
書、改製原戸籍謄本、全部証明書 税務署、国税局 11

5
市民課

（市民係）
国民年金法第108条

全部事項証明書、除籍謄本、全部
証明書、住民票（除票）、改製原
戸籍謄本

日本年金機構、年金
事務所

11

6
市民課

（市民係）
厚生年金保険法第100条の2 住民票 年金事務所 1

7
市民課

（市民係）
住民基本台帳法第12条の
2、第20条第3項、第37条

住民票（除票）、全部証明書、
一部証明書、戸籍の附票

他自治体、県、国、（独）
国立病院機構、大学病院、
国立がん研究センター

43

8
市民課

（市民係）
土地改良法第118条第6項

全部（一部）事項証明書、全部
（一部）証明書、改製原戸籍謄
本、住民票、除籍謄本、除籍全部
事項証明書

土地改良事業団体連合会、
他自治体、土地改良区、
県、国

13

9
市民課

（市民係）
少年法第16条 全部事項証明書 裁判所 1

10
市民課

（市民係）
家事事件手続法第62条、第
289条第5項

除籍謄本 裁判所 1

11
市民課

（市民係）
不動産登記法第138条

改製原戸籍謄本、除籍謄本、全部
証明書、除籍全部事項証明書、全
部事項証明書

法務局 2

12
市民課

（市民係）
民事執行法第18条、第57条 住民票 裁判所 1

13
市民課

（市民係）
労働者災害補償保険法第49
条の3

住民票 労働基準監督署 1

14
市民課

（市民係）
国税通則法第74条の12 住民票（除票）、除籍謄本 税務署 4

15
市民課

（市民係）
空家等対策の推進に関する
特別措置法第10条第3項

改製原戸籍謄本、住民票、除籍謄
本、全部事項証明書、全部証明
書、除籍全部事項証明書

他自治体 7

16
市民課

（戸籍係）
刑事訴訟法第197条第2項

全部事項証明書、全部証明書、除
籍謄本、改製原戸籍謄本、改製原
戸籍附票、住民票

警察署、検察庁、海
上保安部

91

17
市民課

（戸籍係）
刑事訴訟法第507条

全部事項証明書、全部証明書、
住民票

検察庁 2

18
市民課

（戸籍係）
道路交通法第51条の5第2項

全部事項証明書、全部証明書、改
製原戸籍謄本、改製原戸籍附票、
住民票

公安委員会 6

19
市民課

（戸籍係）
更生保護法第30条

全部事項証明書、全部証明
書

保護観察所 3

20
市民課

（戸籍係）
少年法第16条第2項

全部事項証明書、全部証明
書

家庭裁判所 1

21
市民課

（戸籍係）
暴力団員による不当な行為の防
止等に関する法律第36条第4項

全部事項証明書、全部証明
書

公安委員会 2

22
市民課

（戸籍係）
家事事件手続法第58条、第
62条

全部事項証明書、全部証明
書、改製原戸籍謄本

家庭裁判所 2

23
市民課

（戸籍係）
廃棄物の処理及び清掃に関
する法律第23条の5

刑罰の有無、破産者 都道府県 1

24 税務課 地方税法第20条の11
収入状況、固定資産の所有
状況

他自治体、県税事務
所

191
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2
市民課

（市民係）
戸籍法第10条の2第2項

全部（一部）事項証明書、改製原
戸籍謄本、除籍謄本、除籍全部事
項証明書、廃棄済証明

他自治体、県、国、
福祉事務所、税務署

49

25 税務課 国民健康保険法第113条の2 収入状況 他自治体 51

26 税務課 介護保険法第203条 収入状況
他自治体、介護保険
広域連合

34

27 税務課
高齢者の医療の確保に関する
法律第138条第１項

氏名、住所、収入状況、固
定資産の所有状況

後期高齢者医療広域
連合

15

28 税務課 生活保護法第29条
収入状況、固定資産の所有
状況

福祉事務所 16

29 税務課 国税通則法第74条の12 固定資産の所有状況 税務署 27

30 税務課 国税徴収法146条の2
収入状況、固定資産の所有
状況

税務署 26

31 税務課 道路交通法第51条の5第2項
収入状況、固定資産の所有
状況

公安委員会 1

32 税務課
民事執行法第18条第2項、
第57条第4項

家屋見取図 福岡地方裁判所 1

33 収税課 地方税法第20条の11 納税状況 他自治体 37

34 収税課 国税徴収法第146条の2 納税状況 税務署 10

35 生活環境課
狂犬病予防法施行令第2条の2
第2項

氏名、住所、電話番号、そ
の他

他自治体 9

36 国保年金課
国民年金法第12条第4項及
び第5項

基礎年金番号、住所（異動前、異
動後）、氏名（変更前、変更
後）、生年月日、死亡年月日

日本年金機構 183

37 国保年金課 住民基本台帳法第37条
基礎年金番号、住所、住所異動年
月日、氏名、通称名、性別、生年
月日、国籍、在留資格

日本年金機構 21

38 国保年金課 刑事訴訟法第197条第2項
住所、氏名、連絡先、記号番
号、加入期間、受診記録

警察署 1

39 子ども課 児童扶養手当法第30条
氏名、生年月日、住所、児童
名、所得状況、手当受給状況、
住所異動情報

他自治体 3

40 福祉保護課 地方税法第20条の11 公的扶助 県税事務所 1

41 福祉保護課 刑事訴訟法第197条第2項 公的扶助 警察署 1

42 施設管理課 刑事訴訟法第197条第2項 容姿・特徴 警察署 1

43 業務課 刑事訴訟法第197条第2項
水道契約状況の有無、水道契約年
月日、使用者名義、住所、料金支
払方法

警察署 6

44 警防課 刑事訴訟法第197条第2項 受信録音データ 警察署 1

1,052合　　　　計
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期　間 平成28年11月分

所属課 根拠法令等
外部提供した
個人情報の項目

外部提供先 件　数

1
市民課

（市民係）
地方税法第20条の11

住民票（除票）、除籍全部事項証
明書、全部（一部）事項証明書、
除籍謄本、改製原戸籍謄本、全部
（一部）証明書、戸籍の附票、所
得課税状況等調査回答書

県税事務所、他自治
体

92

2
市民課

（市民係）
戸籍法第10条の2第2項

全部（一部）事項証明書、除籍謄
本、改製原戸籍謄本、廃棄証明書 他自治体、都県、国 32

3
市民課

（市民係）
生活保護法第29条

住民票（除票）、全部事項証明
書、除籍全部事項証明書、除籍謄
本、改製原戸籍謄本、全部証明
書、戸籍の附票、合併証明書、住
居表示変更証明書

福祉事務所 58

4
市民課

（市民係）
国税徴収法第146条の2

住民票（除票）、全部事項証明
書、改製原戸籍謄本、全部証明
書、戸籍の附票

税務署、国税局、他
自治体

10

5
市民課

（市民係）
介護保険法第143条、第203
条

住民票、全部事項証明書、除籍全
部事項証明書、除籍謄本、改製原
戸籍謄本、全部証明書

他自治体 5

6
市民課

（市民係）
国民年金法第108条

住民票、全部事項証明書、除籍謄
本、改製原戸籍謄本、全部（一
部）証明書

日本年金機構、年金
事務所

10

7
市民課

（市民係）
住民基本台帳法第12条の
2、第20条第3項、第37条

住民票（除票）、全部（一部）証
明書、戸籍の附票、合併証明書

国、都県、他自治
体、福祉事務所

35

8
市民課

（市民係）
国土調査法第23条第3項

住民票、全部事項証明書、改製原
戸籍謄本、全部（一部）証明書、
戸籍の附票

他自治体 2

9
市民課

（市民係）
土地改良法第118条第6項

住民票、全部事項証明書、改正原
戸籍謄本、全部証明書、戸籍の附
票

他自治体、土地改良
事業団

4

10
市民課

（市民係）
農業委員会等に関する法律
第36条

住民票 農業委員会 1

11
市民課

（市民係）
家事事件手続法第62条、第
289条第5項

全部証明書、除籍謄本、改
製原戸籍謄本、全部証明書

裁判所 3

12
市民課

（戸籍係）
更生保護法第30条 全部事項証明書 保護観察所 1

13
市民課

（戸籍係）
入会林野等に係る権利関係の近
代化の助長に関する法律第25条

全部事項証明書、改製原戸
籍謄本、全部証明書

他自治体 1

14
市民課

（戸籍係）
賃金の支払の確保等関する法律
第12条の2

住民票 他自治体 1

15
市民課

（市民係）
労働保険の保険料の徴収等
に関する法律第43条の2

住民票 労働基準監督署 1

16
市民課

（市民係）
地方公務員法第8条 住民票 他自治体 1

17
市民課

（市民係）
国税通則法第74条の12 住民票 税務署 2

18
市民課

（戸籍係）
刑事訴訟法第197条第2項

全部事項証明書、全部証明書、除
籍謄本、改製原戸籍謄本、改製原
戸籍附票、住民票

警察署、検察庁、海上保安
部、厚生局麻薬取締部 99

19
市民課

（戸籍係）
刑事訴訟法第507条

全部事項証明書、全部証明
書

検察庁 3

20
市民課

（戸籍係）
道路交通法第51条の5第2項

全部事項証明書、全部証明書、
住民票

公安委員会 4

21
市民課

（戸籍係）
更生保護法第30条

全部事項証明書、全部証明
書

保護観察所 1

22
市民課

（戸籍係）
更生保護法第28条

全部事項証明書、全部証明
書

地方更生保護委員会 1

23
市民課

（戸籍係）
暴力団員による不当な行為の防
止等に関する法律第36条第4項

全部事項証明書、全部証明
書

公安委員会 3

24
市民課

（戸籍係）
家事事件手続法第58条、第
62条

全部事項証明書、改製原戸
籍謄本

家庭裁判所 1
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9
市民課

（市民係）
土地改良法第118条第6項

住民票、全部事項証明書、改正原
戸籍謄本、全部証明書、戸籍の附
票

他自治体、土地改良
事業団

4

25
市民課

（戸籍係）
廃棄物の処理及び清掃に関
する法律第23条の5

刑罰の有無、破産者 都道府県 3

26 税務課 地方税法第20条の11
収入状況、固定資産の所有
状況

他自治体、県税事務
所

116

27 税務課 国民健康保険法第113条の2 収入状況 他自治体 71

28 税務課 介護保険法第203条 収入状況
他自治体、介護保険
広域連合

17

29 税務課
高齢者の医療の確保に関する
法律第138条第１項

氏名、住所、収入状況、固
定資産の所有状況

後期高齢者医療広域
連合

6

30 税務課 生活保護法第29条
収入状況、固定資産の所有
状況

福祉事務所 14

31 税務課 国税徴収法146条の2 固定資産の所有状況 税務署 25

32 税務課 道路交通法第51条の5第2項
収入状況、固定資産の所有
状況

公安委員会 4

33 税務課
民事執行法第18条第2項、
第57条第4項

家屋見取図 福岡地方裁判所 3

34 収税課 地方税法第20条の11 納税状況 他自治体、県 35

35 収税課 国税徴収法第146条の2 納税状況 税務署 5

36 生活環境課
狂犬病予防法施行令第2条の2
第2項

氏名、住所、電話番号、そ
の他

他自治体 7

37 国保年金課
国民年金法第12条第3項、
第4項及び第5項

基礎年金番号、住所（異動前、異
動後）、氏名（変更前、変更
後）、生年月日、死亡年月日

日本年金機構 220

38 国保年金課 国民年金法第108条
所得金額、扶養親族数、控除額
（被保険者、配偶者、世帯主） 日本年金機構 5,712

39 国保年金課 住民基本台帳法第37条
基礎年金番号、住所、住所異動年
月日、氏名、通称名、性別、生年
月日、国籍、在留資格

日本年金機構 15

40 子ども課 児童扶養手当法第30条
氏名、生年月日、住所、児童
名、所得状況、手当受給状況、
住所異動情報

他自治体 1

41 業務課 刑事訴訟法第197条第2項 水道契約状況の有無 警察署 1

42 福祉保護課
非訟事件手続法第121条第3項
刑事訴訟法第507条

公的扶助 検察庁 1

43 会計課 国税徴収法第141条第3号
氏名、住所、財産状況、取
引状況

県税事務所 2

6,629合　　　　計
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期　間 平成28年12月分

所属課 根拠法令等
外部提供した
個人情報の項目

外部提供先 件　数

1
市民課

（市民係）
地方税法第20条の11

住民票（除票）、改製原戸籍謄
本、除籍全部事項証明書、除籍謄
本、全部（一部）事項証明書、全
部（一部）証明書、戸籍の附票

都県、県税事務所、
他自治体

69

2
市民課

（市民係）
戸籍法第10条の2第2項

改製原戸籍謄本、除籍全部事項証
明書、除籍謄本、全部事項証明書

国、県、他自治体、
刑務所

30

3
市民課

（市民係）
生活保護法第29条

住民票（除票）、改製原戸籍謄
本、除籍謄本、全部（一部）事項
証明書、全部証明書、戸籍の附票

福祉事務所 55

4
市民課

（市民係）
国税徴収法第146条の2

住民票（除票）、住民票記
載事項証明書

税務署、国税局、他
自治体

7

5
市民課

（市民係）
介護保険法第143条、第203
条

住民票、改製原戸籍謄本、除籍全
部事項証明書、除籍謄本、全部事
項証明書

他自治体 6

6
市民課

（市民係）
国民年金法第108条

住民票、改製原戸籍謄本、除籍全
部事項証明書、除籍謄本、全部事
項証明書

日本年金機構 7

7
市民課

（市民係）
厚生年金保険法第100条の2 住民票、全部事項証明書 日本年金機構 3

8
市民課

（市民係）
住民基本台帳法第12条の
2、第20条第3項、第37条

住民票（除票）、全部（一部）
証明書、住居表示変更証明書、
合併証明書

国、県、他自治体、国
立病院機構

31

9
市民課

（市民係）
国土調査法第23条第3項

全部事項証明書、全部証明
書

他自治体 2

10
市民課

（市民係）
土地改良法第118条第6項

住民票、改正原戸籍謄本、
除籍謄本

国、他自治体、土地
改良事業団

7

11
市民課

（市民係）
関税法第105条の2、第119
条第2項

住民票、全部事項証明書、
全部証明書

審理事務所 1

12
市民課

（市民係）
刑事訴訟法第197条、第507
条

住民票、全部事項証明書、
全部証明書

検察庁 3

13
市民課

（市民係）
国税通則法第74条の12

住民票、改製原戸籍謄本、除籍
全部事項証明書、戸籍の附票

税務署 2

14
市民課

（市民係）
国税犯則取締法第1条第3項 住民票 国税局 1

15
市民課

（戸籍係）
刑事訴訟法第197条第2項

全部事項証明書、全部証明書、除
籍謄本、改製原戸籍謄本、改製原
戸籍附票、住民票、破産の有無

警察署、検察庁、海上
保安庁、保護観察所

80

16
市民課

（戸籍係）
道路交通法第51条の5第2項

全部事項証明書、全部証明書、改
製原戸籍謄本、改製原戸附票、住
民票

公安委員会 8

17
市民課

（戸籍係）
更生保護法第30条

全部事項証明書、全部証明
書

保護観察所 2

18
市民課

（戸籍係）
暴力団員による不当な行為の防
止等に関する法律第36条第4項

全部事項証明書、全部証明
書

公安委員会 1

19
市民課

（戸籍係）
少年法第6条の4

全部事項証明書、改製原戸
籍謄本、破産の有無

警察署 1

20
市民課

（戸籍係）
国税徴収法第146条の2

全部事項証明書、全部証明
書

警察署 1

21 税務課 地方税法第20条の11
収入状況、固定資産の所有
状況

他自治体、県税事務
所

40

22 税務課 国民健康保険法第113条の2 収入状況 他自治体 65

23 税務課 介護保険法第203条 収入状況
他自治体、介護保険
広域連合

22

24 税務課
高齢者の医療の確保に関する
法律第138条第１項

氏名、住所、固定資産の所
有状況

後期高齢者医療広域
連合

8

25 税務課 生活保護法第29条
収入状況、固定資産の所有
状況

福祉事務所 14
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26 税務課 国税徴収法146条の2
収入状況、固定資産の所有
状況

税務署、日本年金機
構

11

27 税務課
国税通則法第74条の3、第
74条の12

固定資産の所有状況 税務署 31

28 税務課 道路交通法第51条の5第2項
収入状況、固定資産の所有
状況

公安委員会 4

29 収税課 地方税法第20条の11 納税状況 他自治体 20

30 収税課 国税徴収法第146条の2 納税状況 税務署 5

31 生活環境課
狂犬病予防法施行令第2条の2
第2項

氏名、住所、電話番号、そ
の他

他自治体 8

32 国保年金課
国民年金法第12条第3項、
第4項及び第5項

基礎年金番号、住所（異動前、異
動後）、氏名（変更前、変更
後）、生年月日、死亡年月日

日本年金機構 260

33 国保年金課 住民基本台帳法第37条
基礎年金番号、住所、住所異動年
月日、氏名、通称名、性別、生年
月日、国籍、在留資格

日本年金機構 24

34 国保年金課 刑事訴訟法第197条第2項 住所、氏名 警察署 1

35 子ども課 児童扶養手当法第30条
氏名、生年月日、住所、児童
名、所得状況、手当受給状況、
住所異動情報

他自治体 1

36 福祉保護課 刑事訴訟法第507条
公的扶助、取引状況、住
所、電話番号

最高検察庁 1

37 業務課 刑事訴訟法第197条第2項
水道契約状況の有無、水道契約年
月日、使用者名義、住所、料金支
払方法

警察署 5

837合　　　　計
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期　間 平成29年1月分

所属課 根拠法令等
外部提供した
個人情報の項目

外部提供先 件　数

1
市民課

（市民係）
地方税法第20条の11

住民票（除票）、改製原戸籍謄
本、除籍謄本、全部事項証明書、
全部証明書、戸籍の附票

府県税事務所、他自
治体、県

57

2
市民課

（市民係）
戸籍法第10条の2第2項

改製原戸籍謄本、除籍謄本、除籍
全部事項証明書、全部事項証明
書、全部（一部）事項証明書

県、他自治体 36

3
市民課

（市民係）
生活保護法第29条

住民票、改製原戸籍謄本、除籍全
部事項証明書、除籍謄本、全部事
項証明書、全部証明書、戸籍の附
票

県、福祉事務所 68

4
市民課

（市民係）
国税徴収法第146条の2

住民票（除票）、住民票記載事項
証明書、全部事項証明書、全部証
明書

税務署、他自治体 11

5
市民課

（市民係）
介護保険法第143条、第203
条

改製原戸籍謄本、除籍全部事項証
明書、除籍謄本、全部（一部）事
項証明書、全部証明書

他自治体 5

6
市民課

（市民係）
国民年金法第108条

住民票(除票)、改製原戸籍謄本、
除籍全部事項証明書、除籍謄本、
全部事項証明書

日本年金機構、年金
事務所

6

7
市民課

（市民係）
国民健康保険法第113条の2 改製原戸籍謄本 他自治体 1

8
市民課

（市民係）
住民基本台帳法第12条の
2、第20条第3項、第37条

住民票(除票)、全部（一部）証明
書、住居表示変更証明書、合併証
明書

県、他自治体 29

9
市民課

（市民係）
国土調査法第23条第3項

住民票、改製原戸籍謄本、除籍全
部事項証明書、除籍謄本、全部事
項証明書、全部証明書

他自治体 6

10
市民課

（市民係）
土地改良法第118条第6項

改製原戸籍謄本、除籍謄本、全部
（一部）事項証明書、一部証明書 県、土地改良事業団 8

11
市民課

（市民係）
少年法第16条

全部事項証明書、全部証明
書

家庭裁判所 1

12
市民課

（市民係）
農業委員会等に関する法律
第36条

改製原戸籍謄本、全部事項証明
書、全部証明書、戸籍の附票

農業委員会 1

13
市民課

（市民係）
家事事件手続法第62条、第
289条第5項

改正原戸籍謄本、除籍謄本 家庭裁判所 1

14
市民課

（市民係）
不動産登記法第138条 住民票、除籍謄本 他自治体 2

15
市民課

（市民係）
老人福祉法第36条 改正原戸籍謄本 他自治体 1

16
市民課

（市民係）
国税通則法第74条の12

住民票、改製原戸籍謄本、全部事
項証明書、全部証明書、戸籍の附
票

税務署 3

17
市民課

（市民係）
国税犯則取締法 住民票 国税局 1

18
市民課

（戸籍係）
刑事訴訟法第197条第2項

全部事項証明書、全部証明書、除
籍謄本、改製原戸籍謄本、改製原
戸籍附票、住民票、破産の有無

警察署、検察庁 94

19
市民課

（戸籍係）
道路交通法第51条の5第2項

全部事項証明書、全部証明書、改
製原戸籍謄本、改製原戸附票、住
民票

公安委員会 9

20
市民課

（戸籍係）
暴力団員による不当な行為の防
止等に関する法律第36条第4項

全部事項証明書、全部証明
書

公安委員会 5

21 税務課 地方税法第20条の11
収入状況、固定資産の所有
状況

他自治体、県税事務
所

24

22 税務課 国民健康保険法第113条の2 収入状況 他自治体 44

23 税務課 介護保険法第203条 収入状況
他自治体、介護保険
広域連合

20

24 税務課
高齢者の医療の確保に関する
法律第138条第１項

氏名、住所、固定資産の所
有状況

後期高齢者医療広域
連合

10

25 税務課 生活保護法第29条
収入状況、固定資産の所有
状況

福祉事務所 30
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7
市民課

（市民係）
国民健康保険法第113条の2 改製原戸籍謄本 他自治体 1

26 税務課 国税徴収法146条の2
収入状況、固定資産の所有
状況

税務署 10

27 税務課
国税通則法第74条の3、第
74条の12

固定資産の所有状況 税務署 5

28 税務課 道路交通法第51条の5第2項
収入状況、固定資産の所有
状況

公安委員会 5

29 税務課
民事執行法第18条第2項、
第57条第4項

家屋見取図 地方裁判所 3

30 収税課 地方税法第20条の11 納税状況 他自治体 10

31 収税課 国税徴収法第146条の2 納税状況 税務署 15

32 生活環境課
狂犬病予防法施行令第2条の2
第2項

氏名、住所、電話番号、そ
の他

他自治体 2

33 国保年金課
国民年金法第12条第3項、
第4項及び第5項

基礎年金番号、住所（異動前、異
動後）、氏名（変更前、変更
後）、生年月日、死亡年月日

日本年金機構 207

34 国保年金課 住民基本台帳法第37条
基礎年金番号、住所、住所異動年
月日、氏名、通称名、性別、生年
月日、国籍、在留資格

日本年金機構 170

35 国保年金課 刑事訴訟法第507条

住所、氏名、生年月日、国保加入
有無、証記号番号、加入日、更新
時期、保険料納付方法、滞納有
無、医療機関受信状況

福岡地方検察庁 1

36 子ども課 児童扶養手当法第30条
氏名、生年月日、住所、児童名、
所得状況、手当受給状況、住所異
動情報

他自治体 1

37 業務課 刑事訴訟法第197条第2項
水道契約状況の有無、水道契約年
月日、使用者名義、住所、使用水
量、料金支払方法

警察署 3

905合　　　　計
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期　間 平成29年2月分

所属課 根拠法令等
外部提供した
個人情報の項目

外部提供先 件　数

1
市民課

（市民係）
地方税法第20条の11

住民票（除票）、改製原戸籍謄
本、除籍全部事項証明書、除籍謄
本、全部（一部）事項証明書、全
部（一部）証明書、戸籍の附票

国、都、県、県税事
務所、他自治体

64

2
市民課

（市民係）
戸籍法第10条の2第2項

改製原戸籍謄本、除籍謄抄本、
全部（一部）事項証明書 国、県、他自治体 28

3
市民課

（市民係）
生活保護法第29条

住民票（除票）、改製原戸籍謄
本、除籍全部事項証明書、除籍謄
本、全部事項証明書、全部証明
書、戸籍の附票

福祉事務所、他自治
体

86

4
市民課

（市民係）
国税徴収法第146条の2 住民票

都、税務署、他自治
体

11

5
市民課

（市民係）
介護保険法第143条、第203
条

改製原戸籍謄本、全部事項証明
書、除籍全部事項証明書、住民票 他自治体 4

6
市民課

（市民係）
国民年金法第108条

住民票（除票）、改製原戸籍謄
本、除籍全部事項証明書、全部事
項証明書、一部証明書、

日本年金機構 11

7
市民課

（市民係）
住民基本台帳法第12条の
2、第20条第3項、第37条

住民票（除票）、全部（一
部）証明書

国、県、他自治体 23

8
市民課

（市民係）
国土調査法第23条第3項

住民票、改製原戸籍謄本、除籍全
部事項証明書、除籍謄本、全部事
項証明書、全部（一部）証明書

他自治体 6

9
市民課

（市民係）
土地改良法第118条第6項

改製原戸籍謄本、全部（一部）事
項証明書、一部証明書 国、土地改良事業団 2

10
市民課

（市民係）
更生保護法第30条

全部事項証明書、全部証明
書

国 2

11
市民課

（市民係）
不動産登記法第138条

改製原戸籍謄本、除籍謄本、全部
（一部）事項証明書、全部（一
部）証明書

県、他自治体 3

12
市民課

（市民係）
児童虐待の防止等に関する
法律第13条の3

全部事項証明書、全部証明
書

県 1

13
市民課

（市民係）
老人福祉法第36条 全部証明書 他自治体 1

14
市民課

（市民係）
廃棄物の処理及び清掃に関
する法律第23条の5

住民票 県 1

15
市民課

（市民係）
労働者災害補償保険法第49
条の3

住民票 国、県 2

16
市民課

（市民係）
農地法第48条

改製原戸籍謄本、全部事項
証明書、全部証明書

他自治体 1

17
市民課

（市民係）
地方公務員法第8条 住民票 他自治体 1

18
市民課

（市民係）
国税通則法第74条の12

住民票、改製原戸籍謄本、除籍全
部事項証明書、全部事項証明書、
全部証明書

5

19
市民課

（市民係）
空家等対策の推進に関する
特別措置法第10条第3項

改製原戸籍謄本、住民票、除籍謄
本、全部事項証明書、全部証明
書、戸籍の附票

他自治体 5

20
市民課

（戸籍係）
刑事訴訟法第197条第2項

全部事項証明書、全部証明書、改
製原戸籍謄本、改製原戸籍附票、
住民票

警察署、検察庁 80

21
市民課

（戸籍係）
刑事訴訟法第507条

全部事項証明書、全部証明
書

検察庁 2

22
市民課

（戸籍係）
道路交通法第51条の5第2項 住民票 公安委員会 3

23
市民課

（戸籍係）
廃棄物の処理及び清掃に関
する法律第23条の5

刑罰の有無、破産者、成年
後見

県、市 2

24 税務課 地方税法第20条の11
収入状況、固定資産の所有
状況

収入状況、固定資
産の所有状況

12

25 税務課 国民健康保険法第113条の2 収入状況 他自治体 54
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26 税務課 介護保険法第203条 収入状況
他自治体、介護保険
広域連合

20

27 税務課
高齢者の医療の確保に関する
法律第138条第１項

氏名、住所、固定資産の所
有状況

後期高齢者医療広域
連合

99

28 税務課 生活保護法第29条
収入状況、固定資産の所有
状況

福祉事務所 11

29 税務課 国税徴収法146条の2
収入状況、固定資産の所有
状況

税務署 15

30 税務課
国税通則法第74条の3、74
条の12

固定資産の所有状況 税務署 7

31 税務課 道路交通法第51条の5第2項
収入状況、固定資産の所有
状況

公安委員会 3

32 税務課 刑事訴訟法第197条第2項
収入状況、軽自動車の所有
状況

県警察本部 1

33 税務課
民事執行法第18条第2項、
第57条第4項

家屋見取図 福岡地方裁判所 1

34 収税課 地方税法第20条の11 納税状況 他自治体・県 14

35 収税課 国税徴収法第146条の2 納税状況 税務署 5

36 生活環境課
狂犬病予防法施行令第2条の2
第2項

氏名、住所、電話番号、そ
の他

他自治体 13

37 国保年金課 国民年金法第12条第4項
基礎年金番号、住所（異動前、異
動後）、氏名（変更前、変更
後）、生年月日、死亡年月日

日本年金機構、年金
事務所

191

38 国保年金課 住民基本台帳法第37条 住所、住所異動年月日
日本年金機構、年金
事務所

17

39 国保年金課 刑事訴訟法第197条第2項
加入の有無、資格取得日、
加入月数、受診記録

警察署 1

40 警備課 刑事訴訟法第197条第2項
救急出場報告書、救急出場
記録票

警察署 1

41 業務課 刑事訴訟法第197条第2項
水道契約状況の有無、水道契約年
月日、使用者名義、住所、使用水
量、料金支払方法

警察署 3

42 子ども課 児童扶養手当法第30条
氏名、生年月日、住所、児童名、
所得状況、手当受給状況、住所異
動情報

他自治体 3

815合　　　　計
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期　間 平成29年3月分

所属課 根拠法令等
外部提供した
個人情報の項目

外部提供先 件　数

1
市民課

（市民係）
地方税法第20条の11

住民票（除票）、改製原戸籍謄
本、除籍全部事項証明書、除籍謄
本、全部事項証明書、全部証明
書、戸籍の附票

県税事務所、他自治
体

53

2
市民課

（市民係）
戸籍法第10条の2第2項

改製原戸籍謄本、除籍謄抄本、
全部（一部）事項証明書

国 、県 、他自治体 19

3
市民課

（市民係）
生活保護法第29条

住民票（除票）、改製原戸籍謄
本、除籍全部事項証明書、除籍謄
本、全部事項証明書、全部証明
書、戸籍の附票

福祉事務所 79

4
市民課

（市民係）
国税徴収法第146条の2

住民票、改正原戸籍謄本、
全部証明書

税務署 5

5
市民課

（市民係）
介護保険法第143条、第203
条

住民票、改製原戸籍謄本、除籍全
部事項証明書、全部（一部）事項
証明書、全部証明書

他自治体 5

6
市民課

（市民係）
国民年金法第108条

住民票、改製原戸籍謄本、除籍謄
本、除籍全部事項証明書、全部事
項証明書、全部証明書

日本年金機構、年金
事務所

15

7
市民課

（市民係）
厚生年金保険法第100条の2 戸籍の附票 日本年金機構 1

8
市民課

（市民係）
国民健康保険法第113条の2 住民票 他自治体 1

9
市民課

（市民係）
住民基本台帳法第12条の
2、第20条第3項、第37条

住民票（除票）、全部（一部）
証明書、戸籍の附票

国、県、他自治体 24

10
市民課

（市民係）
国土調査法第23条第3項

改製原戸籍謄本、除籍謄本、全
部事項証明書、全部証明書

他自治体 5

11
市民課

（市民係）
土地改良法第118条第6項

住民票、除籍全部事項証明書、除
籍謄本、全部（一部）事項証明
書、一部証明書

県、他自治体、土地改
良事業団

10

12
市民課

（市民係）
関税法第105条の2、第119
条第2項

改製原戸籍謄本、全部事項証明
書、一部証明書、戸籍の附票 国 1

13
市民課

（市民係）
少年法第16条 全部事項証明書 裁判所 1

14
市民課

（市民係）
道路交通法第51条の5 住民票 警察署 1

15
市民課

（市民係）
不動産登記法第138条

住民票、改製原戸籍謄本、除籍全
部事項証明書、除籍謄本、全部事
項証明書、全部証明書

県、他自治体 7

16
市民課

（市民係）
児童虐待の防止等に関する
法律第13条の3

住民票 県 1

17
市民課

（市民係）
老人福祉法第36条

改製原戸籍謄本
全部事項証明書
全部証明書

他自治体 1

18
市民課

（市民係）
労働者災害補償保険法第49
条の3

改製原戸籍謄本
除籍全部事項証明書

県 1

19
市民課

（市民係）
公害健康被害の補償に関す
る法律第143条

住民票 他自治体 1

20
市民課

（市民係）
農地法第48条 住民票、全部証明書 県 1

21
市民課

（市民係）
国税通則法第74条の12

住民票、改製原戸籍謄本、全部事
項証明書、全部証明書 税務署 5

22
市民課

（市民係）
空家等対策の推進に関する
特別措置法第10条第3項

改製原戸籍謄本、除籍謄本、全部
事項証明書、全部証明書 他自治体 4

23
市民課

（戸籍係）
刑事訴訟法第197条第2項

全部事項証明書、全部証明書、改
製原戸籍謄本、改製原戸籍附票、
除籍謄本、住民票、破産の有無

警察署、検察庁 98

24
市民課

（戸籍係）
刑事訴訟法第507条

全部事項証明書、全部証明
書

検察庁 1

25
市民課

（戸籍係）
暴力団員による不当な行為の防
止等に関する法律第36条第4項

全部事項証明書、全部証明書、改
製原戸籍謄本、改製原戸籍附票 公安委員会 2
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26
市民課

（戸籍係）
道路交通法第51条の5第2項

全部事項証明書、全部証明書、改
製原戸籍謄本、改製原戸籍附票 公安委員会 6

27
市民課

（戸籍係）
刑事収容施設及び被収容者等
の処遇に関する法律第91条

全部事項証明書、全部証明書、改
製原戸籍謄本、改製原戸籍附票 刑務所 1

28
市民課

（戸籍係）
廃棄物の処理及び清掃に関
する法律第23条の5

刑罰の有無 県 1

29 生活環境課
狂犬病予防法施行令第2条の2
第2項

氏名、住所、電話番号、そ
の他

他自治体 8

30 国保年金課 国民年金法第12条第4項
基礎年金番号、住所（異動前、異
動後）、氏名（変更前、変更
後）、生年月日、死亡年月日

日本年金機構 568

31 国保年金課 住民基本台帳法第37条
基礎年金番号、住所、住所異動年
月日、氏名、通称名、性別、生年
月日、国籍、在留資格

日本年金機構 23

32 保護援護課 刑事訴訟法第197条第2項 公的扶助 警察署 2

33 施設管理課 刑事訴訟法第197条第2項 容姿・特徴 警察署 1

34 収税課 地方税法第20条の11 納税状況 他自治体 10

35 収税課 国税徴収法第141条 納税状況 税務署 4

36 税務課 地方税法第20条の11
収入状況、固定資産の所
有状況

収入状況、固定資
産の所有状況

13

37 税務課 国民健康保険法第113条の2 収入状況 他自治体 89

38 税務課 介護保険法第203条 収入状況
他自治体、
介護保険広域連合

30

39 税務課
高齢者の医療の確保に関する
法律第138条第１項

氏名、住所、収入状況、固
定資産の所有状況

後期高齢者医療広域
連合

10

40 税務課 生活保護法第29条
収入状況、固定資産の所
有状況

福祉事務所 19

41 税務課 国税徴収法146条の2
収入状況、固定資産の所
有状況

税務署 5

42 税務課
国税通則法第74条の3、74
条の12

固定資産の所有状況 税務署 22

43 税務課 道路交通法第51条の5第2項
収入状況、固定資産の所有
状況

公安委員会 4

44 税務課 刑事訴訟法第197条第2項
収入状況、軽自動車の所有
状況

県警察本部 1

45 税務課
民事執行法第18条第2項、
第57条第4項

家屋見取図 福岡地方裁判所 6

46 子ども課 児童扶養手当法第30条
氏名、生年月日、住所、児童名、
所得状況、手当受給状況、住所異
動情報

他自治体 3

1,168合　　　　計
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期　間 平成28年4月分

所属課 欠格事項を定めた法令等
外部提供した

個人情報の項目
外部提供先 件　数

1 市民課
宅地建物取引業法第5条、
第18条

刑罰の有無 都道府県 8

2 市民課
廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第7条第5項、第14条の2

成年後見、破産者、刑罰の
有無

県、自治体 5

3 市民課 警備業法第3条 刑罰の有無 警察署 2

4 市民課 古物営業法第4条 破産者、刑罰の有無 警察署 4

5 市民課
銃砲刀剣類所持等取締法第
5条

刑罰の有無 警察署 1

6 市民課
風俗営業等の規制及び業務の
適正化等に関する法律第4条

刑罰の有無 警察署 2

7 市民課
労働者派遣事業の適正な運営の確保
及び派遣労働者の保護等に関する法
律第6条

刑罰の有無 労働局 2

8 市民課 専門委員規則第2条 刑罰の有無 裁判所 1

9 市民課
貸金業法第6条、第24条の
27

刑罰の有無 金融庁、都道府県 2

27

期　間 平成28年5月分

所属課 欠格事項を定めた法令等
外部提供した

個人情報の項目
外部提供先 件　数

1 市民課
宅地建物取引業法第5条、
第18条

刑罰の有無 都道府県 9

2 市民課
廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第7条第5項、第14条の2

成年後見、破産者、刑罰の
有無

都道府県、政令市 10

3 市民課 警備業法第3条 刑罰の有無 警察署 4

4 市民課 古物営業法第4条 刑罰の有無 警察署 4

5 市民課 古物営業法第6条
本籍、生年月日、氏名、性
別、住所、死亡年月日

警察署 2

6 市民課 建設業法第8条 刑罰の有無 都道府県 2

7 市民課 金融商品取引法第29条 刑罰の有無 財務局 1

8 市民課
風俗営業等の規則及び業務の
適正化等に関する法律第4条

刑罰の有無、成年後見 警察署 1

33

合　　　計

５ 外部提供（法令等に欠格事項について定めのあるもの）

合　　　計
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期　間 平成28年6月分

所属課 欠格事項を定めた法令等
外部提供した

個人情報の項目
外部提供先 件　数

1 市民課
宅地建物取引業法第5条、第18
条

刑罰の有無 都道府県 7

2 市民課
廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第7条第5項、第14条、第14
条の2

成年後見、破産者、刑罰の
有無

都道府県、自治体 12

3 市民課 警備業法第3条 刑罰の有無 警察署 4

4 市民課 古物営業法第4条 刑罰の有無 警察署 7

5 市民課
銃砲刀剣類所持等取締法第5
条

刑罰の有無 警察署 8

6 市民課
風俗営業等の規則及び業務の適
正化等に関する法律第4条

刑罰の有無 警察署 1

39

期　間 平成28年7月分

所属課 欠格事項を定めた法令等
外部提供した

個人情報の項目
外部提供先 件　数

1 市民課
宅地建物取引業法第5条、
第18条

刑罰の有無 県、国 15

2 市民課
廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第7条第5項、第14条、第14
条の2

破産者、刑罰の有無 県 3

3 市民課 警備業法第3条 刑罰の有無 警察署 4

4 市民課 古物営業法第4条 刑罰の有無 警察署 8

5 市民課
銃砲刀剣類所持等取締法第
5条

刑罰の有無 警察署 12

6 市民課
風俗営業等の規則及び業務の適
正化等に関する法律第4条

刑罰の有無 警察署 1

7 市民課 競馬法施行規則第15条 刑罰の有無 地方競馬全国協会 1

8 市民課
労働者派遣事業の適正な運営の
確保及び派遣労働者の保護等に
関する法律第6条

刑罰の有無 労働局 1

9 市民課 建設業法第8条 刑罰の有無 県 1

10 市民課
地方公務員法第9条の2、第
16条

刑罰の有無 県 1

11 市民課 公職選挙法第11条 刑罰の有無 県 1

48

合　　　計

合　　　計
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期　間 平成28年8月分

所属課 欠格事項を定めた法令等
外部提供した

個人情報の項目
外部提供先 件　数

1 市民課
宅地建物取引業法第5条、
第18条

刑罰の有無 都道府県 15

2 市民課
廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第7条第5項、第14条、第14
条の2

破産者、刑罰の有無 都道府県 7

3 市民課
風俗営業等の規則及び業務の適
正化等に関する法律第4条

刑罰の有無 警察署 3

4 市民課 警備業法第3条 刑罰の有無 警察署 2

5 市民課 古物営業法第4条 刑罰の有無 警察署 2

6 市民課
銃砲刀剣類所持等取締法第
5条

刑罰の有無 警察署 2

7 市民課
貸金業法第6条、第24条の
27

刑罰の有無 財務局、都道府県 2

8 市民課
債権管理回収業に関する特別
措置法第24条、第26条

刑罰の有無 法務省 1

9 市民課
資金決済に関する法律第7
条

刑罰の有無 財務局 1

35

期　間 平成28年9月分

所属課 欠格事項を定めた法令等
外部提供した

個人情報の項目
外部提供先 件　数

1 市民課
宅地建物取引業法第5条、
第18条

刑罰の有無 都道府県 14

2 市民課
廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第7条第5項、第14条、第14
条の2

破産者、刑罰の有無 都道府県 15

3 市民課
風俗営業等の規則及び業務の適
正化等に関する法律第4条

刑罰の有無 警察署 1

4 市民課 警備業法第3条 刑罰の有無 警察署 1

5 市民課 古物営業法第4条
成年後見、破産者、刑罰の
有無

警察署 6

6 市民課
銃砲刀剣類所持等取締法第5
条

刑罰の有無 警察署 10

7 市民課 建設業法第8条 刑罰の有無 都道府県 1

8 市民課
民事調停委員及び家事調停
委員規則　第2条

刑罰の有無 家庭裁判所 2

9 市民課
労働者派遣事業の適正な運営の
確保及び派遣労働者の保護等に
関する法律第6条

刑罰の有無、成年後見 労働局 1

51

合　　　計

合　　　計
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期　間 平成28年10月分

所属課 欠格事項を定めた法令等
外部提供した

個人情報の項目
外部提供先 件　数

1 市民課
宅地建物取引業法第5条、
第18条

刑罰の有無 都道府県 10

2 市民課
廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第7条第5項、第14条、第14
条の2

破産者、刑罰の有無 都道府県 8

3 市民課
風俗営業等の規則及び業務の適
正化等に関する法律　第4条

刑罰の有無 警察署 4

4 市民課 警備業法第3条 刑罰の有無 警察署 3

5 市民課 古物営業法第4条 刑罰の有無 警察署 2

6 市民課
銃砲刀剣類所持等取締法第
5条

刑罰の有無 警察署 14

41

期　間 平成28年11月分

所属課 欠格事項を定めた法令等
外部提供した

個人情報の項目
外部提供先 件　数

1 市民課
宅地建物取引業法第5条、
第18条

刑罰の有無 都道府県 5

2 市民課
廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第7条第5項、第14条、第14
条の2

破産者、刑罰の有無 都道府県 14

3 市民課
風俗営業等の規則及び業務の適
正化等に関する法律第4条

成年後見、破産者、刑罰の
有無

警察署 1

4 市民課 警備業法第3条 刑罰の有無 警察署 3

5 市民課 古物営業法第4条 刑罰の有無 警察署 8

6 市民課
貸金業法第6条、第24条の
27

刑罰の有無 金融庁、財務支局 2

7 市民課 国土利用計画法第39条 破産者、刑罰の有無 労働局 1

8 市民課
銃砲刀剣類所持等取締法第
5条

刑罰の有無 警察署 3

9 市民課
労働者派遣事業の適正な運営の
確保及び派遣労働者の保護等に
関する法律第6条

刑罰の有無 労働局 2

39

合　　　計

合　　　計
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期　間 平成28年12月分

所属課 欠格事項を定めた法令等
外部提供した

個人情報の項目
外部提供先 件　数

1 市民課
宅地建物取引業法第5条、
第18条

刑罰の有無 都道府県 17

2 市民課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第7条第5項、第14条、第14条の2 破産者、刑罰の有無 都道府県 3

3 市民課
風俗営業等の規則及び業務の適
正化等に関する法律第4条

刑罰の有無 警察署 4

4 市民課 警備業法第3条 刑罰の有無 警察署 1

5 市民課 古物営業法第4条 刑罰の有無 警察署 5

6 市民課 貸金業法第3条 刑罰の有無 県、財務支局 2

7 市民課 司法委員規則第2条 刑罰の有無 地方裁判所 2

8 市民課 参与員規則第2条 刑罰の有無 家庭裁判所 1

9 市民課 建設業法第8条 刑罰の有無 府県 2

10 市民課
銃砲刀剣類所持等取締法第
5条

刑罰の有無 警察署 12

49

期　間 平成29年1月分

所属課 欠格事項を定めた法令等
外部提供した

個人情報の項目
外部提供先 件　数

1 市民課
宅地建物取引業法第5条、
第18条

刑罰の有無 都道府県 21

2 市民課 古物営業法第4条 刑罰の有無 警察署 3

3 市民課
風俗営業等の規則及び業務の適
正化等に関する法律　第4条

刑罰の有無 警察署 2

4 市民課 警備業法第3条 刑罰の有無 警察署 3

5 市民課 保護司法第4条 成年後見、刑罰の有無 警察署 1

6 市民課 貸金業法第24条の27 刑罰の有無 金融庁 1

7 市民課 鉄砲刀剣類所持等取締法 刑罰の有無 警察署 1

8 市民課
債権管理回収業に関する特
別措置法第26条

刑罰の有無、成年後見 法務省 1

9 市民課
使用済みの自動車の再資源
化等に関する法律第17条

刑罰の有無 市 1

34

合　　　計

合　　　計

77



期　間 平成29年2月分

所属課 欠格事項を定めた法令等
外部提供した

個人情報の項目
外部提供先 件　数

1 市民課
宅地建物取引業法第5条、
第18条

刑罰の有無
都道府県、地方整備
局長

18

2 市民課
廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第7条第5項、第14条の2 破産者、刑罰の有無 都道府県 3

3 市民課 警備業法第3条 刑罰の有無 警察署 3

4 市民課 古物営業法第4条、第13条 刑罰の有無 警察署 3

5 市民課 銃砲刀剣類所持等取締法第5条 刑罰の有無 警察署 9

6 市民課
司法修習生に関する規則第17
条

成年後見、破産者、刑罰の
有無

裁判所 2

7 市民課 土地改良法第23条 成年後見、刑罰の有無 選挙管理委員会 1

8 市民課
労働者派遣事業の適正な運営の確保
及び派遣労働者の保護等に関する法
律第6条

刑罰の有無 労働局 1

40

期　間 平成29年3月分

所属課 欠格事項を定めた法令等
外部提供した

個人情報の項目
外部提供先 件　数

1 市民課
宅地建物取引業法第5条、
第18条

刑罰の有無 都道府県 12

2 市民課 古物営業法第4条、第13条 刑罰の有無 警察署 4

3 市民課 警備業法第3条 刑罰の有無 警察署 3

4 市民課
銃砲刀剣類所持等取締法第
5条

刑罰の有無 警察署 18

5 市民課
労働者派遣事業の適正な運営の確保
及び派遣労働者の保護等に関する法
律第6条

刑罰の有無 労働局 1

6 市民課
廃棄物の処理及び清掃に関する
法律第7条第5項、第14条の2

破産者、刑罰の有無、成年
後見

都道府県 6

7 市民課
風俗営業等の規則及び業務の適
正化等に関する法律　第4条 刑罰の有無 警察署 5

8 市民課 貸金業法第24条の27 刑罰の有無 金融庁 2

9 市民課 保護司法第4条 成年後見、刑罰の有無 警察署 1

10 市民課 児童福祉法第34条の20 刑罰の有無、成年後見 都道府県 1

52

合　　　計

合　　　計
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５
　
個
人
情
報
開
示
等
請
求
一
覧

番
号

受
理
年
月
日

請
求
区
分

業
務
名

請
求
の
内
容

公
文
書
の
件
名

決
定
内
容

所
管
課

1
平
成
2
8
年
4
月
2
0
日

開
示

身
体
障
害
者
手
帳
交
付
申
請

身
体
障
害
者
診
断
書
・
意
見
書
の
開
示

身
体
障
害
者
診
断
書
・
意
見
書

一
部
開
示

福
祉
支
援
課

5
/
6

一
部
開
示
済

2
平
成
2
8
年
5
月
2
3
日

開
示

住
民
基
本
台
帳
業
務

住
民
票
の
写
し
の
交
付
申
請
書
の
開
示

住
民
票
の
写
し
等
交
付
申
請
書

一
部
開
示

市
民
課

5
/
2
6

一
部
開
示
済

3
平
成
2
8
年
5
月
2
6
日

開
示

国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営

診
療
報
酬
明
細
書
の
開
示

診
療
報
酬
明
細
書

開
示

国
保
年
金
課

6
/
7

開
示
済

4
平
成
2
8
年
5
月
2
6
日

開
示

印
鑑
登
録
業
務

印
鑑
登
録
証
明
交
付
申
請
書
の
開
示

印
鑑
登
録
証
明
交
付
申
請
書

一
部
開
示

市
民
課

5
/
2
7

一
部
開
示
済

5
平
成
2
8
年
6
月
2
4
日

開
示

介
護
保
険
要
介
護
・
要
支
援
認
定
業
務

主
治
医
意
見
書
の
開
示

主
治
医
意
見
書

開
示

介
護
・
高
齢

者
支
援
課

6
/
3
0

開
示
済

6
平
成
2
8
年
8
月
3
日

開
示

特
別
支
援
教
育
就
学
指
導
事
務

発
達
検
査
結
果
の
開
示

W
is
c
-
Ⅲ
発
達
検
査

一
部
開
示

学
校
教
育
課
8
/
1
5

一
部
開
示
済

7
平
成
2
8
年
8
月
8
日

開
示

戸
籍
事
務

戸
籍
謄
本
及
び
改
正
原
戸
籍
の
交
付
申
請

書
の
開
示

戸
籍
謄
抄
本
等
交
付
申
請
書

一
部
開
示

市
民
課

-
未
開
示

8
平
成
2
8
年
8
月
1
5
日

開
示

印
鑑
登
録
業
務

印
鑑
登
録
証
明
交
付
申
請
書
の
開
示

印
鑑
登
録
証
明
交
付
申
請
書

開
示

市
民
課

8
/
2
4

開
示
済

9
平
成
2
8
年
8
月
1
5
日

開
示

印
鑑
登
録
業
務

印
鑑
登
録
証
明
交
付
申
請
書
の
開
示

印
鑑
登
録
証
明
交
付
申
請
書

開
示

市
民
課

8
/
2
4

開
示
済

1
0

平
成
2
8
年
8
月
1
5
日

開
示

水
産
業
推
進
関
係
業
務
1

志
摩
岐
志
漁
港
に
お
け
る
船
の
係
船
料
の

一
切
の
書
類
の
開
示

漁
港
に
お
け
る
船
の
係
船
料
の
一
切
の
書

類
不
開
示

水
産
商
工
課

-
文
書
不
存
在

1
1

平
成
2
8
年
9
月
8
日

開
示

戸
籍
事
務

戸
籍
謄
本
の
交
付
申
請
書
の
開
示

戸
籍
謄
抄
本
等
交
付
申
請
書

一
部
開
示

市
民
課

9
/
1
6

一
部
開
示
済

1
2

平
成
2
8
年
9
月
1
5
日

開
示

住
民
基
本
台
帳
業
務

住
民
票
の
写
し
の
交
付
申
請
書
の
開
示

住
民
票
の
写
し
等
交
付
申
請
書

一
部
開
示

市
民
課

1
0
/
6

一
部
開
示
済

1
3

平
成
2
8
年
1
0
月
6
日

開
示

印
鑑
登
録
業
務

印
鑑
登
録
証
明
交
付
申
請
書
の
開
示

印
鑑
登
録
証
明
交
付
申
請
書

不
開
示

市
民
課

-
文
書
不
存
在

1
4

平
成
2
8
年
1
0
月
1
1
日

開
示

戸
籍
事
務

戸
籍
謄
本
の
交
付
申
請
書
の
開
示

戸
籍
謄
抄
本
等
交
付
申
請
書

一
部
開
示

市
民
課

1
0
/
1
9

一
部
開
示
済

1
5

平
成
2
8
年
1
1
月
2
2
日

開
示

生
活
保
護
申
請
決
定
に
関
す
る
業
務

①
生
活
保
護
面
接
記
録
票
、
②
生
活
保
護

申
請
書
・
添
付
書
類
及
び
申
請
処
理
に
係

る
書
類
、
③
生
活
保
護
面
接
記
録
票
に
記

載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
開
示

生
活
保
護
面
接
記
録
票
、
生
活
保
護
申
請

書
・
添
付
書
類
及
び
申
請
処
理
に
係
る
書

類
一
部
開
示

福
祉
保
護
課
1
2
/
6

一
部
開
示
済

1
6

平
成
2
8
年
1
2
月
1
3
日

開
示

戸
籍
事
務

戸
籍
謄
本
の
交
付
申
請
書
の
開
示

戸
籍
謄
抄
本
等
交
付
申
請
書

一
部
開
示

市
民
課

1
2
/
2
7

一
部
開
示
済

備
考
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1
7

平
成
2
8
年
1
2
月
2
2
日

開
示

自
立
支
援
給
付
業
務

面
談
記
録
及
び
そ
の
他
報
告
書
の
開
示

面
談
記
録
そ
の
他
報
告
書

不
開
示

福
祉
支
援
課

-
文
書
不
存
在

1
8

平
成
2
9
年
1
月
1
8
日

開
示

自
立
支
援
給
付
業
務

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
給
付
決
定
に
係
る
ア

セ
ス
メ
ン
ト
の
詳
細
の
開
示

障
害
者
就
労
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト

一
部
開
示

福
祉
支
援
課
1
/
3
0

一
部
開
示
済

1
9

平
成
2
9
年
1
月
1
0
日

開
示

住
民
基
本
台
帳
業
務
、
戸
籍
事
務

住
民
票
の
写
し
、
戸
籍
謄
本
等
及
び
戸
籍

の
附
票
の
交
付
申
請
書
の
開
示

住
民
票
の
写
し
等
交
付
申
請
書

戸
籍
謄
抄
本
等
交
付
申
請
書

一
部
開
示

市
民
課

1
/
3
0

一
部
開
示
済

2
0

平
成
2
9
年
2
月
6
日

開
示

市
税
及
び
国
民
健
康
保
険
税
の
徴
収
事
務

市
税
返
済
記
録
、
協
議
事
績
、
返
済
金
額

に
係
る
書
類
の
開
示

納
付
誓
約
書
、
催
告
・
訪
問
・
実
態
調
査
の

記
録
、
収
納
一
覧
表

一
部
開
示

収
税
課

3
/
1
0

一
部
開
示
済

2
1

平
成
2
9
年
2
月
1
3
日

任
意
的
開
示

―
印
鑑
登
録
原
票
の
開
示

印
鑑
登
録
原
票

開
示

市
民
課

2
/
2
4

開
示
済

2
2

平
成
2
9
年
2
月
1
5
日

開
示

住
民
基
本
台
帳
事
務

住
民
票
の
写
し
の
交
付
申
請
書
の
開
示

住
民
票
の
写
し
の
交
付
申
請
書

不
開
示

市
民
課

-
文
書
不
存
在

2
3

平
成
2
9
年
3
月
7
日

任
意
的
開
示

―
印
鑑
登
録
原
票
の
開
示

印
鑑
登
録
原
票

開
示

市
民
課

3
/
1
6

開
示
済

2
4

平
成
2
9
年
3
月
7
日

任
意
的
開
示

―
排
水
設
備
新
設
等
計
画
確
認
申
請
書
等
の

開
示

排
水
設
備
新
設
等
計
画
確
認
申
請
書

排
水
設
備
新
設
等
工
事
完
了
届
書

排
水
設
備
新
設
等
完
了
検
査
調
書

排
水
設
備
検
査
済
証

排
水
設
備
検
査
確
認
書

排
水
設
備
新
設
等
完
了
検
査
（
管
底
高
測

量
簿
）

一
部
開
示

下
水
道
課

3
/
2
2

一
部
開
示
済

2
5

平
成
2
9
年
3
月
2
8
日

開
示

戸
籍
事
務

戸
籍
謄
本
の
交
付
申
請
書
の
開
示

戸
籍
謄
抄
本
等
交
付
申
請
書

一
部
開
示

市
民
課

4
/
4

一
部
開
示
済
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７
　
個
人
情
報
に
係
る
処
理
の
外
部
委
託
（
平
成
28
年
度
）

課
　
名

業
務
名

委
託
業
務
内
容

委
託
先
名
称

委
託
期
間

備
考

経
営
戦
略
課

電
算
処
理
事
務

糸
島
市
総
合
行
政
電
算
シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス
利
用

（
株
）
Ｂ
Ｃ
Ｃ

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

経
営
戦
略
課

Ｉ
Ｃ
Ｔ
街
づ
く
り
推
進
事
業

Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
利
用
し
た
住
民
サ
ー
ビ
ス
シ
ス
テ
ム
の
研

究
国
立
大
学
法
人
九
州
大
学

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

地
域
振
興
課

糸
島
市
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
事
業

ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
に
関
す
る
事
務
処
理
業
務

Ｊ
Ｔ
Ｂ
西
日
本

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
3
1
年
3
月
3
1
日

地
域
振
興
課

糸
島
市
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
事
業

ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
に
関
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
決
済
業

務
ヤ
フ
ー
（
株
）

平
成
2
9
年
4
月
1
日
～

平
成
3
0
年
3
月
3
1
日

秘
書
広
報
課

自
治
功
労
者
等
・
地
域
活
動
振
興
奨

励
者
の
表
彰
事
業
に
伴
う
事
務

自
治
功
労
者
等
・
地
域
活
動
振
興
奨
励
者
表
彰
委
託

業
務
委
託

（
株
）
ド
ッ
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
ズ

平
成
2
8
年
7
月
1
日
～

平
成
2
8
年
1
1
月
1
7
日

市
民
課

戸
籍
事
務

戸
籍
総
合
シ
ス
テ
ム
保
守

富
士
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
シ
ス
テ
ム
サ
ー

ビ
ス
（
株
）

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

市
民
課

戸
籍
事
務

本
庁
舎
の
日
直
及
び
宿
直
業
務
（
戸
籍
届
書
受
領
、

埋
火
葬
許
可
証
発
行
等
）

（
社
）
糸
島
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

市
民
課

戸
籍
事
務

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
諸
証
明
交
付
シ
ス
テ
ム
戸

籍
証
明
連
携
機
能
保
守

富
士
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
シ
ス
テ
ム
サ
ー

ビ
ス
（
株
）

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

市
民
課

戸
籍
事
務

戸
籍
副
本
デ
ー
タ
管
理
シ
ス
テ
ム
対
応
連
携
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
保
守

富
士
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
シ
ス
テ
ム
サ
ー

ビ
ス
（
株
）

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

市
民
課

住
民
基
本
台
帳
事
務

本
庁
舎
の
日
直
及
び
宿
直
業
務
（
電
話
予
約
に
よ
る

交
付
手
数
料
収
納
事
務
）

（
社
）
糸
島
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

市
民
課

住
民
基
本
台
帳
事
務

市
民
課
窓
口
業
務

（
株
）
ド
ッ
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
ズ

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日
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課
　
名

業
務
名

委
託
業
務
内
容

委
託
先
名
称

委
託
期
間

備
考

市
民
課

住
民
基
本
台
帳
事
務

証
明
書
等
自
動
交
付
事
務
運
営
管
理

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機

構
平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

市
民
課

通
知
カ
ー
ド
・
個
人
番
号
カ
ー
ド
関

連
事
務

通
知
カ
ー
ド
・
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
発
行
等
業
務

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機

構
平
成
2
6
年
1
2
月
2
日
～

税
務
課

固
定
資
産
税
評
価
賦
課
業
務
①

個
別
家
屋
デ
ー
タ
及
び
評
価
シ
ス
テ
ム
の
保
守

Ｎ
Ｔ
Ｔ
－
Ａ
Ｔ
エ
ム
タ
ッ
ク

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

税
務
課

固
定
資
産
税
評
価
賦
課
業
務
②

固
定
資
産
税
課
税
処
理
シ
ス
テ
ム
の
異
動
更
新
及
び

保
守
作
業

東
亜
建
設
技
術
（
株
）

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

税
務
課

個
人
住
民
税
賦
課
業
務

給
与
及
び
年
金
支
払
報
告
書
の
デ
ー
タ
入
力
業
務

（
株
）
Ｂ
Ｃ
Ｃ

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

生
活
環
境
課

畜
犬
登
録
業
務

狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
交
付
手
数
料
及
び
犬
の
鑑
札

交
付
手
数
料
の
収
納
事
務
委
託

糸
島
小
動
物
獣
医
師
会

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

生
活
環
境
課

火
葬
等
に
関
す
る
事
務

本
庁
舎
の
日
直
及
び
宿
直
業
務

（
社
）
糸
島
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

生
活
環
境
課

火
葬
等
に
関
す
る
事
務

火
葬
業
務
、
施
設
管
理
業
務

（
有
）
伊
都
施
設
管
理
サ
ー
ビ
ス

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

生
活
環
境
課

糸
島
市
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
に
関
す

る
事
務

ご
み
の
直
接
搬
入
の
受
付
、
指
導
業
務

（
社
）
糸
島
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

生
活
環
境
課

糸
島
市
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
に
関
す

る
事
務

ご
み
計
量
、
受
付
業
務

（
株
）
伊
都
環
境
設
備
サ
ー
ビ
ス

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

生
活
環
境
課

糸
島
市
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
に
関
す

る
事
務

家
具
の
再
生
、
展
示
、
販
売
業
務

障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
Ｓ

ｕ
ｎ
Ｓ
ｕ
ｎ

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

国
保
年
金
課

国
民
健
康
保
険
事
業
の
資
格
に
関
す

る
業
務

国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
業
務
（
制
度
・
手
続
き
の

説
明
、
申
請
受
付
な
ど
）

（
株
）
ド
ッ
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
ズ

平
成
2
7
年
3
月
1
日
～

平
成
3
0
年
3
月
3
1
日
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課
　
名

業
務
名

委
託
業
務
内
容

委
託
先
名
称

委
託
期
間

備
考

国
保
年
金
課

国
民
健
康
保
険
事
業
の
国
保
税
賦
課

に
関
す
る
業
務

国
民
健
康
保
険
税
納
入
通
知
書
ブ
ッ
キ
ン
グ
・
封
入

業
務

（
株
）
Ｂ
Ｃ
Ｃ

平
成
2
6
年
1
月
6
日
～

平
成
3
3
年
3
月
3
1
日

国
保
年
金
課

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
保
険
事
業

後
期
高
齢
者
医
療
に
関
す
る
業
務
（
制
度
・
手
続
き

の
説
明
、
申
請
受
付
な
ど
）

（
株
）
ド
ッ
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
ズ

平
成
2
7
年
3
月
1
日
～

平
成
3
0
年
3
月
3
1
日

国
保
年
金
課

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
保
険
事
業

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
納
入
通
知
書
ブ
ッ
キ
ン

グ
・
封
入
業
務

（
株
）
Ｂ
Ｃ
Ｃ

平
成
2
6
年
4
月
1
7
日
～

平
成
3
2
年
7
月
3
1
日

健
康
づ
く
り
課

高
齢
者
健
康
対
策
事
業

健
康
ふ
れ
あ
い
施
設
二
丈
温
泉
き
ら
ら
の
湯
入
湯

料
・
プ
ー
ル
利
用
料
助
成
業
務

（
株
）
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
二
丈

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

健
康
づ
く
り
課

歯
周
病
健
診
事
業

歯
周
病
健
診
業
務
委
託

糸
島
歯
科
医
師
会

平
成
2
8
年
6
月
1
7
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

健
康
づ
く
り
課

は
り
、
き
ゅ
う
費
補
助
金
支
給
業
務

は
り
、
き
ゅ
う
費
補
助
金
支
給
業
務

指
定
施
術
所

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

健
康
づ
く
り
課

が
ん
検
診
等
実
施
事
業

が
ん
検
診
（
大
腸
を
除
く
）
業
務
委
託

福
岡
労
働
衛
生
研
究
所

平
成
2
8
年
5
月
1
3
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

健
康
づ
く
り
課

が
ん
検
診
等
実
施
事
業

大
腸
が
ん
検
診
実
施
委
託

糸
島
医
師
会
病
院

平
成
2
8
年
4
月
2
8
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

健
康
づ
く
り
課

が
ん
検
診
等
実
施
事
業

女
性
特
有
の
が
ん
検
診
個
別
検
診
広
域
化
に
係
る
業

務
福
岡
県
医
師
会

平
成
2
8
年
4
月
3
0
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

健
康
づ
く
り
課

が
ん
検
診
等
実
施
事
業

乳
が
ん
個
別
検
診
業
務
委
託

糸
島
医
師
会

平
成
2
8
年
5
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

健
康
づ
く
り
課

が
ん
検
診
等
実
施
事
業

子
宮
頸
が
ん
個
別
検
診
業
務
委
託

糸
島
医
師
会

平
成
2
8
年
5
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

健
康
づ
く
り
課

が
ん
検
診
等
実
施
事
業

一
般
健
康
診
査
業
務
委
託

福
岡
労
働
衛
生
研
究
所

平
成
2
8
年
4
月
2
5
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日
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課
　
名

業
務
名

委
託
業
務
内
容

委
託
先
名
称

委
託
期
間

備
考

健
康
づ
く
り
課

特
定
健
康
診
査
・
保
健
指
導

特
定
健
康
診
査
委
託

福
岡
県
医
師
会

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

健
康
づ
く
り
課

特
定
健
康
診
査
・
保
健
指
導

特
定
健
康
診
査
委
託

福
岡
労
働
衛
生
研
究
所

平
成
2
8
年
5
月
1
3
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

健
康
づ
く
り
課

特
定
健
康
診
査
・
保
健
指
導

特
定
健
康
診
査
業
務
（
個
別
健
診
）
委
託

糸
島
医
師
会

平
成
2
8
年
7
月
2
0
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

健
康
づ
く
り
課

母
子
手
帳
等
交
付
業
務

妊
婦
健
康
診
査
業
務
委
託

福
岡
県
医
師
会

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

健
康
づ
く
り
課

母
子
手
帳
等
交
付
業
務

妊
婦
健
康
診
査
業
務
委
託

佐
賀
県
医
師
会

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

健
康
づ
く
り
課

母
子
手
帳
等
交
付
業
務

妊
婦
健
康
診
査
業
務
委
託

大
分
県
医
師
会

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

健
康
づ
く
り
課

母
子
手
帳
等
交
付
業
務

妊
婦
健
康
診
査
業
務
委
託

福
岡
県
助
産
師
会

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

健
康
づ
く
り
課

母
子
手
帳
等
交
付
業
務

妊
婦
歯
科
健
康
診
査
業
務
委
託

糸
島
歯
科
医
師
会

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

健
康
づ
く
り
課

予
防
接
種
業
務

定
期
予
防
接
種
業
務
委
託
（
広
域
接
種
）

福
岡
県
医
師
会

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

健
康
づ
く
り
課

予
防
接
種
業
務

定
期
予
防
接
種
業
務
委
託
（
セ
ン
タ
ー
）

福
岡
県
医
師
会

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

健
康
づ
く
り
課

予
防
接
種
業
務

定
期
予
防
接
種
業
務
委
託

糸
島
医
師
会

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

健
康
づ
く
り
課

予
防
接
種
業
務

定
期
予
防
接
種
業
務
委
託

医
療
法
人
志
誠
会

木
村
整
形
外
科

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日
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課
　
名

業
務
名

委
託
業
務
内
容

委
託
先
名
称

委
託
期
間

備
考

健
康
づ
く
り
課

予
防
接
種
業
務

定
期
予
防
接
種
業
務
委
託

社
会
医
療
法
人
大
成
会

福
岡
記
念
ク
リ
ニ
ッ
ク

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

健
康
づ
く
り
課

予
防
接
種
業
務

定
期
予
防
接
種
業
務
委
託

お
お
た
整
形
ク
リ
ニ
ッ
ク

平
成
2
8
年
1
0
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

健
康
づ
く
り
課

予
防
接
種
業
務

定
期
予
防
接
種
業
務
委
託

医
療
法
人
　
よ
し
だ
ク
リ
ニ
ッ
ク

平
成
2
8
年
1
0
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

健
康
づ
く
り
課

予
防
接
種
業
務

定
期
予
防
接
種
業
務
委
託

う
え
む
ら
メ
ン
タ
ル
サ
ポ
ー
ト
診

療
所

平
成
2
9
年
1
0
月
1
4
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

健
康
づ
く
り
課

予
防
接
種
業
務

定
期
予
防
接
種
業
務
委
託

さ
く
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク

平
成
2
9
年
2
月
2
2
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

介
護
・
高
齢
者

支
援
課

介
護
保
険
給
付
業
務

介
護
給
付
費
通
知
作
成
処
理
業
務

福
岡
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合

会
平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

介
護
・
高
齢
者

支
援
課

介
護
保
険
賦
課
・
収
納
業
務

介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
ブ
ッ
キ
ン
グ
・
封
入
業
務

（
特
別
徴
収
）

（
株
）
福
岡
ア
ド
セ
ン
タ
ー

平
成
2
8
年
6
月
7
日
～

平
成
2
8
年
6
月
1
6
日

介
護
・
高
齢
者

支
援
課

日
常
生
活
圏
域
ニ
ー
ズ
調
査
業
務

日
常
生
活
圏
域
ニ
ー
ズ
調
査
業
務

（
株
）
調
べ
考
房
福
岡
支
店

平
成
2
8
年
8
月
1
6
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

介
護
・
高
齢
者

支
援
課

移
送
サ
ー
ビ
ス

高
齢
者
福
祉
シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス
利
用

（
株
）
Ｂ
Ｃ
Ｃ

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

介
護
・
高
齢
者

支
援
課

介
護
保
険
賦
課
・
収
納
業
務

介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
ブ
ッ
キ
ン
グ
・
封
入
業
務

（
普
通
徴
収
）

（
株
）
Ｂ
Ｃ
Ｃ

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

福
祉
保
護
課

医
療
扶
助
運
営
業
務

レ
セ
プ
ト
管
理
シ
ス
テ
ム
保
守

（
株
）
富
士
通
エ
フ
サ
ス

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

福
祉
保
護
課

医
療
扶
助
運
営
業
務

レ
セ
プ
ト
点
検
業
務

（
株
）
大
正
オ
ー
デ
ィ
ッ
ト
福
岡

支
店

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日
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課
　
名

業
務
名

委
託
業
務
内
容

委
託
先
名
称

委
託
期
間

備
考

福
祉
支
援
課

重
度
障
害
者
医
療
費
支
給
事
業

公
費
医
療
シ
ス
テ
ム
（
重
度
障
害
者
医
療
）
改
修
業

務
（
株
）
Ｂ
Ｃ
Ｃ

平
成
2
8
年
7
月
1
日
～

平
成
2
8
年
1
0
月
3
1
日

福
祉
支
援
課

年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金

(
低
所
得
の
高
齢
者
向
け
)
給
付
業
務

年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金
(
低
所
得
の

高
齢
者
向
け
)
シ
ス
テ
ム
の
改
修
及
び
デ
ー
タ
セ
ッ

ト
ア
ッ
プ
等
業
務

（
株
）
Ｂ
Ｃ
Ｃ

平
成
2
8
年
3
月
2
3
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

福
祉
支
援
課

年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金

(
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
受
給
者
向
け
)

給
付
業
務

年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金
(
障
害
・
遺

族
基
礎
年
金
受
給
者
向
け
)
シ
ス
テ
ム
の
改
修
及
び

デ
ー
タ
セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
等
業
務

（
株
）
Ｂ
Ｃ
Ｃ

平
成
2
8
年
7
月
1
2
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

福
祉
支
援
課

臨
時
福
祉
給
付
金
給
付
業
務

臨
時
福
祉
給
付
金
シ
ス
テ
ム
の
改
修
及
び
デ
ー
タ

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
等
業
務

（
株
）
Ｂ
Ｃ
Ｃ

平
成
2
8
年
7
月
1
2
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

子
ど
も
課

児
童
手
当
関
係
事
務

現
況
届
の
封
入
・
封
緘

福
博
綜
合
印
刷
株
式
会
社

平
成
2
8
年
4
月
2
8
日
～

平
成
2
8
年
5
月
2
7
日

子
ど
も
課

子
ど
も
医
療
証

医
療
証
の
封
入
・
封
緘

株
式
会
社
福
岡
ア
ド
セ
ン
タ
ー

平
成
2
8
年
8
月
1
7
日
～

平
成
2
8
年
9
月
2
6
日

都
市
計
画
課

都
市
計
画
基
礎
調
査
に
関
す
る
事
務

二
丈
都
市
計
画
区
域
基
礎
調
査
業
務

（
株
）
都
市
・
計
画
・
設
計
研
究

所
平
成
2
8
年
7
月
8
日
～

平
成
2
9
年
3
月
2
4
日

商
工
観
光
課

芥
屋
野
営
場
運
営
関
係
業
務

芥
屋
野
営
場
の
利
用
者
受
付
、
利
用
指
導
、
夜
間
当

直
、
施
設
等
維
持
管
理
業
務

（
公
社
）
糸
島
市
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー

平
成
2
8
年
4
月
2
0
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

人
権
・
男
女
共

同
参
画
推
進
課

住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
事
業

住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
金
回
収
に
係
る
法
律
相
談
業

務
市
川
法
律
事
務
所

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

会
計
課

収
納
業
務

納
付
済
通
知
書
等
の
デ
ー
タ
化
作
業

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・

デ
ー
タ
Ｎ
Ｃ
Ｂ

平
成
2
7
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

業
務
課

水
道
料
金
・
下
水
道
使
用
料
の
調

定
・
収
納
業
務

企
業
会
計
シ
ス
テ
ム
保
守
業
務

（
株
）
Ｂ
Ｃ
Ｃ

平
成
2
6
年
4
月
1
日
～

平
成
3
3
年
3
月
3
1
日

業
務
課

水
道
料
金
・
下
水
道
使
用
料
の
調

定
・
収
納
業
務

上
下
水
道
窓
口
等
関
連
業
務
委
託

（
株
）
Ｎ
Ｊ
Ｓ
・
Ｅ
＆
Ｍ
福
岡
事

務
所

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
3
3
年
3
月
3
1
日

86



課
　
名

業
務
名

委
託
業
務
内
容

委
託
先
名
称

委
託
期
間

備
考

水
道
課

給
水
工
事
申
請
許
可
事
務

糸
島
市
上
下
水
道
台
帳
管
理
シ
ス
テ
ム
更
新
業
務

（
株
）
パ
ス
コ
　
福
岡
支
店

平
成
2
8
年
1
2
月
9
日
～

平
成
2
9
年
3
月
1
5
日

下
水
道
課

下
水
道
台
帳
管
理
シ
ス
テ
ム
更
新
業

務
下
水
道
台
帳
シ
ス
テ
ム
の
更
新

大
成
ジ
オ
テ
ッ
ク
（
株
）
福
岡
支

店
平
成
2
8
年
1
1
月
2
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

学
校
教
育
課

児
童
調
査
統
計
事
務
（
小
学
校
）

小
学
校
児
童
の
生
活
対
応
検
査

（
有
）
吉
清
教
材
店

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

学
校
教
育
課

児
童
調
査
統
計
事
務
（
小
学
校
）

小
学
校
児
童
の
国
語
及
び
算
数
の
学
力
検
査

（
有
）
吉
清
教
材
店

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

学
校
教
育
課

調
査
統
計
事
務
（
中
学
校
）

中
学
校
生
徒
の
生
活
対
応
検
査

（
有
）
福
岡
心
理
テ
ス
ト
セ
ン

タ
ー

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

学
校
教
育
課

調
査
統
計
事
務
（
中
学
校
）

中
学
校
生
徒
の
国
語
・
数
学
・
理
科
・
社
会
・
英
語

の
学
習
定
着
度
診
断

（
株
）
フ
ク
ト

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

学
校
教
育
課

調
査
統
計
事
務
（
中
学
校
）

中
学
校
生
徒
の
国
語
・
数
学
・
理
科
・
社
会
・
英
語

の
学
力
検
査

（
有
）
福
岡
心
理
テ
ス
ト
セ
ン

タ
ー

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

学
校
教
育
課

児
童
健
康
管
理
事
務
（
小
学
校
）

小
中
学
校
児
童
生
徒
の
尿
検
査
、
心
電
図
検
査

（
一
社
）
糸
島
医
師
会

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日

学
校
教
育
課

健
康
指
導
業
務
（
中
学
校
）

中
学
校
生
徒
に
対
し
て
、
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
検

査
、
胸
部
X
線
検
査
を
行
う

（
一
社
）
糸
島
医
師
会

平
成
2
8
年
4
月
1
日
～

平
成
2
9
年
3
月
3
1
日
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